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000

電気設備工事特記仕様書（２）

電気設備工事特記仕様書（１）

図面リスト

電気設備工事特記仕様書（４）

電気設備工事特記仕様書（３）

受変電単線結線図

構内配電・通信線路図

配置図・案内図

配電盤負荷表・幹線系統ブロック図（１）

電気室詳細図

非常用発電設備　機器外形図

非常用発電設備　仕様・配線取合表・配管系統図

配電盤負荷表・幹線系統ブロック図（２）

非常用発電設備　平面配置配管図

非常用発電設備　断面配置配管図

太陽光発電設備　システム系統図・機器配置図

太陽光発電設備　機器姿図

太陽光発電設備　特記仕様書

幹線系統図

太陽光発電設備　平面図

動力制御盤結線図

動力制御盤標準結線図・接地線系統図

電灯分電盤結線図（１）

電灯分電盤標準結線図

電灯分電盤結線図（４）

電灯分電盤結線図（３）

電灯分電盤結線図（２）

幹線・動力設備　ピット階平面図（２）

幹線・動力設備　ピット階平面図（１）

幹線・動力設備　ピット階平面図（３）

幹線・動力設備　１階平面図（２）

幹線・動力設備　１階平面図（１）

幹線・動力設備　１階平面図（３）

幹線・動力設備　２階平面図（２）

幹線・動力設備　２階平面図（１）

幹線・動力設備　２階平面図（３）

幹線・動力設備　３階平面図（２）

幹線・動力設備　３階平面図（１）

幹線・動力設備　３階平面図（３）

幹線・動力設備　４階平面図

電灯設備　照明器具姿図

電灯設備　１階平面図（２）

電灯設備　１階平面図（１）

電灯設備　１階平面図（３）

電灯設備　２階平面図（２）

電灯設備　２階平面図（１）

電灯設備　２階平面図（３）

電灯設備　３階平面図（２）

電灯設備　３階平面図（１）

電灯設備　３階平面図（３）

電灯設備　４階平面図（２）

電灯設備　４階平面図（１）

電灯設備　４階平面図（４）

非常照明・誘導灯設備　照明器具姿図

非常照明・誘導灯設備　１階平面図

非常照明・誘導灯設備　２階平面図

非常照明・誘導灯設備　３階平面図

コンセント設備　１階平面図（１）

電気設備工事特記仕様書（６）

電気設備工事特記仕様書（５）

電気設備工事特記仕様書（７）

コンセント設備　１階平面図（３）

コンセント設備　２階平面図（２）

コンセント設備　２階平面図（１）

コンセント設備　２階平面図（３）

コンセント設備　３階平面図（２）

コンセント設備　３階平面図（１）

コンセント設備　３階平面図（３）

コンセント設備　４階平面図（２）

コンセント設備　４階平面図（１）

コンセント設備　４階平面図（４）

総合盤姿図・端子盤リスト

構内交換設備・構内情報通信網設備　系統図

構内交換設備・構内情報通信網設備　ピット階平面図（２）

構内交換設備・構内情報通信網設備　ピット階平面図（１）

構内交換設備・構内情報通信網設備　ピット階平面図（３）

構内交換設備・構内情報通信網設備　１階平面図（２）

構内交換設備・構内情報通信網設備　１階平面図（１）

構内交換設備・構内情報通信網設備　１階平面図（３）

構内交換設備・構内情報通信網設備　２階平面図（２）

構内交換設備・構内情報通信網設備　２階平面図（１）

構内交換設備・構内情報通信網設備　２階平面図（３）

構内交換設備・構内情報通信網設備　３階平面図（２）

構内交換設備・構内情報通信網設備　３階平面図（１）

構内交換設備・構内情報通信網設備　３階平面図（３）

TV共同受信設備・時刻表示設備・誘導支援設備　系統図・姿図・システム図

TV共同受信設備・時刻表示設備・誘導支援設備　ピット階平面図（２）

TV共同受信設備・時刻表示設備・誘導支援設備　ピット階平面図（１）

TV共同受信設備・時刻表示設備・誘導支援設備　ピット階平面図（３）

TV共同受信設備・時刻表示設備・誘導支援設備　１階平面図（２）

TV共同受信設備・時刻表示設備・誘導支援設備　１階平面図（１）

TV共同受信設備・時刻表示設備・誘導支援設備　１階平面図（３）

TV共同受信設備・時刻表示設備・誘導支援設備　２階平面図（２）

TV共同受信設備・時刻表示設備・誘導支援設備　２階平面図（１）

TV共同受信設備・時刻表示設備・誘導支援設備　２階平面図（３）

TV共同受信設備・時刻表示設備・誘導支援設備　３階平面図（２）

TV共同受信設備・時刻表示設備・誘導支援設備　３階平面図（１）

TV共同受信設備・時刻表示設備・誘導支援設備　３階平面図（３）

放送設備　機器姿図・システム図

放送設備　系統図

放送設備　１階平面図

放送設備　２階平面図

放送設備　３階平面図

放送設備　ピット階平面図

放送設備　４階平面図

ＩＴＶ設備　機器姿図・システム図・系統図

ＩＴＶ設備　１階平面図

ＩＴＶ設備　２階平面図

自動火災報知設備　凡例・特記・連動表

自動火災報知設備　系統図・点数表

自動火災報知設備　ピット階平面図（２）

自動火災報知設備　ピット階平面図（１）

自動火災報知設備　ピット階平面図（３）

自動火災報知設備　１階平面図（２）

自動火災報知設備　１階平面図（１）

自動火災報知設備　１階平面図（３）

音声誘導設備　システム図・機器姿図

構内交換設備・構内情報通信網設備　４階平面図（２）

構内交換設備・構内情報通信網設備　４階平面図（３）

構内交換設備・構内情報通信網設備　４階平面図（１）

コンセント設備　１階平面図（２）

自動火災報知設備　２階平面図（２）

自動火災報知設備　２階平面図（１）

自動火災報知設備　２階平面図（３）

自動火災報知設備　３階平面図（２）

自動火災報知設備　３階平面図（１）

自動火災報知設備　３階平面図（３）

自動火災報知設備　４階平面図

雷保護設備　１階平面図

雷保護設備　屋根伏平面図

雷保護設備　立面図

雷保護設備　機器詳細図

スタジアム音響設備　機器仕様書

スタジアム音響設備　特記仕様書

スタジアム音響設備　システム図

スタジアム音響設備　機器姿図（１）

スタジアム音響設備　機器姿図（２）

スタジアム音響設備　中継設備

スタジアム音響設備　ピット階・１階平面図

スタジアム音響設備　３階平面図

スタジアム音響設備　４階平面図

スタジアム音響設備　配置図

スタジアム音響設備　調整室機器配置図

大型映像装置設備　仕様書（１）

中央監視設備　システム構成図（１）

中央監視設備　ピット階・１階平面図

中央監視設備　２階平面図

中央監視設備　３階平面図

中央監視設備　中央監視点一覧表１

中央監視設備　中央監視点一覧表２

ナイター照明　仕様・機器姿図・システム系統図

雷保護設備　２階平面図

雷保護設備　３階平面図

雷保護設備　４階平面図

大型映像装置設備　仕様書（２）

大型映像装置設備　スコアボード正面立面図（改修後）

大型映像装置設備　システム系統図

スタジアム音響設備　２階平面図

ナイター照明　ピット階平面図

ナイター照明　１階平面図

ナイター照明　２階平面図

大型映像装置設備　スコアボード断面詳細図（改修後）

大型映像装置設備　スコアボード１階・２階平面図（改修後）

大型映像装置設備　スコアボード３階平面図・梁伏図（改修後）

大型映像装置設備　スコアボード取付鋼材軸組図（改修後）

大型映像装置設備　スコアボード屋根平面図（改修後）

大型映像装置設備　スコアボード断面詳細図（改修前）

大型映像装置設備　スコアボード１階・２階平面図（改修前）

大型映像装置設備　スコアボード３階平面図・梁伏図（改修前）

大型映像装置設備　スコアボード取付鋼材軸組図（改修前）

大型映像装置設備　スコアボード屋根平面図（改修前）

大型映像装置設備　スコアボード機器姿図（１）

大型映像装置設備　スコアボード機器姿図（２）

大型映像装置設備　音声・映像操作室機器配置図

大型映像装置設備　スコアボード機器姿図（３）

大型映像装置設備　サブスコアボード設置位置

大型映像装置設備　メインスタンド２階機器配置・配線図

大型映像装置設備　メインスタンドピット階・１階機器配置・配線図

大型映像装置設備　メインスタンド３階機器配置・配線図

中央監視設備　システム構成図（２）

中央監視設備　システム構成図（３）

ナイター照明　配置図

大型映像装置設備　配置図

自動制御設備　計装図（２）

自動制御設備　計装図（１）

太陽光発電設備　パネル取付参考図

支障物件図

大型映像装置設備　スコアボード足場図（平面図）

大型映像装置設備　スコアボード足場図（立面図）

表紙

自動制御設備　２階平面図（３）

自動制御設備　２階平面図（２）

自動制御設備　２階平面図（１）

自動制御設備　１階平面図（１）

自動制御設備　１階平面図（２）

自動制御設備　１階平面図（３）
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1 : NS(A1)

1 : NS(A3)電気設備工事特記仕様書（１）

営繕工事共通仕様書

Ⅰ． 工事概要
１． 工事名称

Ｒ７徳土　鳴門総合運動公園　鳴・撫養立岩　野球場スコアボード改修工事

２． 工事場所

鳴門市撫養町立岩

３． 建物概要

建物名称 鳴門総合運動公園野球場「オロナミンＣ球場」

構造・規模 ＲＣ造一部Ｓ造　　地上４階

敷地面積 261,079.98(m2)

延床面積 19,413.67(m2)

消防法施行例別表第１の区分 １項　（イ）

４． 工事種目

種目 工事概要

大型映像装置設備 図示大型映像装置の改修工事

非常用発電設備 図示太陽光発電パネルの設置工事

５． 猛暑を考慮した工期

本工事は猛暑を考慮した工期設定の対象外工事である。

６． その他

本工事は、資材価格高騰に対する特例措置について（令和4.12.9建設第686号）に基づく特例措置の対象工事である。

Ⅱ． 営繕工事共通仕様書
１． 適用基準

図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記による。

・ 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）             令和4年版（以下「標仕」という。）

・ 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）         令和4年版

・ 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）　　　　 令和4年版

・ 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）         令和4年版（以下「改標仕」という。）

・ 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） 令和4年版

・ 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） 令和4年版

・ 木造建築工事標準仕様書 令和4年版

・ 建築物解体工事共通仕様書（令和4年版）・同解説 令和5年版

・  建築工事標準詳細図                                令和4年版（以下「標準図」という。）

・ 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） 令和4年版

・ 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） 令和4年版

・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版

また、次の図書（国土交通大臣官房官庁営繕部監修）を参考とする。

・ 建築工事監理指針 令和4年版（以下「監理指針」という。）

・ 建築改修工事監理指針 令和4年版

・ 電気設備工事監理指針 令和4年版

・ 機械設備工事監理指針 令和4年版

２． 優先順位

設計図書の優先順位は、次の順とする。

① 質問回答書（②から⑤に対するもの）

② 補足説明書

③ 特記仕様書（営繕工事共通仕様書を含む）

④ 図面

⑤ 公共建築工事標準仕様書等

３． 工事実績データの登録

① 受注者は、請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に、工事実績情報サービス（コリンズ）に基づき、工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監
督員に提出して内容の確認を受けた上、次の期限までに登録機関に登録しなければならない。

受注時は、契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き14日以内とする。

・ 登録内容の変更時は、変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き14日以内とする。

・ しゅん工時は、工事しゅん工承認後、土曜日、日曜日、祝日等を除き14日以内とする。

・ 訂正時は、適宜とする。

なお、変更登録は工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、請負代金額のみの変更の場合は、原則として登録を必要としない。

② 受注者は、実績登録完了後、登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には、速やかに監督員に提示しなければならない。

なお、変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できる。

４． 工程表

受注者は、契約書に基づく工程表を契約締結後14日（土曜日、日曜日、祝日等を除く。）以内に提出すること。

５． 工事の着手

受注者は、設計図書に定めのある場合、又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除き、工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。

なお、工事開始日とは、契約書に明示した着工の日（特記仕様書において着工の日を別に定めた場合にあっては、その日）をいう。

６． 施工計画書等

① 施工に先立ち、 実施工程表、 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書並びに施工図等を作成し、監督員の承諾を受けること。

② 上記の施工計画書には、「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。

③ 施工図、現寸図、見本等を、工事の施工に先立ち作成し、監督員の承諾を受けること。

７． 下請負人の選定

① 受注者は、本工事の一部を下請に付する場合は、工事の施工に十分な能力と経験を有した者を選定すると共に、徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努めなければ

ならない。なお、 請負対象額（設計金額）が１億円以上の工事については、徳島県内に主たる営業所を有するもの以外と下請契約する場合に、 県内業者を選定しない理由を記した理由書を事前に

監督員に提出しなければならない。

② 受注者は、本工事の全部若しくは一部について、指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締結してはならない。（なお、有資格業者とは、建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競

争入札参加資格審査要綱（昭和58年1月18日徳島県告示第50号）第5条の規定により参加資格の認定を受けた者をいう。）

③ 受注者は、下請契約を締結するときは、下請負に使用される技術者、技能労働者等の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境が適正に整備されるよう、市場における労務

の取引価格、保険料等を的確に反映した適正な額の請負代金及び適正な工期等を定める下請け契約を締結しなければならない。

８． 施工体制台帳及び施工体系図

① 施工体制台帳の作成

受注者は、下請契約（以下の(3)及び(4)の場合を含む。）を締結した場合は、施工体制台帳及び再下請負通知書（以下「施工体制台帳」という。）を自らの責任において作成・保存するとともに、施工

体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。

② 施工体系図の作成及び掲示

受注者は、下請契約（以下の(3)及び(4)の場合を含む。）を締結した場合は、各下請負者の施 工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する

法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

③ 警備業者の記載

受注者は、交通誘導警備員を配置するときは、警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を作成・保存しなければならない。

④ 運搬業者の記載

受注者は、土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは、運搬業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を作成・保存しなければならない。

⑤ 施工体制台帳及び施工体系図の提出

受注者は、施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを、下請契約を締結したときは下請契約日から、内容に変更が生じたときは変更が生じた日から、いずれも土曜日、日曜日、祝日等を除き14
日以内に監督員に提出し、確認を受けなければならない。ただし、提出日について、監督員が承諾したときはこの限りではない。

⑥ 再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示

受注者は、再下請負通知書を提出する旨の書面を、工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。

９． 電気保安技術者等

① 電気保安技術者は次の者とし、必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により、監督員の承諾を受けること。

・ 事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な電気主任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。

・ 一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第1種又は第2種電気工事士の資格を有する者とする。

② 工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め、監督員に報告すること。

１０． 施工中の安全確保

① 工事関係図書及び監督員から指示された事項等については、 施工に携わる下請負人にも十分周知徹底すること。

② 工事現場における現場代理人、 監理技術者、 主任技術者の確認のため名札を着用すること。名札には現場代理人、監理技術者、主任技術者の別、氏名、会社名、工事名を記載し、顔写真を

添付すること。

③ 工事現場の安全衛生管理については、 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと

④ 工事の施工に伴う災害及び公害の防止は、 建築基準法、 労働安全衛生法、 騒音規制法、 振動規制法、 大気汚染防止法、 建設工事公衆災害防止対策要綱（令和元年9

月2日付け国土交通省告示第496号）、 建設副産物適正処理推進要綱（平成5年1月12日 建設省建経発第3号、平成14年5月30日改正）その他関係法令に従い適切に処

理すること。

⑤ 受注者は、 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事（仮囲い等仮設材設置を含む）着手までに調査を行い、 「支障物件確認書」を監督員に提出し、監督員の確
認を受けてから工事着手すること。

⑥ 地下埋設物への影響が予想される場所では、施工に先立ち、原則として試掘を行い、当該埋設物の種類、位置（平面・深さ）、規格、構造等を確認しなければならない。

⑦ 受注者は、 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し、 支障を及ぼさないような措置を施さなければならない。万一、 損傷を与えた場合は、 ただちに監督員に報告するとともに、 
施設の運営に支障がないよう、受注者の負担でその都度補修又は補償すること。

⑧ 受注者は、重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業（ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。）又は貨物自動車から卸す作業（ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。）を
行うときは、当該作業を指揮する者を定め、監督員に報告しなければならない。

⑨ 受注者は、機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は、当該作業を指揮する者を定め、指揮者の合図により行わなければならない。また、作業状況について、
写真等の資料を整備及び保管し、監督員の請求があったときは、直ちに提示しなければならない。

⑩ 受注者は、輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため、重機回送時の高さ、移動式クレーンのブームの格納、ダンプトラックの架台の下ろし等について、走行前に複数の作業員により
確認しなければならない。

⑪ 受注者は、トラック（クレーン装置付）を使用する場合は、上空施設への接触事故防止装置（ブームの格納忘れを防止（警報）する装置、ブームの高さを制限する装置等）付きの車両を原則使用しなけ

ればならない。なお、使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。

⑫ 休日、夜間に作業を行う時は、事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。

⑬ 受注者は、工事期間中安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い、安全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から、資機材の保管状況等についても併せ

て確認すること。また、監督員から「資機材保管計画書」（自由様式）の提出を求められた場合には、速やかに提出すること。

⑭ 受注者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は、墜落防止に留意し、作業日毎に「墜落防止チェックシート」を活用して点検を行い、その記録を保管すること。

⑮ 仮囲いを設置する場合は、設置後に「営繕課発注現場安全再確認シート」を活用して点検を行い、その記録を保管すること。

⑯ 上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階（天井）のスラブはつり工事は、原則禁止とする。やむを得ず行う場合は、飛来落下の危険を生じるおそれがあるため、適切な防護措置を講じ安全確

保を図り、施工手順について監督員の承諾を得たうえで、指定された時間に行うこと。

⑰ 受注者は、足場を設置する場合は組立、解体時において、作業前に施工手順を確認し、倒壊や資材落下に対する措置を講じなければならない。特に、飛来落下の恐れのある巾木やメッシュシート等

の資機材については、足場の上に仮置きせず、設置又は荷下ろしするまでは、番線等により固定を行うこと。また、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、

作業を中止すること。

⑱ 作業にあたって労働災害、公衆災害の事故リスクと対応方法について監督員と協議すること。

⑲ 既設配管等を破損させた場合の停電、断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について関係者と協議すること。

⑳ 事故により、停電、断水等が発生することを考慮し、施設休業日に作業するなど、作業日を施設管理者と協議すること。

給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は、給水バルブの止水状況を確認するとともに、事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協議すること。

受注者は、工事施工途中に工事目的物や工事材料等の不具合等が発生した場合、または、公益通報者等から当該工事に関する情報が寄せられた場合には、その内容を監督員に直ちに通知しな
ければならない。

１１． 撤去時の資機材残置の防止

足場撤去の際は、工事箇所周辺に資機材が残っていないか点検したうえで、撤去を行うこと。

１２． 交通安全管理

① 輸送災害の防止

受注者は、 工事用車両による土砂、 工事用資材、 機械等の輸送を伴う場合は、 関係機関と打合せを行い、 交通安全に関する担当者、 輸送経路、 輸送期間、 輸送方法、 輸送担当業者、 

交通誘導員の配置、 標識、 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て、災害の防止を図らなければならない。特に、 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与える

おそれがある場合は、 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員に報告しなければならない。

② 過積載による違法運行の防止

受注者は、過積載による違法運行の防止に関し、特に次の事項について留意し、下請負業者を指導すること。

・ 積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと

・ さし枠装備車、不表示車は使用しないこと

・ 過積載車両、さし枠装備車、不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと

・ 建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害さないこと

・ 過積載による違法通行により、逮捕または起訴された建設業者は、指名停止措置を講ずる場合がある

１３． 発生材の処理等

① 発生材の処理等は、次により適正に行う。

1) 工事による発生材のうち、文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については、報告及び引き渡しを要する。
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一級建築士 一級建築士

設計者 検証者法適合確認欄

設備設計一級建築士

第384579号

17992

第286776号

渡邉　和幸

第6211号

浅山　明 寺田　庄作

設計番号

浅山　明 西山　浩司

特　記

一級建築士事務所登録　大阪（ワ）第３２３４号

徳島県東部県士整備局＜徳島＞
●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

R7徳土　鳴門総合運動公園　鳴・撫養立岩　野球場スコアボード改修工事

一級建築士事務所登録　徳島県知事登録第１１０５０号

MIYA Architect's Office

宮建築設計会社
株式

E-002

1 : NS(A1)

1 : NS(A3)電気設備工事特記仕様書（２）

2) 上記以外の発生材は、 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律、 資材の有効な利用の促進に関する法律、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、 建設副産物適正処理推進要綱そ

の他関係法令等に従い処理すること。受注者は、工事で発生する産業廃棄物を保管する場合、または自ら運搬する場合等においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の規定を遵守す

ること。図書に表示のないものについては、監督員に報告し指示を仰ぐこと。

3) 産業廃棄物の種類ごとの処分場については、各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。

4) 建設発生土の処理については、各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」による。

5) 解体前に、照明器具、変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し、有れば、監督員の指示に従うこと。

6) 空調機等の整備や撤去処分を行う場合は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律をはじめとする関係法令に基づき、作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該当する機器につい
ては、家電リサイクル法により処理すること。

7) 受注者は、建設副産物が搬出される工事にあたっては、建設発生土は建設発生土搬出調書（様式3）、産業廃棄物は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により、適正に処理されて

いるか確認するとともに、監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお、監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければなら

ない。

② アスベスト

1) 解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用されていないか調査し、あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は、受注者がその結

果を書類等により確認すること。なお、工事内容に変更がある場合においても同様とする。

既存の分析調査結果の貸与 （ あり ・ なし ）

2) 事前調査を公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）1.5.1及び関係法令により行うこと。

・ 事前調査は、建築物石綿含有建材調査者（特定、一般）、又はこれと同等の能力を有する者が行うこと。

※同等の能力を有する者とは、（一社）日本アスベスト調査診断協会に令和5年9月30日までに登録されたものをいう。

・ 発注者の指示により、分析によるアスベスト調査を行う場合の費用については、監督員との協議による。

その場合の分析方法は、JIS A 1481-1によること。

・ 結果を石綿事前調査結果報告システムにより、労働基準監督署及び自治体に報告すること。監督員へも結果を提出するとともに、その写しを工事の現場に備え置くこと。

・ 調査結果は3年間保存すること。

・ 調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。

3) 表示、掲示は次のとおり行うこと。

・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。

・ 「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。

・ 作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。

・ 喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。

③ 建設リサイクル法通知済証の掲示

受注者は、建設リサイクル法に基づく対象建設工事（特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が建設リサイクル法施

行令で定める基準以上のもの）においては、工事現場の公衆の見やすい場所に工事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し、工事しゅん工検査が終了するまで存置しておかなければなら

ない。また、「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし、「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】｣に基づき提出すること。なお、「建設リサイクル法通知済

証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。

④ 資源の有効な利用の促進に関する法律（以下「資源有効利用促進法」という。）及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（以下「建設リサイクル法」という。）に基づく対応は、以下のとお

り行うこと。

1) 受注者は、資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（H3.10.25建設省令第19号）第8条で規定される工事又

は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事（以下「一定規模以上の工事」という。）において、コンクリート（二次製品を含む。）、土砂、砕石、加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬
入する場合には、（一財）日本建設情報総合センターのコブリス・プラスにより再生資源利用計画書を作成し、監督員に提出すること。

2) 受注者は、資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係るの促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（H3.10.25建設省令第20号）第7条で規定され

る工事又は一定規模以上の工事において、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には、コブリス・プラ

スにより再生資源利用促進計画書を作成し、監督員に提出すること。

3) 受注者は、上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）すること。

4) 受注者は、上記計画書に変更が生じた場合は、速やかに計画を変更し、その変更の内容を
監督員に報告すること。

5) 受注者は、工事完了後速やかにコブリス・プラスにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し、監督員に提出すること。

6) 受注者は、上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。

7) 受注者は、コブリス・プラスの入力において、資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について、その施設名、施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし、バージン材を使用する生コンクリート
及び購入土を除くものとする。

⑤ 受領書の交付

受注者は、土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。

⑥ 再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等

受注者は、再生資源利用促進計画書の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等

の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。また、確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出

するとともに、工事現場において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。

⑦ 建設発生土の運搬を行う者に対する通知

受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき、特記に土工事の記載 がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等（搬出先の名称及び所在地、搬出量）と、前項
で行った確認結果を、委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。

⑧ 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載され

た事項が再生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督員に写しを提出しなければならない。

また、その受領書の写しを工事完成後５年間保存しなければならない。

⑨ 建設発生土の最終搬出先の記録・保存

受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画書に記載した搬出先から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに搬出先の名称や所在地、搬出量等を記録した書面を作成し、保存すること。さ

らに、他の搬出先へ搬出されたときも同様である。

ただし、以下の(1)～(3)に搬出された場合は、最終搬出先の確認は不要である。

(1) 国又は地方公共団体が管理する場所（当該管理者が受領書を交付するもの）

(2) 他の建設現場で利用する場合

(3) ストックヤード運営事業者登録規程により国に登録されたストックヤード

１４． 材料・製品等

① 本工事に使用する建築材料、設備機材等（以下「建材等」という）は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとする。

② 受注者は、建材等の発注の際には、発注前に、品質及び性能に関して記載された工種別施工計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし、設計図

書に定めるJIS又はJASの材料で、JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。なお、 各専門特記仕様書

中、「評価名簿による」と記載されているものは、 一般社団法人公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿（最新版）」及び「設備機材等評価名簿（最新版）」記載品を指すも

のとする。

③ 県産木材の原則使用

1) 受注者は、 工事目的物及び指定仮設で木材を使用する場合並びにコンクリート打設用型枠を使用する場合、 原則として県産木材を使用しなければならない。ただし、 特段の理由がある場合にはこ
の限りでない。

2) 「県産木材」とは、 「徳島県内の森林で育成した木材」のことであり、 「徳島県内の森林で育成した木材」とは次のことである。

 (a) 徳島県木材認証制度により、 県内産であることが「産地認証」された木材

 (b)  (a)以外において、 徳島県内の森林で育成したことが確認された木材

3) 受注者は、 請負代金額が500万円以上の工事について、 県産木材以外の木材を使用する場合は、 県産木材を使用できない理由を施工計画書に記載すると共に、確認資料を事前に監督員に提
出し、 承諾を得なければならない。

4) 受注者は、 県産木材を使用する前に、 徳島県木材認証機構から発行される「産地認証証 明書」の写しにより県産木材であることを示す書類を監督員へ提出しなければならない。

5) 県内の森林から直接調達するなど、 前項により難い場合は木材調達先の産地及び相手の氏名等を記入した書類を監督員へ提出しなければならない。

④ 製材等（製材、 集成材、 合板、 単板積層材）、 フローリング、 再生木質ボード（パーティクルボード、 繊維板、 木質系セメント板）については、 合法性に係る確認（「産地認証」及び「品質認証」を含

む。）が行われたものを使用する。ただし、 機能上、 需給上など正当な理由により確保が困難であり、 使用できない場合には監督員と協議するものとし、監督員の承諾を得るものとする。また、 それら

の木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は、 林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、 持続可能性の証明のためのガイドライン（平成18年2月15日）」に準拠して行うものとし、 

監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし、平成18年4月 1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、 平成18年4月1日の時点で

原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。

⑤ 標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は、 監督員の承諾を受けて、当該製品の仕様及び指定工法による。

⑥ 県内産資材の原則使用

1) 受注者は、 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合、 原則として県内産資材を使用しなければならない。ただし、 特段の理由がある場合はこの限りでない。

2) 受注者は、木材以外の建設資材について、県内産資材であることの別を施工計画書に記載するものとする。また、請負代金額が500万円以上の工事について、 県内産資材以外の資材を使用する場
合は、 県内産資材を使用できない理由を施工計画書に記載すると共に、確認資料を事前に監督員に提出し、 承諾を得なければならない。

県内産資材（次のいずれかに該当するもの）

・ 材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品

・徳島県内の工場で加工、製造された製品

（注） ・部材、部品が県外製品であっても、県内の工場で加工、製造した製品（二次製品）であれば県内産資材として取り扱う。

・県内企業が県外に立地した工場（自社工場）で加工、製造した製品も県内産資材として取り扱う。

・公共建築工事標準仕様書その他関連する示方書等の基準を満たす資材、製品であること。

⑦ 県内企業調達建材等の優先使用

受注者は、 徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等（以下、「県内企業調達建材等」という。）を優先して使用するよう努めなければならない。また、県内企業調達建材等の別を工
種別施工計画書に記載するものとする。

なお、 県内企業調達建材等以外を使用する場合は、 県内企業調達建材等を使用しない理由を工種別施工計画書に記載し、監督員の承諾を得なければならない。

⑧ 県内産再生砕石の原則使用

受注者は、 再生砕石を使用する場合、 県内の再資源化施設（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第15条第1項に基づく許可を有する施設（同法第15条の2の6第1項

に基づく変更の許可において同じ。））で製造された再生砕石を原則として使用しなければならない。

⑨ アスファルト舗装の材料

受注者は、加熱アスファルト混合物を使用するときは、原則として、「徳島県土木工事用生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷された合材を原則として
使用しなければならない。

⑩ 認定リサイクル製品の使用

受注者は、「徳島県リサイクル認定制度」に基づく徳島県認定リサイクル製品の使用を積極的に推進するものとする。

徳島県認定リサイクル製品を使用した場合、受注者は工事完了までに「徳島県認定リサイクル製品等使用実績報告書」を監督員へ任意で提出すること。

１５． 化学物質を発散する建築材料等

本工事に使用する建築材料は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、次の①から⑤を満たすものとする。

① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少な

いものとする。

② 保温材、緩衝材、断熱材は、ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

③ 接着剤は、フタル酸ジ－n－ブチル及びフタル酸ジ－2－エチルヘキシルを含有しない揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発

散が極めて少ないものとする。

④ 塗料（塗り床を含む）は、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

⑤ ①、③及び④の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

１６． 施工

① 設計図書に疑義が生じたり、現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難又は不都合な場合が生じたときは、標仕記載の「疑義に対する協議等」による。

② 工事現場に監督員は常駐できないので、疑問な点、その他打合せ決定を要する事項は、監督員の出向いた時、又は営繕課へ問い合わせ、工事に遺漏のないようにすること。

③ 品質管理は、適切な時期に品質計画に基づき、確認、試験又は検査を行うこと。結果が管理値を外れるなど疑義が生じた場合は、品質計画にしたがって適切な処理を施すこと。また、その原因を検

討し、再発防止のための必要な処置をとること。

④ 施工にあたっては、 設計図書に従って忠実に施工すること。不都合な工法等を発見した場合は、工事が進行済みであっても根本的な手直しを命ずるので、 注意して施工すること。手直し工事は、 受
注者の責任において実施し、 それに要する費用は受注者の負担とする。

⑤ 本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については、工事着手前に資格者名簿及びその証明書類等を監督員に提出すること。

⑥ 設計図書（各施工計画書を含む）に定められた工程が完了した時、 報告書を提出し、 監督員の検査等を受け、承諾を受けて次の工程に進むこと。

⑦ 試験等によらなければ確認できない工事（製品）については、 試験等計画書（施工計画書に記載）を提出し、監督員の承諾を受け試験を行い、 その結果を報告し承認を得ること。

１７． 建設機械等

① 排出ガス対策型建設機械

本工事に使用する土工機械は、 「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3.10.8 建設省経機発第249号 最終改正 平成14.4.1国総施第225号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械

とする。ただし、 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、 平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、 又はこれと同等の開発目標で実施された民

間開発建設技術の技術審査・証明事業、 あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等と

みなすが、 これにより難い場合は、 監督員と協議するものとする。なお、 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、 現場代理人は施工現場におい

て使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする。

② 低騒音・低振動型建設機械

本工事で使用する建設機械は、 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（国土交通省告示 平成13年4月9日改正）」に基づき指定された建設機械を使用するものとする。現場代理人

は、 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等、 同規程に基づき指定された建設機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする。ただし、 同規程に記載されていない機種

、 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない。なお、 同規程に基づき指定された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は、 監督員と協議する。ただし、騒音規制法、 徳島県

公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする。

③ 特定自主検査

本工事で使用する建設機械（労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機械）は、 1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し、 その検査証明書（検査記録
表）の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること。

④ 不正軽油の使用禁止

受注者は、ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は、地方税法（昭和 25年法律第226号）に違反する軽油等を燃料として使用してはならない。

また、受注者は、県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない。

１８． 遠隔臨場の試行

① 受注者は、当初請負対象金額（設計金額）が税込7千万円未満の場合において、遠隔臨場の実施を希望する場合は、「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を実施すること

ができる。

② 受注者は、当初請負対象金額（設計金額）が税込7千万円以上の場合において、「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を実施しなければならない。

１９． 工事看板等

① 工事現場には、 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること。

② 受注者は、本工事において使用する工事看板・バリケード等については、県産木材を用いた木製品を優先して使用するよう努めなければならない。県産木材を購入した場合、受注者は、工事完了まで

に「任意仮設における県内産木材購入実績報告書」を監督員へ任意で提出すること。

③ 受注者は、監督員から渡される「技能労働者への適切な賃金水準の確保等に関するポスター」を現場関係者が見やすい場所に掲げるとともに、掲示状況を工事写真として提出しなければならない。た
だし、次のいずれかに該当する工事は対象外とする。

・ 区画線工事、舗装工事、標識設置工事、照明灯工事 

・ 当初請負金額が200万円未満の工事

２０． 仮設トイレ

受注者は仮設トイレを設置する場合、次のとおりとしなければならない。ただし、 特段の理由がある場合はこの限りではない。

① 当初請負対象金額（設計金額）1千万円未満の工事

原則として「洋式トイレ」を設置しなければならない。また、現場従事者に女性が含まれる場合は、原則として「女性専用トイレ（洋式トイレ）」を設置しなければならない。

② 当初請負対象金額（設計金額）1千万円以上3千万円未満の工事

原則として「洋式トイレ」を設置しなければならない。また、現場従事者に女性が含まれる場合は、原則として「女性専用トイレ（快適トイレ）」を設置しなければならない。

③ 当初請負対象金額（設計金額）3千万円以上の工事

原則として「快適トイレ」を設置しなければならない。また、現場従事者に女性が含まれる場合は、原則として「女性専用トイレ（快適トイレ）」を設置しなければならない。

受注者は、 仮設トイレを設置した場合、 「仮設トイレ設置報告書」を監督員に提出しなければならない。

（注）洋式トイレとは、 和式トイレの便座部分を洋式化したトイレのこと。

（注）快適トイレとは、 洋式トイレのうち、 防臭対策・施錠の強化などが実施された、 女性が利用しやすい仮設トイレのこと。
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２１． 設計変更箇所確認

設計事務所による工事監理がある場合、受注者は、工事監理業務受注者が作成する設計変更箇所一覧表の内容について、監督員、工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること。また、工事しゅ

ん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員、工事監理業務受注者とともに、書面により確認すること。

２２． 工事検査及び技術検査

① 次表により中間検査の対象工事となった場合は、 原則として次表の実施回数以上の中間検査を実施するものとする。ただし、 工事検査員が認める場合は、一般入札工事に限り、これによらないこと

ができる。

当初請負対象額 一般入札工事 低入札工事

3千万円未満 － 1回

3千万円以上5千万円未満 － 2回

5千万円以上1億円未満 1回 2回

1億円以上 2回 3回

（注）低入札工事とは、 低入札価格調査工事の調査基準価格を下回って落札した工事をいう。

（注）一般入札工事とは、低入札工事以外の工事をいう。

② 中間検査の実施時期は、当該工事の工程を考慮し施工上の重要な時点で行うものとし、締結後速やかに監督員と協議すること。

③ 中間検査が部分払検査と同時期になる場合は、中間検査を省略することができる。

④ 基礎杭工事を含む工事については、請負対象額にかかわらず、基礎杭工事完了後、中間を実施する。

⑤ 外壁改修工事等において、足場が撤去されしゅん工検査時に検査員による出来形等の現認ができなくなるおそれがある場合は、当初請負対象額に関係なく、中間検査の実施にて監督員と協議する
こと。

２３． 完成図等

① 電子納品： 対象

② 受注者は、原則として「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品（以下「電子納品」とすること。

③ 提出書類

・竣工図（製本3部、電子データ2部）（サイズ：監督員の指示による）

・工事写真（電子データ2部）

・使用材料一覧表（竣工図表紙裏面に貼付、電子データ2部）

・保全に関する資料

・ その他監督員が指示する図書（必要部数）

④
しゅん工図は関係図面（データ貸与）を修正して作成すること。しゅん工図データは、関係図面（データ貸与）を修正して作成し、PDF形式、SFC形式及リジナル形式をCD-R等に保存する。

⑤ 工事写真の電子データは完成写真、 着手前、 資機材、 施工状況の順に整理する。完成写真については、 工事目的物の状態が、資機材、 施工状況等については、不可視部出来形が写真で的
確に確認できること。

⑥ 工事写真の撮影は、 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること。

⑦ 工事完成撮影は、 別途指定がある場合を除き、専門家によらないものとする。

⑧ 既存埋設管等の状況について、現場と図面の相違が発覚した場合は竣工図に反映させること。

２４． デジタル工事写真の小黒板情報電子化

① 受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は、監督員の承諾を得たうえで、デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事（以下「対象工事」という。）とすることが

できる。

② 対象工事は、徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運用について（県土整備部）」に記載された全ての内容を適用することとする。

２５． 火災保険

本工事の着手に際し、 火災保険等（火災保険、建設工事保険その他の保険（これに準ずるものを含む。））を請負額に応じて付保する。（標準請負契約約款 第55条）

① 対象物

工事目的物及び工事材料（支給材料を含む）について付保する。

② 付保除外工事

次に掲げる単独工事については、付保を除外できる。

・杭及び基礎工事　　・コンクリート躯体工事　　・屋外付帯工事　　・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合（外壁補修工事等） 

③ 付保する時期及び金額

鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に、 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に、請負金額相当額を付保する。また、模様替え工事等については、 工事着手時に請負金額相当額

を付保する。

④ 保険終期

工事完成期日に14日を加えた期日とする。なお、 工期延伸した場合には保険の期間も延長する。

⑤ その他

・付保する時期以降に出来高払を行う場合は、 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払の書類に添付する。

・建設工事保険に付保した場合は、火災保険に付保したものとみなす。

２６． 公共事業労務費調査

① 当初請負対象金額（設計金額）が税込1,000万円以上の工事において、公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、受注者は、調査票等に必要事項を正確に記入し調査団体に提出する等

、必要な協力を行わなければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。

② 調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。

③ 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、受注者は、労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等日頃より使用し 
ている現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければならない。

④ 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には受注者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む）が前述と同様の義務を負う旨を定めなけ

ればならない。

２７． 暴力団からの不当要求又は工事妨害の排除

① 受注者は、工事の施工に関し、暴力団等からの不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合（②に規定する場合は、下請負人から報告があったとき）には、その旨を直ちに発注者

に報告するとともに、併せて所轄の警察署に届け出なければならない。

② 受注者は、本工事の一部を下請に付する場合、下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等からの不当介入を受けたときは、受注者にその旨を報告することを義務付けしなければならない。

③ 受注者は、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。

④ 受注者は、排除対策を講じたにもかかわらず、工期に遅れが生じるおそれがある場合には、発注者と工程に関する協議を行い、その結果、工期内に工事が完成しないと認められる場合 は、「徳島県公
共工事標準請負約款」（以下「約款」という。）第22条の規定により、発注者に工期延長の請求を行わなければならない。

⑤ 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに報告し、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。

⑥ 受注者は、前項被害により、工期に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と工程に関する協議を行い、その結果、工期に遅れが生じると認められた場合は、約款第22条の規定により、発注者に工
期延長の請求を行わなければならない。

２８ 事故報告書

受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連絡する。また、監督員が指示した場合及び建設工事事故データベースシステムの登録対象となる事故の場合、監督員が定めた期

日までに、事故報告書を提出し、建設工事事故データベースシステムに、事故に関する情報を登録する。



※

　電気・機械設備工事特記仕様書に

　よる。

施　設　分　類　等

場　　所

５.

６.

７.

８.同上貯留槽以降の雨水利用設備

同上貯留槽からのオーバーフロー管の設置

同上貯留槽への流入遮断弁の設置

雨水利用時、貯留槽への流入配管接続雨水利用時、貯留槽への流入配管接続

ル－フドレイン類、軒樋及び縦どいの設置

上記サイン工事までの電気設備工事

外構範囲のサイン工事（基礎含む）

外灯設備、弱電設備（ITVその他）の埋設配管

外構範囲の雨水排水設備（枡、配管等）

外構範囲の汚水・雑排水設備工事(枡、配管）

外構範囲の雨水排水抑制設備、調整池工事

外
構

外
構

１３.

１４.

１５.

１６.

８.

９.

１１.

１２.

１０.

４.

５.

６.

７.

自家発電運転用給排気設備工事 ※

同上用配線及び装置の製作及び設置

※

そ  の  他

気
象
条
件

設
計
条
件　

　
　

風　圧　力

外気温湿度

積　雪　量

最多降水量

夏： 冬：

cｍ（

風　　　向 年間最多： 冬：

凍 度結 深

　　　　　℃、　　　　　％

建築基準法に基づき定められた風速（Vo）

多雪区域の指定 指定あり 指定なし

　　ｍ/ｓ 地表面粗度区分： Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ｉ．　設　　　計　　　概　　　要

注：該当項目は番号に  印の付いたものを適用する。区分は  印か、  印のない場合は  印のついたものを適用する。

分
類 建

築
電
気
空
調
管 別

途

項　　　目

区分

工事用電力、上下水道、ガス引込み工事（引込み負担金を含む）

工事用電力、上下水道、ガス使用料金（基本料金を含む）

本設電力引込み工事

本設上水引込み工事

本設下水引込み工事

本設ガス引込み工事

本設電力引込み負担金

本設上水引込み負担金

本設下水引込み負担金

本設ガス引込み負担金

本設受電後引き渡し迄の基本料金

本設受電後引き渡し迄の使用料金

本設後引き渡し迄の上水基本料金

本設後引き渡し迄の上水使用料金

本設後引き渡し迄の下水基本料金

本設後引き渡し迄の下水使用料金

本設後引き渡し迄のガス基本料金

本設後引き渡し迄のガス使用料金

本設電話引込み工事

本設電話引込み負担金

工事上の各種申請、届出費用

既存上下水道、ガス管の撤去及び手続き（届出費用を含む）

１.

２.

３.

４.

５.

６.

７.

８.

９.

１　

共
通

工事施工に関する電波障害調査

工事施工に関する電波障害対策工事

大規模な機器類の基礎の製作及び設置

同上アンカ－ボルトの箱入れ、埋込み設置

小規模な機器類の基礎や架台の製作及び設置

外灯基礎の製作及び設置

設備機器類の取付け用インサ－ト及び吊りボルトの製作及び設置

１.

２.

３.

４.

５.

２　

機
械
基
礎

６.Ｓ造の設備機器類吊り下げ用取付け金物の製作及び設置

地中梁の連通管、通気管及び人通孔の製作、設置及び補強

地下室等の二重壁内の水抜き管の製作及び設置

S、SRC造梁貫通鋼管スリ－ブの製作、設置及び補強

RC造梁貫通スリ－ブの製作及び設置

同上補強

床や壁の貫通及び半貫通部分のスリ－ブ、箱等の製作及び設置

同上補強

各貫通穴あけ箇所の空隙充填及び補修

６.

５.

４.

３.

２.

１.

７.

８.

３　

躯
体
貫
通

９.梁貫通予備スリ－ブの孔蓋の製作、設置及び耐火被覆

防火区画、排煙区画床、壁貫通部処理

一　

般　

事　

項

建　

築　

概　

要

設　

備　

概　

要

建 物 名 称

建

用 途 地 域

その他の地域地区

建 ペ イ 率

防 火 地 域

％

敷 地 面 積

容積率対象床面積

道 路 種 別

敷 地 状 況

棟　　　 名

階　　　 数

軒　　　 高

基 礎 下 端

構 造 種 別

地　　　 業

建 築 面 積

容積対象外床面積

道 路 幅 員

構造制限

階

階

階

階

階

階

階

階

階

合　計

各
階
床
面
積

外部仕上げ

内部仕上げ

電　

気　

設　

備

給
排
水
衛
生
設
備

空　

気　

調　

和　

設　

備

機
械
駐
車

設　
　

備

昇
降
機
設
備

エレベ－タ－

エスカレ－タ－

非常用エレベ－タ－

乗用 車椅子兼用 荷物用( 台

乗用 車椅子兼用

乗り入れ方式

適用車種 大型車用（　　　台）

建 ペ イ 率

基幅

最

総

工　　　 期

用　　　 途

着工：令和

概 成 工 期

建 築 面 積

高 の 高 さ

工 事 種 目 新築

棟　別　概　要

仕上げ表による

仕上げ表による

Ⅱ．　工　事　発　注　形　態

消防法別表１

(普通・無窓)

項      

注：以下、　 のついたものを適用する。　

※

Ⅲ．　工　　事　　区　　分

（収容台数）

階 項(普・無）

※

鳴門総合運動公園野球場「オロナミンＣ球場」

60

**

＊＊

・建築工事は３工区（1工区:バックネット裏スタンド、2工区:１塁側スタンド、3工区:３塁側スタンド、ブリッジ）に分割

＊＊＊

＊＊

＊＊＊

＊＊＊

設
計
気
象
条
件

＊＊＊

１０.

１１.

１２.

１３.

１４.

１５.

１６.

１７.

１８.

２０.

１９.

１０.

階

階

階

階

延 べ 床 面 積

築 主

所 在 地

容 積 率

容 積 率

増築 改築 改修 その他（　　　　　　　　　　　）

鳴門市撫養町立岩四枚61番地

％

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

261,079.98

①

２ｍ

％

％＊＊＊

200

年 **月 **日 竣工：令和 **年 **月 **日

着工：令和 **年 **月 **日 竣工：令和 **年 **月 **日

消防法別表１ 消防法別表１

項      

＊＊ ２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ 項      

＊＊ ２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ

㎏)1,750

***

人乗26 ｍ／分60 1

台人乗*** ｍ／分*** ***

台人乗*** ｍ／分*** ***

mm*** ***

*** 中型車用（      台）*** 中小型車用（      台）***

℃、34.6

cm

mm／１０min

％

42

***

32

㎏／　 ・cm)２ｍ***

設
計
水
平
震
度

建築非構造部材の水平震度は下表による

分類 上層階、屋上及び塔屋 中間階 １階及び地階

1.0 1.0 0.6

1.0 0.6 0.4

建築設備の水平震度は下表による

イ　重要機器(水槽類を除く｡防振支持の機器については､括弧内の数字)

分類 上層階、屋上及び塔屋 中間階 １階及び地階

2.0 (2.0) 1.5 (1.5) 1.0 (1.0)

1.5 (2.0) 1.0 (1.5) 0.6 (1.0)

ロ　一般機器(水槽類を除く｡防振支持の機器については､括弧内の数字)

分類 上層階、屋上及び塔屋 中間階 １階及び地階

1.5 (2.0) 1.0 (1.5) 0.6 (1.0)

1.0 (1.5) 0.6 (1.0) 0.4 (0.6)

ハ　重要水槽

分類 上層階、屋上及び塔屋 中間階 １階及び地階

2.0 1.5 1.5

1.5 1.0 1.0

ニ　一般水槽

分類 上層階、屋上及び塔屋 中間階 １階及び地階

1.5 1.0 1.0

1.0 0.6 0.6

建物(棟名)

① ② ③

１階及び地階

中間階

地階

但し、１階＝１階の床面を除く１階

但し、１階＝１階の床面

地階、１階と上層階を除く階

・２～６階建の場合は最上階

上層階の定義上層階、

屋上及び塔屋

屋上及び塔屋

階4

〜

階*

階3

階
〜

１階及び地階

屋上及び塔屋

階*

〜

階*

階*

階
〜

１階及び地階

*

〜

*

*

〜

１階及び地階

屋上及び塔屋

①建築非構造部材の定義

1.外壁及びその仕上げ

2.建具及びガラス

3.間仕切り及び内装材

4.天井及び床材

5.屋根材

6.造り付けの家具及び事務機器類

7.外構その他

※
※ ※ ※ ※
※

※
※
※

※
※
※
※

※※※※
※ ※ ※ ※

※※※※
※ ※ ※ ※

※※※※
※ ※ ※ ※
※ ※ ※ ※

※※※※
※ ※

※
※※※※

※
※ ※ ※

※※※

※ ※ ※
※

※
※
※
※ ※ ※ ※
※
※ ※ ※ ※
※
※ ※ ※ ※
※
※ ※ ※ ※

■注意事項

・７～９階建の場合は上層２階

・10～12階建の場合は上層３階

・13階建以上の場合は上層４階

注：以下、記入値及び 　，  のついたものを適用する。※

2 * *

② ③

耐震構造の水平震度は以下による※

耐震構造 免震構造

耐火 準耐火 制限無 耐火 準耐火 制限無 耐火 準耐火 制限無

都市公園

耐震構造 免震構造 耐震構造 免震構造

耐風性能分類（「官庁施設の基本的性能基準」に準ずる）(Ｗ:風圧力,再現期間)

構造体 Ⅰ(1.3Ｗ,200年) Ⅱ(1.15Ｗ,100年) Ⅲ(1.0Ｗ,50年:建基法)

風洞実験による 時刻歴応答解析による

建築非構造部材

建築設備

Ⅰ(1.3Ｗ,200年) Ⅱ(1.15Ｗ,100年)※ Ⅲ(1.0Ｗ,50年:建基法)

Ⅰ(1.3Ｗ,200年) Ⅱ(1.15Ｗ,100年)※ Ⅲ(1.0Ｗ,50年:建基法)

耐
風
性
能
分
類

※ ＊＊＊

階

階

階

階

(普通・無窓) (普通・無窓)

項(普・無）

項(普・無）

項(普・無）

項(普・無）

項(普・無）

項(普・無）

項(普・無）

項(普・無）

項(普・無）

項(普・無）

項(普・無）

項(普・無）

項(普・無）

項(普・無）

項(普・無）

項(普・無）

項(普・無）

項(普・無）

項(普・無）

項(普・無）

項(普・無）

項(普・無）

項(普・無）

項(普・無）

項(普・無）

項(普・無）

項(普・無）

項(普・無）

項(普・無）

項(普・無）

項(普・無）

項(普・無）

項(普・無）

項(普・無）

項(普・無）

項(普・無）

項(普・無）

項(普・無）

項(普・無）

項(普・無）

項(普・無）

上水供給方式

給湯方式

排水方式

消火設備

ガス設備

水道直結式 高置水槽式 加圧ポンプ式

水源（

直接放流 浄化槽

屋内消火栓　屋外消火栓 スプリンクラー 不活性ガス

都市ガス 液化石油ガス（

エネルギ－

熱源方式

熱源機器

換気方式

排煙方式

電気 ガス（

中央 個別 第１種 第２種 第３種

自然 機械

中央熱源

蓄熱槽

単一ダクト

小型水熱源ヒ－トポンプユニット

個別空調

氷蓄熱ユニット

ファンコイルユニット

コジェネレ－ション

氷蓄熱ヒートポンプユニット

冷温水配管（ 冷媒配管（ ２管式 ３管式）

自動制御 電気 電子（

増圧給水方式

屋外形φ

方　　式

受電設備

発電設備

屋内形

設　　備　　概　　要

ディ－ゼル機関 （

電力貯蔵設備 直流電源装置

交流無停電電源装置

鉛 アルカリ　）（

幹線設備 動力（ 3φ 3W 210V　）

通信・情報設備 構内情報通信網設備（

非常用

情報表示設備(

W 回線　）

マルチサイン装置 時刻表示装置 ）

拡声設備（

誘導支援設備 音声誘導装置 インターホン（

トイレ等呼出装置

UHF BS

テレビ電波障害　　設備 監視カメラ設備（

駐車場管制設備

ＧＲ型

警報監視制御設備 簡易型監視制御装置警報盤 監視制御装置

映像音響設備

防犯装置防犯・入退室管理設備（ 入退室管理装置）

自動火災報知設備

雷保護設備

配管 ｹｰﾌﾞﾙ ﾈｯﾄﾜｰｸ機器） 構内交換設備( ﾃﾞｼﾞﾀﾙPBX VoIP）

保守用 外部受付用　　 　　　）

110°CS

防除 ネットワーク伝送

JIS A4201-1992 JIS A4201-2003(受雷部(

テレビ共同受信設備（

3

単独 複合 ）

笠木 突針 棟上導体）

Ｗ Ｖ Ｈｚ3 6,60060

φ3 Ｗ Ｖ Ｈｚ3 600 60

ガスタ－ビン キュ－ビクル形 開放形　　　　　　 ）

鉛 アルカリ　）（

電灯（  φ  W    

出退表示装置

業務用 業務用非常用兼用 ** **

受付呼出装置

CS 124°128°CS　）

アナログ伝送

ｱﾄﾞﾚｽ（1020 自動閉鎖装置 ｶﾞｽ漏れ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ)

泡消火

油（

 1   3  210V/105V )

雑用水(散水) 処理水 雨水 工水) 供給方法（ 高置水槽式 加圧ポンプ式　　　）***

中央（ 貯湯式 瞬間式 ガス 電気） 個別式（ 貯湯式 瞬間式)(ガス 電気）

屋内（ 分流式 合流式） 屋外（ 分流式 合流式）

連結送水管 ***

ボンベ バルク）

都市 液化石油ガス） 重油 灯油） 廃熱利用

地域熱源

自然換気システム

デジタル調節器) デジタル（ DDC、中央監視装置)

告示免除 避難安全検証法

ガスエンジンヒートポンプユニット

パッケ－ジ形空調機（床置） 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ（ マルチタイプ セパレート）

空調ﾀﾞｸﾄ方式 単一ダクト＋ファンコイルユニット

配管方式 ２管式 ４管式）

冷凍機 ボイラー（温水発生器含） ヒートポンプ冷凍機 冷温水発生機

建物(棟名)

① ② ③

構造体

Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ

甲 乙 甲 乙 甲 乙建築設備

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ

耐
震
安
全
性
の
分
類
他

Ｓ Ａ Ｓ Ａ Ｓ Ａ

特定 一般 特定 一般 特定 一般

特定

一般

特定

一般

特定

一般

特定

一般

湧水槽、蓄熱槽等の各種水槽の躯体断熱層、内外の防水及び仕上げ

同上マンホ－ル蓋及びタラップの設置

屋内の排水溝、配管ピット及び配線ピットの内外の防水及び仕上げ

工場製作の床パネル、間仕切り壁類の開口、取付け枠の製作、

設置及び補強

現場製作の床、間仕切り壁類の開口、取付け枠の製作、設置及び補強

間仕切り壁開口部の空隙充填及び補修

天井付各種機器類の取付け用の開口、取付け枠の製作、設置及び補強

（吹出口、吸込口等を含む）

床や壁の直付け各種器具類の取付け枠の製作、設置及び補強

ブロック、れんがへの設備機器取付け用開口、取付け枠の製作、

設置及び補強

ALC版、押出し成形セメント板、PC版類の設備機器取付け用開口、

取付け枠の製作、設置及び補強

床や壁の石材面の設備機器取付け用開口の製作

同上付属蓋類の設置

屋内の電気引込み用マンホ－ル及びタラップの設置

電気設備用ハンドホ－ル及びマンホ－ル蓋の設置

屋内マンホ－ルの躯体、鋳鉄蓋及び化粧蓋の設置

屋外マンホ－ルの躯体、鋳鉄蓋の設置

屋外マンホ－ルの化粧蓋の設置

同上内設備配管類の架台の製作及び設置

浄化槽の躯体、内外防水及び仕上げ

同上用マンホ－ル蓋及びタラップの設置

浄化槽の内外装置の設置

１.

２.

３.

４.

５.

６.

７.

８.

９.

１.

２.

３.

４.

５.

６.

７.

８.

４　

躯
体
以
外
の
開
口
・
貫
通

同上化粧蓋の仕上

湧水槽、蓄熱槽等用液面電極取付け座の設置

同上用各種満減水警報、液面電極棒取付け

同上用電気配管配線

設備機器及び配管配線用の床、壁及び天井の点検口の製作及び設置

外壁に取りつく給排気用ガラリの製作及び配置

（接続用アングル、防鳥ネットを含む）

同上外壁ガラリのウェザ－カバ－及びチャンバ－の製作及び設置

内壁等に取りつく吹出口、吸込口のガラリ等の製作及び設置

同上化粧用特殊ガラリの製作及び設置

各室建具ガラリの製作及び設置

２.

１.

３.

４.

５.

６.

２.

１.

３.同上縦どいの第一桝への配管接続

同上第一桝の製作及び設置

６　

点
検
口
・
ガ
ラ
リ

７ 

雨
水
排
水
工
事

同上凍結防止ヒ－タ－装置の設置

４.

機械室の床開口設置及び補強

機械室の床配管ピット及び蓋の製作及び設置

巻揚機周囲のチェッカ－プレ－トの製作及び設置

昇降路内ピットの防水、集水桝及び点検用タラップの製作及び設置

各階出入り口開口の設置及び補強

出入り口三方枠取付け用下地鉄骨の設置

出入り口扉三方枠の製作及び設置

三方枠取付けと枠廻り空隙の充填及び補修

軌条、中間ビ－ム、ブラケット等昇降路内の鋼製部材一式の製作

９のうち中間ビ－ムの製作及び設置

９のうち軌条取付け用下地鉄骨の製作及び設置

機械室天井フックの製作及び設置

ホ－ル押し釦、インジケ－タ－、鋼索等の躯体開口の設置及び補強

１.

２.

３.

４.

５.

６.

７.

８.

９.

及び設置

昇
降
機

１１

防火（煙）シャッタ－の製作・設置及び自動閉鎖装置の製作及び設置

同上用連動制御器と感知器との製作と設置及び配管、配線工事

防火戸の扉、枠の製作・設置（自動閉鎖装置用切り込み補強共）

同上用自動閉鎖装置、連動制御器及び感知器の製作と設置及び配管

可動式防煙壁の製作・設置及び自動降下装置緩衝装置の製作及び設置

同上用連動制御器、感知器の製作・設置及び配管配線工事

電動式排煙窓の開放装置の製作、設置及び二次側配管配線工事

自家発電設備用オイルタンク及びサ－ビスタンク迄の油配管工事

サ－ビスタンク用防油堤躯体及び仕上げ

自家発電設備用一次側給排水配管工事

ユニットバス・ユニットシャワーの換気扇の設置

一般換気扇の設置

同上用の取付枠の製作及び設置

機器類付属制御盤とその二次側配管配線工事

自動制御などの現場盤への電源接続

設備用機器、付属制御盤への電源接続及び接地工事

生産設備用機器、付属制御盤などの取付及び二次側配管配線工事

電動ブラインド、電動カ－テン、電動シャッタ－、自動ドアなどの

ガス漏れ警報設備

制御用の電極棒の設置

制御用のフロ－トスイッチの設置

光天井などの照明器具用箱付及び下面仕上材料（ル－バ－等）の

分
類

項　　　目

１.

２.

３.

４.

５.

６.

７.

８.

９.

、配線工事

１.

２.

３.

制御盤及び二次側配管配線工事

設置

９　

防
火
設
備　

防
火
戸
等

設
備
工
事
等

１０

セキュリティ－区画等に用いる扉の配管配線用ボックスの製作及び設置

同上用配管工事

建
築
電
気
空
調
管 映
像

別
途

防火区画、排煙区画床、壁貫通部処理

機械排煙口、排煙ダンパーの製作・設置及び手動開閉装置の製作及び設置

建
築
電
気
空
調
衛
生
映
像

別
途

分
類

項　　　目

屋外記置場等のネットフェンスの設置

消火器の設置（諸官庁手続き共）

１.

２.

１５
同上設置用ボックス３.

昇降路、ピット内の保守用コンセントの設置

昇降路外の遠方操作又は警報監視インタ－ホン用配管配線工事

遠方操作盤、警報監視盤及インタ－ホンの設置及び調整（監視盤

一次側電源供給工事

機械室内非常電源と商用電源切替え開閉装置の製作及び設置

DC電源共）

１３

外
構
関
係

外灯設備、弱電設備（ITVその他）の配線工事

外灯設備、弱電設備（ITVその他）の基礎工事

外構範囲の整地、舗装、マーキング工事

外構範囲の散水栓設備（埋設管含む）

門扉設置工事（基礎含む）

先行土木工事部分の仕上げ復旧工事

２.

３.

４.

５.

６.

７.

８.

９.

１０.

１１.

１２.

太　

陽　

光

１.

１４
４.

５.

６.

１.

２.

３.

流し台、ガス台、戸棚及びフードの製作及び設置

同上給排水管及び排水金物の接続

同上フ－ドへのダクト接続

洗面化粧台の製作及び設置

同上給排水管接続

同上陶製洗面器の設置

既製浴槽の設置

ユニットバス・ユニットシャワ－類の設置

同上給排水管接続

同上ダクト接続

同上一次側電気配管配線

既製化粧鏡の設置

特注化粧鏡の設置

大便器等水平区画の耐火区画の製作及び設置

７.

８.

９.

８　

便
所
・
浴
室
・
湯
沸
室
等

５　

ピ
ッ
ト
・
マ
ン
ホ
｜
ル
・
水
槽
等

４.パワーコンディショナー及び系統連係保護装置の製作及び設置

日射計・気温計の製作及び設置

データ計測装置の製作及び設置

電気配線・配管工事（太陽電池アレイ～接続箱）

７.

６.

５.

太陽電池アレイ架台の製作及び設置

接続箱の製作及び設置

太陽電池アレイの製作及び設置

２.

３.

１.

８.

表示装置の製作及び設置

電気配線・配管工事（接続箱～パワーコンディショナー）

電気配線・配管工事

（パワーコンディショナー～データ計測装置・日射計・気温計・表示装置・受電設備等）

９.

１０.

同上用配管、配線工事（受信機～機械排煙口）

同上用配管、配線工事（機械排煙口～手動開閉装置）

同上インターホン本体及び取り付け

防煙ダンパーの製作、設置及び自動閉鎖装置の製作及び設置

同上用連動制御器、感知器の製作、設置及び配管配線工事

区分 区分

そ
の
他

１０.

１２.

１３.

１４.

１１.

１５.

１６.

１７.

１０.

１１.

１２.

１３.

１０.

１１.

１２.

１３.

１４.

１５.

１６.

１７.

１８.

１０.

１１.

１２.

１３.

１４.

１４.

１９.

１５.

１６.

機器類設置用フックの製作

機器類設置用フックの設置

タ－ンテ－ブルピット内の防水と仕上げ

タ－ンテ－ブルピット内の排水管工事

一次側電源供給工事

非常用電源設備工事（バッテリー）

消火設備工事

１.

２.

３.

４.

５.

６.

７.

機
械
駐
車
設
備

１２

８.カ－ブミラ－の製作及び設置

※

※
※

※
※
※
※

※

※
※
※
※

※

※
※
※

※
※
※
※

※

※
※

※
※

※
※

※

※

※ ※ ※ ※
※※※※

※ ※ ※ ※

※

※
※
※
※
※ ※ ※

※

※ ※
※※※※

※ ※ ※ ※
※

※※※
※
※

※

※
※

※
※

※

※
※

※
※

※
※

※
※

※
※

※
※

※
※

※
※

※
※

※

※
※

※
※
※

※
※※※※

※
※
※
※

※

※
※

※

※
※

※
※ ※ ※

※
※

※

※
※
※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

手すり、ベビーベット、ベビーチェア１５. ※

荷物用( ㎏)

注：該当項目は番号に  印の付いたものを適用する。区分は  印か、  印のない場合は  印のついたものを適用する。※ ※

※

　とする。

エスカレーターの耐震処置

騒
音
規
制

昼　　　間 朝　・　夕 夜　　　間

dB以下
第　　種地域

dB以下 dB以下

昼　　　間 朝　・　夕 夜　　　間

dB以下
第　　種地域

dB以下 dB以下

65 60 55

** ** **

外
構

＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊

徳島県 観覧場（野球場）

＊＊＊

＊＊＊

内野スタンド ブリッジ ＊＊＊

地上4階 地上2階 ＊＊＊

31.16m 4.60m ＊＊＊

5.98m ＊＊＊

＊＊＊

RC造一部S造 S造 ＊＊＊

杭基礎(既製コンクリート杭) ＊＊＊

＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊

36

「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 (令和３年版)」耐震安全性の分類に準ずる

建築非構造部材

エレベーターの耐震クラス

※ 昇降機の耐震処置は「昇降機技術基準の解説」2016年版による

Ａ類の外部

Ｂ類及びＡ類

及び特定室

の一般室

②特定室の定義

　活動拠点室､活動支援室､活動通路、

　活動上重要な設備室､危険物を貯蔵

　又は使用する室等をいう。

④鉛直震度は各々の水平震度の1/2

③建築設備の重要機器等の指定は、

内野ｽﾀﾝﾄﾞ

3

西北西

56.8 1.7 62.1

西北西

(既存受変電設備を利用)

CATV

配管）

・電気設備工事　　・機械設備工事は２工区に分割（管工事、空調工事）　　・外構工事　　・大型映像装置改修工事　　・浄化槽改修工事

※

映
像

※

※
※

※
※
※
※

※
※
※
※
※
※

※
※

※
※

※ ※

※
※

※
※

※

※

※

※

※

※
※

※

※

浄
化
槽

浄
化
槽

浄
化
槽

※

※
※
※
※
※
※
※
※

※

※
※

※

※
※
※
※
※
※
※
※
※
※

※

※
※

※

※

※

※

※

※
※
※
※

※

※
※
※
※
※
※
※

汚水中継槽(建物内)の躯体、内外防水及び仕上、マンホール蓋及びタラップの設置１８.

同上用内のポンプ・配管の設置１９.

※

※
※

※

※
※

手動ブラインド

５.同上ボックス、レールの製作及び設置

６.家具、什器、備品(建物に固定しないもの)

７.

※
スポーツ備品、器具、選手ロッカー

８.

※
洗面カウンター、シャワーブース、トイレブース

９.スライディングウォール

４.

消火栓及び消火器一体型消火栓の製作及び設置１７.

ペーパーホルダー、ジェットタオル、オストメイト(ﾗｲﾆﾝｸﾞを含む)１６.

多機能トイレのトイレパック一式１７.

1

2

3

4

準工業地域 法22条地域

北、西：県道、東：市道、南：市道

旧内野ｽﾀﾝﾄﾞは工事着手時に解体工事が完了予定、既存照明棟、ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ棟、外野ｽﾀﾝﾄﾞは残置

北、西：16m、東：16m、南：12.9m

杭基礎(既製コンクリート杭)

調乳シンク１０.

空冷ヒートポンプエアコン

(既存受水槽・ポンプを利用)

カーテン１１.

ブリッジ

31.42m

内野スタンド ブリッジ

一級建築士 一級建築士

設計者 検証者法適合確認欄

設備設計一級建築士

第384579号

17992

第286776号

渡邉　和幸

第6211号

浅山　明 寺田　庄作

設計番号

浅山　明 西山　浩司

特　記

一級建築士事務所登録　大阪（ワ）第３２３４号

徳島県東部県士整備局＜徳島＞
●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

R7徳土　鳴門総合運動公園　鳴・撫養立岩　野球場スコアボード改修工事

一級建築士事務所登録　徳島県知事登録第１１０５０号

MIYA Architect's Office

宮建築設計会社
株式

E-004

1 : NS(A1)

1 : NS(A3)電気設備工事特記仕様書（４）



一級建築士 一級建築士

設計者 検証者法適合確認欄

設備設計一級建築士

第384579号

17992

第286776号

渡邉　和幸

第6211号

浅山　明 寺田　庄作

設計番号

浅山　明 西山　浩司

特　記

一級建築士事務所登録　大阪（ワ）第３２３４号

徳島県東部県士整備局＜徳島＞
●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

R7徳土　鳴門総合運動公園　鳴・撫養立岩　野球場スコアボード改修工事

一級建築士事務所登録　徳島県知事登録第１１０５０号

MIYA Architect's Office

宮建築設計会社
株式

E-005

1 : NS(A1)

1 : NS(A3)電気設備工事特記仕様書（５）

建　　　物

2

注：　のついたものを適用する。

屋外 備　　　　考番号
31

工　

事　

種　

目

 工  事  種  目

ⅠⅤ　　　電　気　設　備　工　事　種　目　　　

（棟名）

Ⅴ　　　電　気　設　備　工　事　特　記　仕　様　書　　　

電気保安技術者 資格者を選定する

提出書類は「工事に関する書類作成要領ー施工者が提出する書類ー」による。

（平成28年版）による工事写真撮影ガイドブック 電気設備工事編」（最新改訂版）

着工時、中間期

建築工事など他の工事との取合わせ部分は、補強納まり仕上げなどを検討できる施工図を

図示によるほか、工事区分による。但し、疑義を生じた場合は工事着手前に質疑応答書工事区分等

をもって確認する。

提出して監理者の承認を受ける。

構内既存の施設

現場説明事項によるほか、工事上撤去移設を要する軽微なものは本工事の範囲とする。

災害防止対策要綱」を厳守すること。）

「建設工事安全施工技術指針」・建設省経建発第1号（平成5年1月12日）「建設工事公衆

全計画書等を作成し監理者に提出する。（建設省営監発第13号（平成7年5月25日）

建物位置と敷地との相対関係、搬出入方法と敷地内外の条件、足場の危険防止、衛生、安仮設計画書４．

障害物の処理

残土処分

14．

７．

工事用水５． 利用できる（  有償    無償）利用できない

構内につくることが

騒音規制対象機器について、施工に先立ち品質計画書を作成し監理者の承認を得ること。

試験及び検査の立会いに要する費用（交通費・宿泊費共）は工事請負金額に含む。

による取扱い

　　　は当該工事の施工管理にあたり、日常工事に直接係わる現場作業所職員の構成とは

別に、施工品質の管理を目的とする自主施工管理者を選任し、この者を含めた施工管理体

制を組織し、品質管理を徹底すること。当該自主施工管理者は、品質計画書の作成及び

施工品質の確保のための確認、立会、検査、指導、監督等を行い、実施内容について

建設工事保険会社

受注者は本工事の全ての物件に対して、建設工事保険等に加入し、それらの証書の写しを

契約後すみやかに監理者を経て建築主に提出する。

すみやかに修補する。

本工事の契約は民間（七会）連合協定工事請負契約約款による。

民間（七会）連合協定工事請負契約約款に規定する工事瑕疵が発生した場合は、

工事請負金額に含む

種  類

作成図面の種別

総合図

総合施工図

確認を行う

各工事間の相互調整完了後の総合図、総合施工図（詳細寸法等を記述した図面）の監理者

工事用仮設物

騒音規制基準

試験・検査報告書３．

６．

３．

施工者による

品質管理

３．

建設工事保険等

起工式、上棟式

等に要する費用

契約

９．

総合図等３．

できないできる

工事費見積要項書による。

作成図・縮尺

1/ 50（指定室）

1/ 50（指定室）

天井内伏図

承認を行う

1/ 20

1/ 50

1/100

1/ 50

平面図

1/ 50

1/ 50

天井伏図

含まない

1/ 50（指定室）

1/ 50（指定室）

展開図

議事録・その他、現場情報をインターネットを使用して情報交換が可能とすること。

工事期間中、施工品質の管理と現場の円滑な運用を目的として、工程表・工事写真・

電子的な情報交換

現場情報の７．

総合図作成時に主要室の照度分布図を提出すること。

機器・材料は、現場に搬入した時点、あるいは必要に応じて製作工場における製造

または組立てが完了した時点で、種別ごとに受注者が検査を行い、検査報告書を

監理者に提出する。

量産品あるいは標準品で実測値などが整備されているものは、機能表または能力

計算書など性能の証明となるものの提出をもって前a号の検査とすることができる。

監理者が指示する機器・材料の検査には、監理者の立会いを受ける。

配線・配管・小型器具・雑材料その他の軽微なものは、梱包などの表示による材質

・呼称寸法などの確認をもって前a号の検査とすることができる。

工区ごとの施工が終了したときは、設計図書の定めまたは監理者の指示がある場合、

その施工についての報告書を監理者に提出する。

（工事現場外での試験及び検査）

８．

竣工時、敷地境界にて騒音測定を行い、規定騒音値以下を確認し報告書を提出すること。

報告書の提出を行う。

搬入時検査報告書

工場検査報告書

機能・性能証明書

５．工事の記録等 総合会議・分科会及び監理者等と協議した結果についての記録を整備する。

実施工程表、週間・月間・工種別工程表を整備する。

工事の施工に際し試験を行った場合は、直ちに記録を作成する。

隠蔽される等、後日の目視による検査が容易でない部分の施工は工事写真を整備する。

会議・打合せ記録

工事写真

計量メータの確認

14．

エネルギー計量（検針）が正しく機能することを確認するために以下の事項を実施すること。

工事施工前に計量確認計画書を作成し発注者及び監理者に提出のこと

工事完了後計量確認計画書に基づきその施工状況を照合し、その判定結果を計量確認書に

記載し提出すること。

注記）

計量確認実施計画書には、確認項目、確認負荷、確認方法、確認時期、確認者をわかり

やすく記載する。

確認項目は、計量範囲、逆相結線、自動検針装置等のデータ設定状況及びメータ機器の

設定（倍率）状況等に区分し明確に記載すること。

計量確認は原則として全数行うこと。

インサート等及び14． あと施工アンカー（吊下げ部分には使用しない）を使用する場合は事前に施工計画書を

性能確認試験

施工確認試験は施工単位ごとに３本以上の引抜き試験を行う。

積算計器（　　検定付き　　　　無検定）

穿孔前の埋設配管の有無の探査は、非破壊検査とする。

特記仕様書

現場説明書（現場説明に対する議事録、見積要項書を含む)

質疑回答書（補足訂正追加事項を含む）

すべての設計図書は、相互に補完するものとする。ただし、設計図書間に相違がある場合

適用基準等

設計図書の優先順位

４）図面（上記「3)」で示す特記仕様書以外の図面）

３）

２）

１）

特記事項

工事写真は「営繕工事写真撮影要領（令和３年版）」及び「営繕工事写真撮影要領

設計説明書（設計意図伝達）５）

６）標準仕様書（「共仕」、「標準図」を含む）

提出し、監理者の承認を受ける。

（　 行う　　　 製造者試験成績表による　　　　　　　　　　）

あと施工アンカーの構造基準は、あと施工アンカー協会構造基準による。

　あと施工アンカーの選定・施工は、あと施工アンカー協会有資格者によること。

７）国土交通省大臣官房庁営繕部監修 電気設備工事監理指針 令和4年版

施工計画書に定めた各項目の品質を確保するために必要なチェックリストを作成し、

総合施工計画書は、工事全体を通じて受注者等が行う工事組織の編成と運用、工事

環境の整備と維持、工事請負契約に基づく監理者への対応などについて、本工事の

固有の条件に適応した具体的な方策を定めたものとする。

施工時に自主確認を行い監理者に施工報告書を提出すること。

施工計画書で定めた各項目を施工するにあたり、適切な時期に行う確認、試験、

検査等、施工品質を確保するために必要な事項を定めた品質計画書を提出する。

品質計画書

事前に機器の搬入計画書を作成し監理者の承認を得ること。

電気主任技術者 着工から引渡までに必要となる電気主任技術者の費用は工事請負金額に

含む 含まない

受注者

機器の性能確認11． 選定する機器は、設計の性能が確保されているか以下の検討、計算書により性能を確認し、

監督員に提出すること。

照度分布図

在／不在センサ－感知範囲図（動作時間含む）

電路計算書（幹線、分岐）

自家発電機計算書（容量計算、換気計算、騒音計算）

変圧器容量計算書、変電設備換気計算書

短絡電流計算書

高調波電流流出計算書

保護協調計算書

電力貯蔵設備（直流電源装置）容量計算書、機器発熱量

テレビ共同受信レベル計算書

機器取付強度計算書（仕様基準によるものは除く。屋外設置する設備は耐風計算を含む）

太陽光発電設備計算書

監視カメラ画角検討書

モニタ－画面視認検討書

機器荷重条件書（受変電設備、発電設備、電力貯蔵設備、ケ-ブルとケーブルラック）

実機によるデモ４． 仕様詳細決定前に実機によるデモの必要なものは以下とする。

ＬＥＤ照明器具（姿図記号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）の確認

ＰＣにより監視操作するモニタ－画面（例　照明制御画面、監視カメラ画面等）

（対象設備：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

設置機器の仕様 竣工引き渡し後に発注者等が設置（新設及び移設）を予定している主要な機器について、

以下に示す仕様の調査、確認を行い一覧表にまとめて監督員に報告し、施工に反映させ

電源（電圧、負荷容量、接続方法、コンセントプラグ形状、発電機回路の必要性）

通信（ＴＥＬ、ＬＡＮの必要数量）

の確認

中央監視、大型映像装置

一  般  共  通  事  項

共通仕様 E-001図による。

ａ．

工事実績情報システ 登録する。

施工条件 時～　　　時施工時間

(公共工事実績データ)

の優先順位は次による。

２．

１．

３．

４．

５．

２．

３．

の提出書類

２．

屋上及び屋外

下記の露出配管・ボックスは塗装を行う。（但し、溶融亜鉛メッキ材は除く）

倉庫 工場駐車場 機械室電気室 EPS

指定色

埋戻し及び盛土 根切り土の中の良質土を使用し、締固める。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

金属管の塗装箇所

塗装筒所の塗料の

種別・塗り回数

標準仕様書による。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

スリーブの材料及

び仕様

インサ－トの許容

引抜荷重

標準仕様書による。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

標準仕様書による。

８．

９．

屋内の施工時に行

う塗料

F☆☆☆☆とする。 （　　　　　　　　　　　　）とする。10．

11．

12．

13．

施工計画書１．

工種別の施工計画書は、その工種については監理者の指示に従って作成し提出する。

施工報告書

１．

６．

７．

総則

化学物質を拡散１．

する建築材料等

室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの濃度

測定対象室　　　図示　

を測定し、監理者に報告すること。測定はパッシブ型採取機器により行う。

測定箇所数　　　図示　　

施工の検査等 見本施工の実施 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

化学物質の濃度

測定

２．

JIS及びJASマーク等の認証機関のマーク表示のある機材

本工事に使用する機器及び材料（以下「機材」という。）は、設計図書に定める品質

及び仕様、性能を有するものとし、以下のいずれかに該当するものとする。

機器及び材料の

品質等

上記以外のもので以下のア～エの事項を満たすもの

ア.品質及び性能に関する試験データが整備されていること。

イ.法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

ウ.製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

エ.販売、保守等の営業体制が整えられていること。

使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有するものであることを証明する資料

エコマーク認定製品（(公財)　日本環境協会）

使用機材等指定表

なお、この材料を使用する場合は、ア～エの証明となる資料を監理者

に提出して承諾を受けるものとする。

として、設計図書に定める仕様と使用する機材の仕様との比較表を監理者に提出すること。

１．

２．

工事関係図書 工事現場管理

発生材の処理等４．

機器及び材料

施工

監理者事務所の

・構外に搬出し適切に処理（残土処理事業許可通知書の写しを提出のこと）

工事用電力６．

本工事に使用する材料は、揮発性有機化合物を発散しないか、極めて少ない物とする。 

アスベスト含有機材は使用を禁止する。

２．

停電作業８． 工事着手前に停電作業計画書を監理者に提出し承認を受けること。

気密保持９． 下記のクリーンル－ム仕様室に設置する電線管、ボックスについて室への汚染空気の流入

を防止するシール材充填・防塵パッキン等の施工計画書を監理者に提出し承認を受ける。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                ）クリーンルーム

放射線防護10． 放射線使用室の壁等にボックス・盤等を埋込む場合は鉛板による放射線防護処置の

施工要領書を提出し監理者に承認を受ける。

関係官署その他の機関への必要なすべての届出手続き等の名称、届出先、届出予定日を

一覧表にして発注者に遅滞なく報告すること。

官公署その他への10．

届出手続き等

他工事との取合

13．

他工事及び別途で設置する機器の位置,仕様等を確認の上施工図・承認図等を作成し、

監理者の承認を受ける。

共　通  工　事

12．

ること。

拡声設備

情報表示

構内情報通信網設備

テレビ共同受信設備

火災報知設備

監視カメラ設備

構内配電線路

中央監視制御設備

工　

事　

種　

目
１０

１３

１１

１５

１９

１６

構内交換設備

テレビ電波障害防除設備

誘導支援１４

インターホン

音声誘導装置

トイレ等呼出装置

受付呼出装置

時刻表示装置

出退表示装置

マルチサイン装置

映像・音響設備１２

駐車場管制設備

医療関係

ナースコール設備

非接地電源用分電盤

防犯・入退室

入退室管理装置

防犯装置１８

電気自動車用充電設備

電灯設備

受変電設備６

８

９

２

１

電力貯蔵 直流電源装置

交流無停電電源装置

発電設備 自家発電（原動機）

太陽光発電装置

電熱設備４

雷保護設備５

構内通信線路

２２

２３

動力設備

３

７

１７

２０

２１

２４

電力平準化用蓄電装置

分散電源ｴﾈﾙｷﾞ-ﾏﾈｼ ﾞﾒﾝﾄ ｼｽﾃﾑ

設備

設備

管理設備

設備

燃料電池発電装置

設備

15．監理者の承認・検査 機材、施工が設計図書に適合しない場合、その責は受注者にあり、それらについての施

工図、製作図に対する監理者の承認ならびに監理者による検査・試験は受注者等の責任・試験

を軽減するものではない。

また、施工に用いられ、または工事目的物に組み込まれた製品の欠落またはこれに類す

る原因による品質上、性能上、安全上の不具合がある場合、その責は受注者にあり、

当該部位についての施工図、製作図に対する監理者の承認ならびに監理者による検査・

試験は受注者等の責任を軽減するものではない。

資格者を選定しない

項　　目 特　記　事　項

注：項目及び特記事項は　印のついた物を適用する。

主任技術者を選定する（ ）

特記事項で「図示」とあるは、設計図面記載事項を意味する。

躯体開口について建築、構造、設備間の整合確認を目的として総合図調整時に「開口

確認会議」を実施する。

情報通信機器（ネットワーク機器及びUPS）・テレビブースタ機器発熱量

・

ａ．

ｂ．

ｃ．

ｄ．

ｅ．

ａ．

ｂ．

ｃ．

ｄ．

ａ．

ｂ．

ｃ．

ｄ．

ｅ．

ｆ．

・本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するもの

　とし、次の（１）から（５）を満たすものとする。                                   

      （１）合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティ

　　　クルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアル

　　　デヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。                              

               （２）保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が

　　　極めて少ないものとする。                                                       

          （３）接着剤はフタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシルを含有しない

　　　難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アヒトアルデヒト、トルエン、キシ

　　　レン、エチルベンゼンを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。                

       （４）塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、

　　　放散が極めて少ないものとする。                                                  

          （５）上記（１）、（３）及び（４）の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、

　　　その他の什器等は、ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとす

　　　る。なお、ホルムアルデヒドを放散しないものとは放散量が規制対象外のものを、ホ

　　　ルムアルデヒドの放散が極めて少ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則と

　　　して、ホルムアルデヒドを放散しないＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆☆規格品を使用す

　　　るものとする。                              

アンカー

備品

ム（CORINS）へ

の登録

感染症等の拡大防止の為、「建設業における新型コロナウィルス感染予防対策ガイドライン

実施し、工事関係者に体調不良者が発生した場合の連絡体制を整備し、工事開始前までに

（最新版）」等を参考に、工事場所、現場事務所、及び休憩所などにおける感染防止対策を

監督員の承諾を得ること。

による。

スタジアム音響設備２５

大型映像装置設備２６

備品

数量

机、椅子、書棚、黒板、製図板、掛時計、寒暖計

ゴム長靴、雨合羽、防寒服、保護帽、懐中電灯、安全帯、安全靴

電話機、ファクシミリ、コピ－機（通信費、複写費、工事連絡便を含む）

衣類ロッカ－、冷暖房機器、消火器、湯沸器、掃除具

パソコン機器一式

監理者人数と必要に応じた数量とする。

（ 外付け記憶装置 アプリケーションソフト 印刷装置

LAN設備 インターネット設備 を含む）web会議一式

利用できる（  有償    無償）構内既存の施設 利用できない

監理者事務所１． 　随時監理のため、可能な範囲で下記スペース、備品の準備、共有をすること。

　設ける　規模 　10㎡ 　20㎡ 　35㎡ 　65㎡ 　100㎡　  ㎡程度

　設けない

・構内指示の場所に敷均す ・構内指定の場所に堆積する

・指定された処分場以外へ搬出する場合は監督員の承諾を得ること。

　なお、増減変更の対象としない。

・民間の残土処分場等へ搬出する場合は「徳島県生活環境保全条例」によることとし、

　建設発生土の発生場所ごとに、かつ4，000m3までごとに1回採取して、土壌検査を行う

　こととする。その他、「特定事業の許可に係る土壌検査及び水質検査の実施における

　留意点」による。ただし、建設発生土の公共工事間の利用を行う場合で、担当者相互

　の同意が取れた場合には、分析の必要はない。

・土壌検査を行った結果、条例の基準に適合しない場合には、監督員と協議すること。

・最終処分場の指定

　排出土：普通土

　会社名：松浦開発興業(株)

　所在地：徳島県撫養町木津字イケヤ谷1449番6ほか10筆

　処分単価：3，400円/m3

　運搬距離：鳴門総合運動公園から処分場までの距離　7.1km

発生剤の処理等は、共仕に従い行う。

産業廃棄物は、種類毎に次の処理場を指定する。

種  類

ｱｽﾌｧﾙﾄ類

汚泥

所在地
処分地

処分許可業者の会社名 優良 運搬距離
(km)

処分費
(税抜･円)

単位

四国ﾘｻｲｸﾙ(株)
(中間処分)

(財)徳島県環境整備公社
(徳島東部)

板野郡松茂町富久字朝日6番の地先
板野郡松茂町富久字朝日6番の地先

名西郡石井町高川原字高川原1696-1
鳴門市瀬戸町明神字馬越26-3

8.4

7.4

12,800

1,000〇

〇

上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが、増減変更の対象としない。

また、この場合、処分単価の見積書を求め、減額変更を行うことがある。

なお、上記の処分場が徳島県優良産業廃棄物処理業者（以下、「優良産廃処分業者」と

いう。）に認定されているとき、処分場を変更する場合は原則として有料産廃処分業者に

変更すること。ただし、諸般の事情により優良産廃処分業者以外の処分場で処分を行う

また、コンクリート、アスファルト類の搬出先には、中間処理施設のみとする。

場合は、理由書を監督員に提出すること。

木材については、50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする。

(有)川上組砕石
(中間処分)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) 〇徳島市下町本丁92-1
鳴門市瀬戸町明神字中山38-1

6.9 640 ｔ

(株)旭金属金属(処分) 〇 徳島市東沖洲1丁目12 17.0 0

(財)徳島県環境整備公社
(徳島東部)

廃プラ 〇 板野郡松茂町富久字朝日6番の地先
板野郡松茂町富久字朝日6番の地先

8.4 35,000

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ



一級建築士 一級建築士

設計者 検証者法適合確認欄

設備設計一級建築士

第384579号

17992

第286776号

渡邉　和幸

第6211号

浅山　明 寺田　庄作

設計番号

浅山　明 西山　浩司

特　記

一級建築士事務所登録　大阪（ワ）第３２３４号

徳島県東部県士整備局＜徳島＞
●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

R7徳土　鳴門総合運動公園　鳴・撫養立岩　野球場スコアボード改修工事

一級建築士事務所登録　徳島県知事登録第１１０５０号

MIYA Architect's Office

宮建築設計会社
株式

E-006

1 : NS(A1)

1 : NS(A3)電気設備工事特記仕様書（６）

水平高低調整形（空転防止リング付）フロア－プレ－ト

ロ－テンション 一般用　　個

水平調整形

ボタン電話用　　個 取付けを含む

簡易形

納入する

発電機回路負荷の電源種別、電圧のチェックを行ない、確認記録を提出する。

停、復電時の連動動作試験を行ない、試験記録を提出する。試験

回路試験

太陽光発電設備等を電力会社の電源と系統連携する場合の申請は本工事とする。系統連携申請

点検口類の裏面には、点検箇所を明記する。１． 点検口

２．

接地極１． 接地極の材料は下記による。なお、接地棒ＥＢ(14φ)の長さは 1500mm 以上とし、

10φはW=30、 L=900、14φは、W＝40、L=1200としても差し支えない。

接地の種類 記　　号 接地抵抗値 接　　地　　極

共 同 接 地

高圧避雷器

交 換 機 用

本配線盤の保安装置用

測　 定　 用

ＥA.D

10Ω以下

　Ω以下

100Ω以下

10Ω以下

10Ω以下

10Ω以下

10Ω以下

100Ω以下

ＥＢ（14φ）×３連－　組

ＥＢ（14φ）×３連－  組

ＥＢ（14φ）×３連－　組

ＥＢ（10φ）×１ (Ｌ＝1000mm)

ＥＢ（14φ）×３連－　組

ＥＢ（14φ）×３連－  組

ＥＢ（14φ）×３連－  組

ＥＢ（14φ）×３連－  組

ＥＢ（10φ）×１ (Ｌ＝1000mm)拡声用増幅器

ＥＢ（10φ）×１ (Ｌ＝1000mm)

共 同 接 地 ＥＢ（14φ）×３連－　組ＥC.D

ＥA

ＥB

ＥD

ＥC

ＥLH

Ｅ

ＥAt

ＥDt 

Ｅ

ｔ

Ａ 種 接 地

Ｂ 種 接 地

Ｄ 種 接 地

Ｃ 種 接 地

雷 保 護 用 10Ω以下 ＥＢ(14φ)×　　連一　組ＥLA

（雷保護用を除く）

2Ω以下 ＥＢ（14φ）×３連－　組Ｄ 種 接 地 (ELB回路共用)

10Ω以下

10Ω以下

OAフロアー配線

３．

ハーネスジョイントには回路番号表示を貼り付け、ＯＡ床上（カ－ペット下面）に位置

遮断容量 電灯分電盤、動力制御盤及び受変電設備等に設置する配線用遮断器の定格遮断容量は当該

配線用遮断器の必要とする遮断容量以上の定格とする。

地中埋設深さ

地中線路の余長

地中埋設深さは、原則として下記による。

マンホ－ル、ハンドホ－ル内でケ－ブルの余長を見込む。

直埋式の道路横断箇所は管路とし、その両端は約1mの余長を見込む。

道路下部分    FEP管  路盤下面より　-300以上、鋼管類  路盤下面より-300以上

道路以外部分  FEP管  GLより      -600以上、鋼管類  GLより -600以上

埋　設　票 地中管路出入口、曲折部には埋設票を設ける。 コンクリ－ト製 鉄製

地中引込み管路の 屋外より地中管路にて建物に引込む防水鋳鉄管及び配管類の管路口には防水装置を設

管路口防水装置 けること。なお、使用材料・工法は施工計画書を提出し承認を得ること。

ハンドホール内のケーブル支持等は、マンホールに準じて行う。

蓋の記号表示、　鋳型流し込み（　　電気　　電力　　通信　　　　　　）地中箱

収納するケーブルには、用途・ケーブル種別・サイズ・出先～行先・他を表示した

クト・ボックス類・ボルトは、溶融亜鉛めっきまたはSUSとする。

あと施工アンカーを使用する場合は、監督員及び監理者との協議によること。

線名札を取り付けること。

一般　　　　水平変位　± 600mm

配管、ケーブル、配管用設備架台は免震建物の振動で衝突による損傷、機能不全が

発生しないように以下の離隔距離を確保する。

重要管路　　水平変位　± 600mm × 1.414

注）重要管路　　電力引込管路、通信引込管路、電力幹線管路

離隔距離の確認は目視ではなく実測による。

配管関係の施工要領書は構造監理者に承認を得ること。

１．

配線器具

１． 特記なきプレ－トは配線器具プレ－ト 金属製（　　　　　）樹脂製（　　　　　　　　）

電線類・電線管保護物他

配線経路、電線サイズ、配線本数、管路サイズなど機能を満足すれば、図面と多少相違

しても請負金額の変更はしない。

配線本数、管路等

１．

３．

ケ－ブル、電線 エコケ-ブル 一般

ケ－ブル表示札の２．

取付け

各階ＥＰＳにおいて、ケ－ブルラック上の配線には、下記の内容を表示した表示札を

取付けること。

用途 出先～行先ケ-ブル種別、サイズ 電原種別、電圧

工事名称 施工年月日 施工者名

幹線番号

防火煙区画貫通処理

７．

防火区画の貫通部には、国土交通大臣認定工法による貫通処理を行うこと。

中空防火区画（114条区画含む）壁内に設置する配線器具等のアウトレットボックスは、中空防火区画壁の

８．

防火措置 鋼製ボックスを使用し国土交通大臣認定工法による防火措置を行うこと。

埋設配管、ボックス４． 最上階天井スラブ（屋上スラブ）には埋設配管は行わないこと。

鉄筋コンクリート造の柱には原則として打込みボックスは行わないこと。

６．

結露するおそれのある壁,天井にボックスを埋込む場合は結露防止断熱カバー取付等の結露

防止処置を行う。

屋上階のケーブル９． 屋外の床上に設置するケ-ブルラックは、近傍の機械基礎等から振れ止めを取ること。

電　力　設　備　工　事

耐震施工

機器の重量［kgf］に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。なお、特記なき場合、

設計用鉛直震度（KV）は、設計用水平震度（KH）の1/2とし、水平地震力と同時に働

設計用鉛直地震力（FV）

配電盤

交換機

重要機器

くものとする。

2)

直流電源装置

中央監視装置火災受信機

発電装置 交流無停電電源装置

総合盤

機器の耐震性能も同等以上とする。3)

屋外に設置する機器についても適用する。4)

但し、高さ60ｍを超える建築物、免震構造及び制振構造の建築物の場合は、構造体の

地震応答解析等による床応答加速度に基づき設計用標準水平震度（KH)を算出すること。

特別高圧機器

通信情報設備架

盤内の耐震性能5)

地震時における盤内の揺れに対応した余長及び可とう性を持った配線とする。

躯体より直接支持されていない器具及び、天井面に設置する器具はワイヤー又は

6)

チェーン等で脱落対策を施すこと。

形鋼用吊ボルト支持金物は、全て外れ防止補強金物付きとすること。

7)

設計用水平地震力（KH）1) 

設計用水平震度（KH）は電気設備工事特記仕様書（１）による。

「官庁施設の総合耐震計画基準・対津波計画基準」に準ずることとし、

耐震措置の計算及び施工方法は、「共仕」「標準図」ならび次によるほか

なお、施工に際し、耐震強度計算書を監理者に提出し、承認を受けるものとする。

１.

機器等の振れ止め２． 吊下げ固定する機器等は、上部躯体よりの吊下げ金物による支持の他振れ止めを設ける。

耐震施工

ステンレス製鋼板（焼付け塗装）

盤類・その他、屋外に設置する機器キャビネットは図面に記載のない場合は次による。屋外キャビネット

鋼板製（溶融亜鉛メッキ） 鋼板製（焼付け塗装）

接地工事

構造体利用とした接地極、環状接地極、網状接地極、または基礎接地極の場合の接地

抵抗測定は、電圧降下法により行い、測定時期及び回数は以下による。

（　　　　　　　　　                                              ）接地極設置時１回　 躯体上棟時１回 竣工検査前１回

建物への配管の引込部には、標準図の配管類９,１０「配管引込部の地盤変異への対応例」

にある以下の施工を行うこと。

変位量　0.2ｍ以下　　ＦＥＰ管の場合：Ｆs 鋼管の場合：Ｐs（ ）

変位量　0.6ｍ以下　　ＦＥＰ管の場合：Ｆｍ鋼管の場合：Ｐｍ（ ）

変位量　1.0ｍ以下　　ＦＥＰ管の場合：ＦＬ鋼管の場合：ＰＬ（ ）

免震建物導入部の引込配線は、「標準図」の「配管類１１」の対応例に準ずる施工を

建物への配管の引込部の耐震処置及び建物のエキスパンションジョイント部の配線

エキスパンションジョイント部の配線は、標準図の配管類１２の対応例により施工する

直線部の距離　　　　ｍに１箇所エキスパンションパスダクトを設けること。バスダクトの敷設

接地抵抗測定

照度測定

体育館のアリ－ナ、サブアリ－ナの照度測定は、3mピッチの桝目状に測定する。

また、鉛直照度（FL+1500）も測定する。

照度は、各室2ヶ所（中心、隅）以上測定し、記録表を提出する。

照度及び入力電力測定　（100％点灯時　　  　　夜間　　　昼間　）

（調光制御点灯時　　　  夜間　 　 昼間　）

照度センサーによる照明制御回路は、照度及び入力電力を測定し測定表を提出する。照明制御の照度測

定等

引込配管３．

エキスパンション５．

ジョイント部の

10．

特殊コンセントはプラグ付とする。配線器具

専用接地線式

金属管接地（7.5kwを超えるものは専用接地線式とする。）

本工事制御盤より別途電動機への配線の接続は本工事とする。

電動機の接地

機器への接続

インバータ装置の

規約効率

三相可変速電動機用インバータ装置の規約効率は、次の数値以上とする。

電動機出力(kW)

インバータ効率(%)

0.4

85.0

0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37

87.0 88.5 89.5 90.0 90.5 91.0 91.5 92.0 92.5 93.0 93.5 94.0

備考) (1)電動機の供給電圧は200V又は400Vとする。

(2)インバータ効率は、100%負荷時の値とする。

２.

動力設備

２．

３．

４．

１．

3極以上

水平高低調整形（空転防止リング付）

下記の特殊形コンセントはプラグ付とする。

タンブラスイッチは埋込連用形（大角形）とする。

壁付コンセントは埋込連用形（大角形）とし、2口の場合は複式を使用してよい

配線器具

フロア－プレ－ト

 ハイテンション

20A以上

回転又は上下動形

引掛形 防爆形 接地極付

水平調整形

内部固定形

簡易形

外部固定形

防水形

発電機電源、UPS電源に使用するコンセントは赤・緑等の器具を採用するものとし、

使用色は監理者の指示による。

施工完了時に以下の試験・計測を行い性能・機能を満たす事を確認した報告書を提出する。

極性絶縁抵抗 相回転 接地 電圧

４．

５．

ＬＥＤ電球の光源色は、各室の色温度施工計画書を提出し監理者の承認を受ける。ランプの光源色

不要ランプの予備

ハーネスジョイントボックスは床面に

使用していない接続口はキャップを取り付けること。

固定しない固定する

表示を記すこと。

照明器具

１．

２．

３．

４．

非常用の照明装置 測定箇所は、各室2ヶ所以上とし、測定記録表を提出する。

の照度測定箇所数

５.

地中埋設配管・配線

免震層内に設置４．

する配管類

全ての地中配線にはケ－ブル埋設標識シ－ト（2倍長以上）等を設ける。埋設標識シ－ト

１．

２．

３．

４．

５．

６．

受  変  電  設  備  工　事

配電盤の各盤扉裏面に締付け確認表示を行うものとし、原則として現場代理人、締付け確認表示

電気工事主任技術者、配電盤メーカ担当技術者が捺印するものとする。

停・復電時の連動動作試験を行ない、試験記録を提出する。試験

連動動作試験には、予定する運転条件（停電時、火災時、デマンド制御及びセンサ－

連動等）による、電力供給の制御（発電機の負荷への供給試験含む）や他設備、別途機器

総合連動試験実施計画書（事前）

総合連動試験実施手順書（事前）

総合連動試験実施記録書（事後）

への移報が確実に実施されるかの確認を含む。

１．

２．

発  電  設  備　工　事

１．

２．

３．

分電盤・制御盤

２．

通　信　・　情　報　設　備  工　事

電界強度測定及び

受信調査

受信可能な全てのチャンネルについて、測定及び調査をする。

電波障害事前調査 調査箇所数

調査チャンネル

箇所

：

耐震施工

電線類・電線管保護物

接地工事

地中埋設配管・配線

電力設備工事による

構内交換設備

１．

２．

テレビ共同受信設備

１．

テレビ電波障害防除装置

１．

映像・音響設備の試験は、動作試験のほか以下の試験を行う。

インピ－ダンス試験 残響時間 伝送周波数特性 音圧分布

映像・音響設備の試験

映像・音響設備

の試験

１．

残響時間

壁付、壁掛形の機器等の取付高さは、図面に記載のない場合は原則として下表による。

引込開閉器箱（低圧）

分電盤、OA盤、制御盤、実験盤

〃　　〃　（多機能トイレ）

ｺﾝｾﾝﾄ、電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ、直列ﾕﾆｯﾄ（一般）

     　　　   〃　　 　 　　 （和室）

    　　　    〃　　　  　   （台上）

ブラケット（一般）

避難口誘導灯

廊下通路誘導灯

開閉器箱

　　〃　　（鏡上）

　　〃　　（踊場）

床上～中心

床上～中心

台上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～下端

床上～上端

1,500

1,500

1,300

1,100

300

150

150

2,100

2,500

150

 (上端1,900以下)

1,000以下

1,500

スイッチ（一般）　

ｺﾝｾﾝﾄ（車庫） 800

名　　　　称 測　　　点 取付高［   ］

鏡上端～中心

床上～中心

電磁開閉器用押しボタン

接地用端子箱

接地極埋設標

床上～下端

地上～中心

地上、床上～中心

1,300

500

800

600

mm

1,500以上

〃

〃

〃

〃

端子盤 （EPS・電気室） 床上～中心 1,500

1,500

(天井高)×0.9

1,300

900

1,800

親時計

子時計、スピーカ

アッテネータ

出退表示盤　

呼出ボタン

インターホン

廊下表示灯　　　　　

表示灯

警報ベル

発信器（出退表示用）　

テレビ機器収容箱

副受信機

火報受信機（複合盤）

発信機

復帰ボタン

（備考）　（天井高）×0.9 及び（天井高）×0.8 は天井高が

床上～操作部

床上～中心

(天井高)×0.9

1,300

2,000

1,800

800～1,500

機器収容箱　　　

連動制御器（自動閉鎖）

ガス漏れ検知器（LPｶﾞｽ）

1,500

1,500

800～1,500

800～1,500

300

(天井高)×0.9

(天井高)×0.8

(天井面)－200      〃　　 （都市ガス）　 天井面～中心

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

上端

給油ボックス 地上～給油口 1,000

(多機能トイレ)

(多機能トイレ)

(多機能トイレ)

外部受付用インターホン子機 標準図による

(壁面取付の場合)

雷保護用接地端子箱

1,300

１．

標準機器取付高さ基準

２． 屋外設置の架台等

結露防止５．

ケ－ブルラック 屋外のケ－ブルラック及び屋内に露出する垂直ラックの床上１．８ｍまでの部分に設ける。

保護カバ－ （EPS内の低圧配線・通信配線用は除く。材質はケ－ブルラックの材質と同じ）

屋外に設置する保護カバ-は、風圧力に十分配慮して取り付けること。カバ－止めボルトは

トルクレンチにより適正締付トルクにて確実に締め付けること。

人が乗るおそれのある床上のケ－ブルラックの保護カバ－は、ノンスリップタイプとする。

停、復電時の連動動作試験を行ない、試験記録を提出する。試験

電　力　貯　蔵　設　備　工　事

１．

中　央　監　視　制　御　設　備　工　事

そ　の　他

雷保護設備

突角部の保護１． 水平導体をパラペットなどへ施設する場合は、可能な限り外側端部に近く施設するとともに、

導体をコ－ナ－突角部より突き出すか、追加の受雷部を設けること。

屋上に設置する接続箱とパワ－コンディショナ－間の配管等に取り付ける太陽光直流配線直流配線表示４．

注意等の表示は、彫刻・エッチング等屋外に設置しても容易に消えない方法により表示

すること。

ラック

(分電盤、開閉器盤、動力制御盤についても同様とする。）

「標仕」の機能試験による他、停復電時の総合連動試験において、表示、動作等の機能確認機能試験１．

をし、記録に残すこと。

照明設備の仕様 照明設備の納入仕様書には、器具記号、照明器具名称、台数、ランプ名称または種類、

の確認

６.

消費電力、消費電力の試験方法を一覧表にて記載し、添付すること。

（一覧表において設計図書との比較を行うこと。）

「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」（独立行政法人 建築研究所監修）による。

O 

耐塩害措置

耐塩害仕様 下記の金属部材を有するものについて、必要に応じて耐塩害仕様を設定する。１．

屋外配管部材2． 重耐塩仕様 溶融亜鉛メッキ（HDZ35)・SUS304・スーパーダイマ　ZAM等

耐塩仕様 溶融亜鉛メッキ（HDZ35)・SUS304・スーパーダイマ　ZAM等

屋外盤3． 重耐塩仕様 溶融亜鉛メッキ（HDZ35)・SUS304・亜鉛照射（ZnTS50）+塗装　

塗装（外面塗装膜厚100μｍ内面塗装膜厚50μｍ以上）

耐塩仕様 溶融亜鉛メッキ（HDZ35)　・SUS304

塗装（外面塗装膜厚60μｍ内面塗装膜厚40μｍ以上）

発電機 重耐塩仕様 溶融亜鉛メッキ（HDZ35)　・SUS304

溶融亜鉛メッキ鋼板塗装（外面塗装膜厚100μｍ内面塗装膜厚60μｍ以上）

耐塩仕様 溶融亜鉛メッキ（HDZ35)　・SUS304

溶融亜鉛メッキ鋼板塗装（外面塗装膜厚80μｍ内面塗装膜厚50μｍ以上）

4．

照明器具 重耐塩仕様　　　　耐塩仕様5．

仕様は、日本照明工業会　ガイド117：2000「照明器具及び照明用ポールの耐塩害に

関するガイド」に準ずる。

沖縄エリア等でSUSを使用する場合は、SUS316とし防錆処理を実施する。

沖縄エリア等でSUSを使用する場合は、SUS316とし防錆処理を実施する。

沖縄エリア等でSUSを使用する場合は、SUS316とし防錆処理を実施する。

耐塩害措置

3kg以下の器具は、脱落が防止できる構造とする。3kgを超える器具はスラブ、

その他構造体からボルト等により単独に支持を行う。天井下地に器具支持材を取付ける

8)

コンセント表示６． コンセントには以下表示を行う事。

電源供給元の盤名称 回路番号

大地抵抗率を着工前に測定すること。

用途表示11． 各機器収容箱等の前面には銘板取付け、又は用途表示を行う。

プルボックス、ジャンクションボックスには用途表示を行う。

表示内容は図面に記載の無い場合、監理者の指示による。

盤類の鍵12． 各種盤類、機器収容箱は原則鍵付きとし、鍵の仕様は設計図による他、機器仕様決定前に

鍵リストを作成し、発注者の承認を得ること。

ハンドホール ハンドホール鉄蓋の鍵は以下とする。７．

ボルドロック式　　　　

高圧ケーブルの端末処理材は、JCAA規格品を原則とする。高圧ケーブル３．

（60sq以上は圧縮型端子とする。）

番号計画 電話機の外線番号計画、内線番号計画、その他サービス機能（グルーピング、３．

短縮ダイヤル、転送機能、発信制限等）の設定は監理者と協議の上、承認を得る事。

床上～中心ｺﾝｾﾝﾄ（冷蔵庫用）

床上～中心ｺﾝｾﾝﾄ（自販機用） 2,200

1,800

壁付電話機 床上～中心 1,500

アクセスポイント 床上～中心 (天井高)×0.9

ＥD

取付高さ

鉛直変位　0 ～ ｰ40mm

鉛直変位　0 ～ ｰ40mm × 2　

〃

行うこと。

こと。

配管

　　　　　2500～3000mm の場合に適用する。

類
事は原則不可とする。

製造者標準による、耐塩害塗装を施す。

各種総個数の ※％

機器、配管配線

情報通信設備

１． 機器（　・　本工事　・　別途工事）、配線（　・　本工事　・　別途工事）

原則、Wi-Fiアンテナは天井内に設置しない。天井下、又は壁面に設置すること。アンテナの設置位置2．

配管（　・　本工事　・　別途工事）

但し、止むを得ず設置する場合は、天井内がメーカーの保証する動作環境であるか、

電波強度が低下しないか（Wi-Fiの機能に影響が無いか）検討の上、設置すること。

塵、埃などにより火災発生のおそれがあるため、天井内にコンセント等の差込口は原則天井内のコンセント7．

専用回路表示

設置しない。止むを得ずコンセントを設置する必要のある場合は、コンセント等の差込口に

類する接続部分に塵、埃が付着しないような措置（プルボックス等の密閉されたボックスに

収納（コンセント形状は「抜け止め」あるいはトラッキング対策を講じたコンセント等）、

を行い、点検、メンテナンスが行えるよう付近に点検口を設けること。

３． あと施工アンカー

屋外及び屋上の機器類のチャンネルベ－ス・架台及びケ－ブルラック・ワイヤリングダ

使用する場合は、耐震計算書に基づき、全数引き抜き試験を行うこと。



一級建築士 一級建築士

設計者 検証者法適合確認欄

設備設計一級建築士

第384579号

17992

第286776号

渡邉　和幸

第6211号

浅山　明 寺田　庄作

設計番号

浅山　明 西山　浩司

特　記

一級建築士事務所登録　大阪（ワ）第３２３４号

徳島県東部県士整備局＜徳島＞
●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

R7徳土　鳴門総合運動公園　鳴・撫養立岩　野球場スコアボード改修工事

一級建築士事務所登録　徳島県知事登録第１１０５０号

MIYA Architect's Office

宮建築設計会社
株式

E-007

1 : NS(A1)

1 : NS(A3)電気設備工事特記仕様書（７）

ⅤⅠ　　　使　用　材　料　等　指　定　表

情報表示設備

監視カメラ設備

インタ－ホン装置

テレビ共同受信設備

外部雷保護設備

防犯設備

入退出管理設備

自動火災報知設備

高圧配電盤

低圧配電盤

制御盤・分電盤・端子盤

コンデンサ－

配線器具

リアクトル

配線用遮断器

特殊シャンデリア

中央監視制御設備

拡声設備

電気時計装置

構内交換装置

太陽光発電設備

照明器具

既製盤

変圧器

電線管付属品

電線・ケ－ブル

特別高圧機器

機器材料名

電線管

製　造　者　名

JIS規格品

JIS規格品

JIS規格品

舞台照明設備

舞台音響設備

直流電源装置

風力発電設備

交流無停電電源装置

内部雷保護設備

音声誘導装置

トイレ等呼出装置

駐車場管制設備

非接地電源用分電盤

ナースコール設備

Ⅵ　　　電　気　設　備　改　修　工　事　特　記　仕　様　書　　　

一  般  共  通  事  項

共通仕様 改修工事は「共仕」による他、「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）

工事用車両の駐車場所:施工条件

資機材置場所　　　　:

敷地内 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

敷地内 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３． 既存部分の養生範囲は、以下の特記による。特記がなければ工事後に使用される建築物、

設備、備品等が工事中に汚損、変色等工事前の状態と異なる事がないよう養生を行う。

養生方法及び清掃 １）養生の方法は、以下の特記による。特記がなければ、ビニルシート、合板等の適切な

方法で行う。

２）既存設備等の養生方法は、以下の特記による。特記がなければ、ビニルシート、合板

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

等で養生する。

４）機材搬入及び撤去機材搬出通路の養生は、以下の特記による。特記がなければ、

ビニルシート、合板等で養生し、既存仕上げ材を損傷させないようにする。

撤去前に内容物(発電設備燃料等)の回収を要する機器、配管等の処置は以下による。

令和４年版」（以下「改修標仕」）による。

また、「Ⅴ電気設備工事特記仕様」に記載のあるものは、それを適用する。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

撤去作業の安全

対策

３）固定された備品、机・ロッカ一等の移動： 別途工事 本工事

配線の取外し、接続は本工事

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

撤去後の補修及び

復旧

機器の撤去跡の取付ボルト孔、壁面、天井面の変色等の補修及び床補修等は、

床、壁、天井等の撤去後の関口部についての補修方法及び仕上げの仕様は、次による。

別途工事 本工事

図示

アスベストの撤去：　　　撤去する（撤去方法範囲は図示による）

調査の上適切処分（運搬処分費用は別途）

アスベスト含有機材無し、又は別途処理

足 場 そ の 他 仮設機材及び経年仮設機材の使用については、次の規格又は認定基準（以下「規格等」

　という。）に適合する物を使用すること。

撤去機材の内容物

の改修

屋内に仮設間仕切りを設ける場合の種別は、以下による。

Ａ種

仮設間仕切り

（塗装　　有　　無） B種（塗装　　有　　無） Ｃ種

監理者事務所

はつり及び穴開けは、埋設配管等に損傷を与えないように下記の調査・検査を実施する。

既存資料調査

機器の取付け取り外し、配線の改修及び更新を行う場合は、事前確認を行うものとし、

「改修標仕」の表による他、以下による。

事前確認

（ ）

１．

２．

４．

５．

６．

７．

１．

２．

３．

４.

５.

共　通  工　事

　　　と30ｍｍ以上の間隔をあけて布設する。

　　　他の配線方法にて盤及びEPSに配線する。

（１）ダブル配筋の壁・スラブの配管は、ボックス近辺を除きダブル配筋の間に入れる。

（２）床配筋及び壁配筋に平行の埋設配管は、盤・ボックス近辺を除き、平行する配筋

（３）配管が集中する盤の上下部、EPS等において配管相互間隔（30ｍｍ以上）が不足

　　　するおそれがある場合は、別の場所でプルボックス等を使用して配線処理を行い、

　　　梁材の中の軸方向の配管は出来るだけ避けること。

（５）壁付でない梁の横断配管は次の事項に留意して布設する。

　　　・多数の配管をまとめて横断させないようにする（下図参照）。

　　　・柱からはりせい以内の部分の横断は避ける（下図参照）。

結束には、バインド線又は専用支持金具を使用する。専用支持金具の例を

コンクリート埋設配管の結束間隔は下図による。なお、曲がり部分等では

コンクリート打設時の移動や管の浮き上がりを防止するため、0.5ｍ以下の

間隔とする。また、配管相互の間隔は30ｍｍ以上とする。埋設配管の支持

（４）梁に平行の埋設配管は、梁面より100ｍｍ以上の間隔をあけて布設する。また、

コネクタ

ボックス

程度
３０㎝

ＰＦ管又はＣＤ管

コネクタ

１．０ｍ以下 程度
３０㎝３０㎝

程度

下筋

カップリング

＜コンクリート埋設配管の結束間隔＞

このようにまとめて横断しないこと

コンクリート埋設部の配管支持

＜梁横断の配管方法＞

下図に示す。

× ○

フープ筋

主筋

フープ間に１本の配管とする

スラブ型枠

はり型枠

ＰＦ管・ＣＤ管

梁横断の配管方法

＜専用支持金具の例＞

バインド線

：壁付きでないはりの横断配管を避ける部分

＜壁付きでないはりの横断配管を避ける部位＞

　（ただしはりによってＤは異なる）

専用支持金具

は
り

はり

はり

はり断面

Ｄ
：
は
り
せ
い はり柱

Ｄ

は
り

Ｄ

はり

Ｄ

Ｄ

は
り

PF管及びCD管の配管基準図 注）施工上の問題は監理者及び構造担当者と打合せること。

既存建物内の一部を使用する。

構内に新設する。　種別 10㎡ 20㎡ 30㎡ 40㎡ 50㎡

設けない。

探査機（電磁波レ－ダ－法または電磁波誘導法による調査）による調査

配管、配線等の位置の墨出を行う

範囲　 図示

放射線透過試験

労働安全衛生法、「電離放射線障害防止規制」（昭和４７年労働省令第４０号）等に

定めるところによるほか次による。

作業主任者は、X線作業主任の資格を有するものとし、資格を証明する資料を監督

職員に提出する。

放射線照射量は最小限のものとし、照射中は人体に影響のない程度まで照射器より

離れる。また、作業者以外の立ち入り禁止措置を講ずる。

露出時間はコンクリ－トの暑さにより、適宜調整する。

付近にフィルム、磁気ディスク等放射線の影響を受けるものの有無を確認する。

躯体の墨出しは、表裏でズレが無いよう措置を講ずる。

撮影枚数　　　　　枚

フィルムサイズ

コンクリ－ト厚さ　　　　　　ｃｍ

電　力　設　備　

照明改修を行う場合は、改修室の改修前後の照度及び回路電流値の測定を行うものとし、事前確認１.

測定箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

回数 回

：鉄骨継手位置

Ｈ

ｈ
４

ｈ
４

Ｊ Ｊ

ｈ
４

ｈ
４

φ

Ｊ

ｈ４ ：補強プレートなしの場合、１００以上

　補強プレートありの場合、１７０以上

ｏ

ｏ２Ｈかつ 　／１０以上 ｏ２Ｈかつ 　／１０以上
：設置範囲

Ｈ

 ｓ  １

 ｓ  ２

 ｓ  １

ｓ １：３００　　以上かつウェブスプライス

ｓ ２：Ｈ／２以上かつ補強プレート端から

ｍｍ

　プレートから補強プレート端まで

　５０　　以上ｍｍ

　５０　　以上ｍｍ

梁貫通孔位置基準図

ＲＣ柱

Ｄ

１．５Ｄ１．５Ｄ

ＲＣ大梁、ＳＲＣ大梁

ＲＣ柱

５００

ｈ
１

ｈ
１

ｈ
２

ｈ
２

基礎梁

スリーブ外端

２００

１． 鉄筋コンクリート造梁の場合の設置範囲

基礎梁は塑性ヒンジが発生していない部分とする。

（ａ）基礎梁

（ｂ）基礎梁以外

ｄ

大梁

ｈ
３

ｈ
３

（ｃ）大梁・小梁 接合部

小梁

基礎面柱面

ｄ

ｈ
２

ｈ
２

大梁

小梁

Ｄ

ｄ

ｈ１≧２００ 　かつ梁主筋のかぶり厚さを確保した寸法

直接基礎 杭基礎

ｏ

ｏ／４ ｏ／４ｏ／２

１.（注）

２. ｍｍ

：設置範囲

：必要に応じて構造設計者と協議が必要な範囲

：設置範囲

１.（注） ｍｍｈ２≧２００ 　かつ梁主筋のかぶり厚さを確保した寸法

１.（注） ｍｍｈ２≧２００ 　かつ梁主筋のかぶり厚さを確保した寸法

ｈ３≧２００ 　かつ梁主筋のかぶり厚さを確保した寸法２. ｍｍ

ｄ

ｄ

：設置範囲

スリーブ外端

２． 鉄骨造梁の場合の設置範囲

注：項目及び特記事項は　印のついた物を適用する。

本工事に使用する機器材料等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有するべき品質及び性能を

有するものとする。

下表に機器材料名が記載された製造者等は、次の①から⑥すべての事項を満たすものとし、この証明となる

資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面を提出して監理者の承諾を受ける。

ただし、製造者名が記載されているものは、証明となる資料等の提出を省略することができる。

①　品質及び性能に関する試験データを整備していること。

②　生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

③　安定的な供給が可能であること。

④　法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

⑤　製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

⑥　販売、保守等の営業体制を整えていること。

養生範囲

はつり及び穴開け

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（1）

（2）

あと施工アンカー６. あと施工アンカーを使用する場合は、監督員及び監理者との協議によること。

使用する場合は、耐震計算書に基づき、全数引き抜き試験を行うこと。

　①労働安全衛生法に基づく構造規格

　②（一社）仮設工業会の認定基準

　また、厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」に基づく（一社）仮設工業会の「適用

　工場制度」による登録工場及び指定工場等の活用に努めるとともに、前記規格等に定める

　もの以外の使用に当たってはあらかじめ強度等を確認した書類を監督員に提出し、承諾を

　得ること。

労働安全衛生法第88条に基づき、労働安全衛生規格別表第7に掲げる機械等（組立から解体

　までの期間が60日未満を除く）の設置や移転、変更を行う場合は、30日前までに所轄労働

　届出を行った場合は、監督員に報告すること。

　届出不要の場合は、その旨監督員に報告すること。

　基準監督署長に届け出をおこなうこと。

労働安全衛生法第88条に基づく届出の要否に関わらず、足場を設置する場合は、使用開始

　前に営繕課指定の足場チェックリストを用いて点検した後、監督員の確認を受けること。

足場等の設置業者は、関連工事等の関係者に無償で使用させること。また安全管理も実施

　すること。また、足場等を無償で使用する業者は、設置業者の指示に従うこと。

受注者は、つり足場（ゴンドラのつり足場を除く。）、張出し足場又は高さが5メートル

　以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業において、材料、器具、工具等を上げ、

　又はおろすときは、つり網、つり袋等を労働者に使用させなければならない。

　また、作業主任者を選任し、その氏名、職務を提示すること。
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一級建築士 一級建築士

設計者 検証者法適合確認欄

設備設計一級建築士

第384579号

17992

第286776号

渡邉　和幸

第6211号

浅山　明 寺田　庄作

設計番号

浅山　明 西山　浩司

特　記

一級建築士事務所登録　大阪（ワ）第３２３４号

徳島県東部県士整備局＜徳島＞
●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

R7徳土　鳴門総合運動公園　鳴・撫養立岩　野球場スコアボード改修工事

一級建築士事務所登録　徳島県知事登録第１１０５０号

MIYA Architect's Office

宮建築設計会社
株式

E-008

1 : 1200(A1)

1 : 2400(A3)配置図・案内図

撫養川

新池川

撫養町南浜

至徳島

第一中

鳴門税務署

鳴門支局
法務局

鳴門市役所

鳴門消防

鳴門市文化会館

鳴門合同庁舎

撫養町立石

鳴門
簡易裁判所

至鳴門駅

28

大塚製薬

撫養町林崎

城見橋

本工事場所

鳴門総合運動公園

武道館
体育館

駐車場
▽道路境界線

庭球館

△
道
路
境
界
線

△
道
路
境
界
線

弓道場

ひょうたん池

相撲場

▽
道
路
境
界
線

第二陸上競技場

駐車場

球技場

陸上競技場

野球場
ｵﾛﾅﾐﾝC球場

ﾎﾟｶﾘｽｴｯﾄｽﾀｼﾞｱﾑ

外野
スタンド

ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ

浄化槽建屋

内野
スタンド

法42条1項１号
(幅員16.0m)

法42条1項１号
(幅員12.9m)

法42条1項１号
(幅員16.0m)

法42条1項１号
(幅員16.0m)

1017運動公園南線

2042粟津岡崎線

県道粟津港撫養線

県道粟津港撫養線

ｼﾝﾎﾞﾙﾀﾜｰ

JR鳴門線

徳島県鳴門市撫養町立岩字四枚61

(改修)



一級建築士 一級建築士

設計者 検証者法適合確認欄

設備設計一級建築士

第384579号

17992

第286776号

渡邉　和幸

第6211号

浅山　明 寺田　庄作

設計番号

浅山　明 西山　浩司

特　記

一級建築士事務所登録　大阪（ワ）第３２３４号

徳島県東部県士整備局＜徳島＞
●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

R7徳土　鳴門総合運動公園　鳴・撫養立岩　野球場スコアボード改修工事

一級建築士事務所登録　徳島県知事登録第１１０５０号

MIYA Architect's Office

宮建築設計会社
株式

E-009

1 :800(A1)

1 :1600(A3)構内配電・通信線路図

汚

Ｎ

▽道路境界線

ひょうたん池

弓道場

庭球館

体育館

武道館
浄化槽建屋

球技場

駐車場

ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ

相撲場

陸上競技場
ﾎﾟｶﾘｽｴｯﾄｽﾀｼﾞｱﾑ

外野
スタンド

野球場
ｵﾛﾅﾐﾝC球場

内野
スタンド

6kV EM-CET60°　     (既設FEP80) 体育館～競技場:別途

6kV EM-CET38°       (既設FEP80)競技場～武道館:別途

体育館～競技場:別途

6kV EM-CET38°　　   (既設FEP80)競技場～武道館:別途

D 競技場～野球場:本工事

6kV EM-CET60°　     (既設FEP80)

野球場強電接地:本工事

EM-IE5.5°x2

競技場～野球場:本工事

EM-IE38°x2

EM-IE60°x2

(VE54)

既設照明塔盤6：NLL212EM-CET100°              (FEP65)

EM-CET150°             (FEP100)

EM-CET38                 (FEP50)

既設集会所盤：NLL111EM-CET100°              (FEP80)

EM-CET100°              (FEP65)

既設照明塔盤5：NLL211

既設集会所盤：NLP109

既設L-WC：NLL214

既設相撲場L-1：NLL213EM-CE8°-3C              (FEP30)

EM-CE8°-3C              (FEP30)

EM-CET150°             (FEP100) 既設照明塔盤4：NLL210

EM-CET200°             (FEP100)

既設照明塔盤3：NLL110EM-CET150°x2         (FEP100)x2

既設L-WC：NLL214

既設相撲場L-1：NLL213

既設照明塔盤4：NLL210

スコアボード：NLP204

スコアボード：NLP204

スコアボード：NLP204

既設照明塔盤3：NLL110

スコアボード：NLP204

スコアボード：NLP204

EM-CE8°-3C              (FEP30)

浄化槽制御盤：NLP202

EM-CET100°              (FEP65) 既設照明塔盤1：NLL108

既設照明塔盤2：NLL109

既設WCC盤：NLL215

EM-CET100°              (FEP65)

EM-CET150°x2         (FEP100)x2

EM-CET100°          (既設FEP65)

EM-CE8°-3C              (FEP30)

浄化槽制御盤：NLP202

EM-CET100°              (FEP65)

EM-CET100°          (既設FEP65)

EM-CE8°-3C          (既設FEP30)

浄化槽制御盤：NLP202

浄化槽制御盤：NLP202

EM-CE8°-3C          (既設FEP30)

既設照明塔盤3：NLL110

既設照明塔盤3：NLL110

既設照明塔盤1：NLL108

既設照明塔盤2：NLL109

既設照明塔盤2：NLL109

既設照明塔盤6：NLL212

既設照明塔盤5：NLL211

既設照明塔盤3：NLL110

既設相撲場L-1：NLL213

既設照明塔盤4：NLL210

既設L-WC：NLL214

既設相撲場L-1：NLL213

既設集会所盤：NLP109

既設集会所盤：NLL111

既設L-WC：NLL214

既設WCC盤：NLL215

既設WCC盤：NLL215

既設WCC盤：NLL215

既設照明塔盤4：NLL210

EM-CET200°             (FEP100)

EM-CET200°             (FEP100)

EM-CET200°             (FEP100)

EM-CET200°             (FEP100)

EM-CET150°x2         (FEP100)x2

EM-CET150°x2         (FEP100)x2

EM-CET150°x2         (FEP100)x2

スコアボード内
太陽光パワーコンディショナ

EM-CET60°IE5.5°        (FEP65)

EM-CET60°IE5.5°        (FEP65)

EM-CET60°IE5.5°        (FEP65)

EM-CET60°IE5.5°        (FEP65)

EM-CET60°IE5.5°        (FEP65)

EM-KPEE-S1.25°-2P       (FEP30)

EM-KPEE-S1.25°-2P       (FEP30)

スコアボード内
太陽光パワーコンディショナ

EM-KPEE-S1.25°-2P       (FEP30)

スコアボード内
太陽光パワーコンディショナ

EM-KPEE-S1.25°-2P       (FEP30)

スコアボード内
太陽光パワーコンディショナ

EM-KPEE-S1.25°-2P       (FEP30)

スコアボード内
太陽光パワーコンディショナ

6kV EM-CET38°　　　 (既設FEP80)

既設集会所盤：NLL111

既設集会所盤：NLP109

EM-S-7C-FB　　　　　　 　(FEP30)

電話用(内予備1)

空配管　　　　　　　　 (FEP65)x2 情報用(内予備1)

CATV用

空配管　　　　　　　　 (FEP65)x3

EM-CPEE0.9-1P　　　　　　(FEP30) 緊急遮断弁作動警報

EM-CEE2°-2C+3C+5C　　　 (FEP40) 受水槽･緊急遮断弁～PU-2

EM-CPEE0.9-1P　　　　　　(FEP30) 緊急遮断弁作動警報

受水槽･緊急遮断弁～PU-2EM-CEE2°-3C+5C　　　    (FEP40)

EM-CEE2°-2C      　　　 (FEP30)緊急遮断弁～PU-2/緊急停止

EM-CEE2°-2C      　　　 (FEP30)緊急遮断弁～PU-2/緊急停止

EM-HP1.2-2C 　　　　　 　(FEP30) 自火報受信機外部出力

EM-HP1.2-2C 　　　　　 　(FEP30) 自火報受信機外部出力

EM-HP1.2-2C 自火報受信機外部出力

EM-IE5.5°x2

EM-IE14°x3
(VE28) 野球場通信接地:本工事

EM-CET100°              (FEP80)

EM-CET38                 (FEP50)

EM-CE8°-3C              (FEP30)

EM-CE8°-3C              (FEP30)

EM-CET150°             (FEP100)

EM-CET150°x2         (FEP100)x2

EM-CET150°             (FEP100)

EM-CE8°-3C              (FEP30)

EM-CE8°-3C              (FEP30)

EM-CET150°             (FEP100)

EM-CET150°x2         (FEP100)x2

EM-CET150°             (FEP100)

EM-CE8°-3C              (FEP30)

EM-CET150°x2         (FEP100)x2

EM-CET150°x2         (FEP100)x2

6kV EM-CET38°　　　 (既設FEP80)

既設集会所盤：NLL111

既設集会所盤：NLP109EM-CET38                 (FEP50)

EM-CET100°              (FEP80)

既設相撲場L-1：NLL213EM-CE8°-3C              (FEP30)

EM-CET100°          (既設FEP80)

EM-CET38             (既設FEP50)

EM-CE8°-3C          (既設FEP30)

60°

60°

38° 38°

5.5°5.5°

A

15

15

A

A

Ep Ec

Ec
(音響)

ED
(弱電)

EA
(通信)

5.5°5.5°

14° 14°14°

15A

15

A

15A

駐車場

AA

BB

CC

EE

FF

GG

HH

II

JJ

KK

LL

MM

NN

OO

PP

QQ

RR

SS

TT

UU

VV

WW

XX

YY

aa

bb

cc

ZZ

Z'Z'

J'J'

N'N'

配線のみ本工事とする

体育館QB

武道館QB

陸上競技場QB

ED Eo Eo

ED
(ELB)

EA,C,DEB

AA

AA

BB

CC

DD

EE

BB

AA

DD

既設集会所盤

既設相撲場L-1

既設L-WC

既設WCC盤

既設照明塔盤6に接続

既設照明塔盤5に接続

既設照明塔盤3に接続

既設照明塔盤2に接続

既設照明塔盤1に接続

至ﾙ
野球場QB

至ﾙ
野球場QB、
中央監視設備

ﾋﾟｯﾄ階・1階平面図

既設照明塔盤4に接続

浄化槽制御盤

FF

GGHH

II

KK

LL

MM

NN

OO

QQ

SS

TT

UU

VV

WW

XX

PP

至ﾙ
野球場QB

RR

JJ

J'J'

N'N'

YY

宿直室火報受信機15L(既存)に接続

ZZ

ZZ

Z'Z'

F5

F33P

5P

電磁弁(空調工事)

EM-CEE2°-5C(G28)

EM-CEE2°-3C(G22)

EM-CEE2°-3C(G22)

aa

bb

cc

cc

cc

cc

cc

特記なき記号は下記による。

記　号 名　称

制御盤

引込柱

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既設)

備考

凡　例

キュービクル

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(新設) 900x900x900(重耐20t化粧蓋付)

別途制御盤

ﾌﾛｰﾄﾚｽｽｲｯﾁnP

電極棒nP

衛生設備支給取付本工事

衛生設備支給取付本工事nP

Fn

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(新設) 1500x1500x1500(重耐20t化粧蓋付)

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(新設) 900x900x900(ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ用化粧鉄蓋)

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(新設) 1500x1500x1500(ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ用化粧鉄蓋)

枠組本足場を設置
(H=16,000 L=23,800)



商用系統の事故の場合は、商用系統が復旧すれば設定時間後、手動で

に商用系統との連系接続を解列し確実に停止します。

交流系統に事故が発生した場合やパワーコンディショナ故障時は、速やか

太陽電池出力監視による発電装置自動停止後の復帰は時限を採って行い、

を対象とします。日中発電時に日射不足により給電不能となる場合は自動的

太陽光発電システムによる負荷への電力供給は、原則として日中発電時のみ

太陽電池の出力を監視し、設定値以下になると自動的に運転を停止します。

6

5

再投入して運転を再開します。

2

3

4

を自動的に起動します。

不要な高頻度のポンピング（ON／OFF動作）を避けます。

に運転を停止させます。

太陽電池は太陽からの日射を受けると直流電力を発生し、これをパワーコンディショ

パワーコンディショナは、この直流電力を並列する商用電源の電圧、周波数、位相

と同期した交流電力に変換し、対象とする負荷へ電力を供給します。

運転データ等は、計測監視装置により収集します。

連系保護装置等により、パワーコンディショナ及び系統の異常時には連系を

パワーコンディショナは、下記の通り運転を行うものとします。

太陽電池の動作特性を監視し、設定値に達するとパワーコンディショナ

4

1

遮断します。

2.3 運転方式

1

2

3

太陽電池発電所

R7徳土　鳴門総合運動公園　鳴・撫養立岩　野球場スコアボード改修工事

高圧一般配電線（三相３線、6.6kV、60Hz）

ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ容量　 10kW×1台

続箱機能、連系保護装置含む）、計測監視装置及び表示装置等より構成します。

本システムは、太陽電池モジュール、太陽電池用架台、パワーコンディショナ（接

太陽電池容量　　　11.85kW　以上

2.2 システム構成

：

：

：

：

名称

2.1 設備の概要

連系する電力系統

発電設備の種類

設備容量

2. システム概要

3.3 パワーコンディショナ

1.1 適用範囲

および検出場所を表－１に示します。

（高圧連系）

系統連系用太陽光発電設備工事について適用する。

本仕様書は、R7徳土　鳴門総合運動公園　鳴・撫養立岩　野球場スコアボード改修工事の内

1.3 適用規格･法規等

徳島県鳴門市撫養町立岩四枚61番地

1.2 納入場所

構造

外形寸法

3.2 架台

強度

材質

: 関係法規に基づき必要な強度を有するものとします。

: アルミ押出型材

: 壁面用

: 別途図面参照

太陽光発電設備設置工事 特記仕様書

1. 一般事項 2.4 系統連系保護方式

動作確認試験

注）　現地試験は省略し、工場試験成績書にて承認とする。

外観・構造試験

絶縁耐圧試験

絶縁抵抗試験

保護装置特性

注

注

注

注

注

試運転・完成検査項目は、下表に示す通りとします。

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ
太陽電池

配線計測監視ﾊﾟﾜｰ
装置 ｹｰﾌﾞﾙ表示装置

（１）太陽電池架台用の基礎工事

4.3 工事範囲外

5. 試運転・完成検査項目

（１）納入機器のC種及びD種接地工事

（１）据付工事

納入機器の据付工事

4.2 接地用配線工事

4.1 据付、配線工事

4. 工事範囲

3.6 気温計

電気設備技術基準の解釈第229条の規定による保護継電器の種類・設置相数

本システムにおける連系保護装置は、電気設備技術基準に沿って設置するものとします。

: ＤＣ０～６５０Ｖ入力電圧範囲

出力電圧 : 三相３線 Ｖ相接地 ＡＣ２０２Ｖ ６０Ｈｚ

: １０ｋＷ容量

種類 : 系統連系パワーコンディショナ（屋内壁掛形）

　　・日射量

　　・パワーコンディショナ出力電力

　　・太陽電池出力電力

納入機器は表－３に示す通りとします。

2.6 納入機器範囲

　　・気温

データ格納項　　目 測定点数

 １点

 １点

 １点

 １点

表示内容

電源電圧

外形寸法

構造

: 発電電力、発電電力量　他

: ＡＣ１００Ｖ

: 別途図面参照

: 屋内壁掛形

納入機器の配線工事

（２）配線工事

ナ（接続箱機能）で集電します。

※　パワーコンディショナ台数分の合計値とします。

※

※

検出場所設置相数

零相回路(OVGR)

表－１

受電盤内に設置(別途工事)1 地絡過電圧継電器

保護継電器の種類

1相

3相

1相

1相

(OVR)

(UVR)

(UFR)

(OFR)

-(受動・能動)

パワーコンディショナ内

2

3

4

5

過電圧継電器

不足電圧継電器

周波数上昇継電器

周波数低下継電器

6 単独運転検出機能

数量

32枚

表－３

仕  様

単結晶太陽電池

1式

1台10kW

備   考

1式

1台

1台

1式

測温抵抗体

ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ､他一式

1.

No.

太陽電池架台2.

3.

機  器  名

計測監視装置

日射計5.

6.

ディスプレイ表示装置

気温計

7.

4.

太陽電池モジュール

パワーコンディショナ

引渡し後１年以内に設計もしくは製作不良、その他工事者の責任に帰すべき不都合が発生した場合は、

速やかにこれを無償で修理、または、良品と交換するものとします。

なお、上記保証期間を経過した後に、機器製作不良等工事者の責に帰すると判断される原因により

事故が生じた場合、その修理・取替に要する費用については、協議の上決定するものとします。

本工事の設計・施工に当たっては、下記の法令・規格等に基づくものとします。

(4) 電気事業法

(2) 労働安全衛生法

1.4 保証条件

: １式

: １組

: １式

: １組

: ６秒

: １分

2.5 データ計測方式2.5 データ計測方式

１ 使用機器

　　・気温計

　　・日射計

を構築します。

本システムにおけるデータ計測に当たっては、１ に示す機器により、

２ に示す条件で、 ３ に示すデータを自動的に収集し、パーソナル

コンピュータ内に１時間データを蓄積し、抽出できる計測システム

　　・パーソナルコンピュータ

　　・データ検出用機器及び信号変換器

　　・測定周期

　　・演算周期

２ 測定周期、演算周期

３ データ収集項目

3.7 ディスプレイ表示装置

: 別途図面参照

: 太陽電池架台近辺に設置

外形寸法

設置場所

: 測温抵抗体

: Ｐｔ１００Ω

種類

センサー

3. 機器仕様

表－４

項目
区分 モジュール出力

2

最大出力動作電流

: モジュール温度 25℃

短絡電流

開放電圧

最大出力動作電圧

最大出力

条件  : 日射強度 AM1.5  1kW/m

外形寸法  :  図面参照

出力特性  :  表－４参照

容量　　  :  11.85kW

種類      :  単結晶シリコン太陽電池

太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙを15直列2並列＋ダミー2枚にて使用するものとします。

3.1 太陽電池

13.82 A

(1) 労働基準法

(3) 建築基準法

(8) 電力品質確保に係る

(9) 日本産業規格（JIS）

(10) 日本電機工業会標準規格（JEM）

(11) 日本電気規格調査会標準規格（JEC）

(12) 日本電線工業会規格（JCS）

(13) 内線規定

(6) 消防関係法規

　　　　　系統連系技術要件ガイドライン

(14) 系統連系規定

(5) 電気工事士法

(７) 電気設備技術基準

表－２

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ

表－５

12.94 A

36.97 V

30.55 V

395Wmin-3％

: 傾斜面日射量

: 太陽電池架台近辺に設置

: ＩＳＯ　Ｓｅｃｏｎｄ Ｃｌａｓｓ 相当とします。

対象 

設置場所

計測精度

3.5 日射計

: ９７％電力変換効率

: 最大出力追従制御制御方式

: ０．９５以上

交流電流ひずみ率

出力基本波力率

: 総合５％以下　各次３％以下

: ｢２．３ 運転方式｣ によるものとします。

: 表示項目（切替式）

    ・交流電力量

: マンセル５Ｙ７／１近似色

: 別途図面参照

計測機能

保護機能

運転/停止

周囲条件

塗装色

外形寸法

    ・交流電圧　・交流電流　・交流電力

    ・直流電圧　・直流電流　・直流電力

: ｢２．４ 系統連系保護方式｣ によるものとします。

設置場所

3.4 計測監視装置

使用機器 : パーソナルコンピュータ、他一式

: 屋内

電源電圧 : ＡＣ１００Ｖ

接続箱機能 : 回路数 ； 入力4回路

  　　　　 　 配線用しゃ断器・誘導雷保護器（ZNR）

: 収納機器 ； 入力回路断路端子及び逆流防止ダイオード

: 周囲温度 －１０℃～５０℃、相対湿度１０～ ９５％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（結露なし）

自立出力 : 単相２線１００Ｖ ３．０kVA 

壁面用

防眩仕様 うち2枚ﾀﾞﾐｰ

防眩仕様

耐風圧条件：徳島県鳴門市、地表面祖度区分　Ⅲ、基準風速　36m/s

正圧 2,282Pa、負圧 -1,237Pa、隅角部負圧 -1,512Pa

モジュール風圧性能が記載された製品仕様書を設計者へ提出、承認をとるものとする

1.5 その他

機器仕様にある寸法及び重量等が特定メーカーを指定するものではない。異なる数値がある場合は、

監督員に一覧表を作成の上で協議を行い、承認を得ること。

(注)仕様書と異なる箇所については監督員の承認により変更を可能とする。
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1 : NS(A1)

1 : NS(A3)太陽光発電設備　特記仕様書



日射計(参考)
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太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ(参考)

単位:mm
質量:25.4kg

計測監視装置(参考)

単位:mm

注) ﾊﾟｿｺﾝ､ﾓﾆﾀ､UPSの外形図は参考とします｡
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側面図正面図
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ﾏｳｽﾃｰﾌﾞﾙ

ﾊﾟｿｺﾝﾗｯｸ
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無停電電源装置(UPS)

ｼﾘｱﾙ通信変換器

液晶ﾓﾆﾀ

ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ本体

質量:約48kg
単位:mm

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ表示装置(参考)
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59
0

76
0

5
2
055
0

1 5

4
7
0

22
0

5
2

2
5

8 9
(
3
5

)

5 2
(
2
2
0

)

1 5

47
.6

39
4

2
2
2

42
2

70
0

1134

1
7
2
2

1
4
0
0

1084

(-
)

(+
)

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

3
5

9
7
0

一級建築士 一級建築士

設計者 検証者法適合確認欄

設備設計一級建築士

第384579号

17992

第286776号

渡邉　和幸

第6211号

浅山　明 寺田　庄作

設計番号

浅山　明 西山　浩司

特　記

一級建築士事務所登録　大阪（ワ）第３２３４号

徳島県東部県士整備局＜徳島＞
●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

R7徳土　鳴門総合運動公園　鳴・撫養立岩　野球場スコアボード改修工事

一級建築士事務所登録　徳島県知事登録第１１０５０号

MIYA Architect's Office

宮建築設計会社
株式

E-019

1 : NS(A1)

1 : NS(A3)太陽光発電設備　機器姿図



一級建築士 一級建築士

設計者 検証者法適合確認欄

設備設計一級建築士

第384579号

17992

第286776号

渡邉　和幸

第6211号

浅山　明 寺田　庄作

設計番号

浅山　明 西山　浩司

特　記

一級建築士事務所登録　大阪（ワ）第３２３４号

徳島県東部県士整備局＜徳島＞
●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

R7徳土　鳴門総合運動公園　鳴・撫養立岩　野球場スコアボード改修工事

一級建築士事務所登録　徳島県知事登録第１１０５０号

MIYA Architect's Office

宮建築設計会社
株式
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1 : 50(A1)

1 :100(A3)太陽光発電設備 ｼｽﾃﾑ系統図･機器配置図
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(野球場２階　電気室) (野球場１階　事務室) (スコアボード)

配線のみ本工事とし
配管は別途電気工事とする。
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システム系統図 機器配置図（Ｓ＝１／５０）

計測監視装置

表示装置
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1 : 50(A1)

1 :100(A3)太陽光発電設備　平面図
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特記なき記号は下記による。

記　号 名　称

日射計

備考

TH 気温計

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ
200x200x100

凡例

防湿防雨型
WP

ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ
(ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ内に設置)

WP WP WP

付属ｹｰﾌﾞﾙ

EM-PECC4°-1Cx2(G16)

EM-PECC4°-1Cx2(G16)

EM-PECC4°-1Cx2x2(G22)

EM-PECC4°-1Cx2(G16)
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E-022

1 : 20(A1)

1 : 40(A3)太陽光発電設備 パネル取付参考図
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詳細図02参照

詳細図01参照
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0

モジュール上部ピース（2型）
L=70 A6N01S-T5

モジュール下部ピース（2型）
L=70 A6N01S-T5

六角ボルト M12×50（どぶめっき）
勾配W、W、SW、N（どぶめっき）

縦鉄骨下地
[-125×65×6×8

（太陽光発電設備工事）

（太陽光発電設備工事）
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（注）寸法は参考とする。
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「配管配線凡例」

凡例

記　号 名　称

電灯分電盤

動力制御盤

備　　考

立上げ、引下げ

床隠蔽配管配線

天井内コロガシ配線

露出配管配線

地中配管配線

別途制御盤

ケーブルラック

注記

1.特記なき配管配線は下記による｡

　　　　　　：(Wx100)×(Dx100)×(Hx100)  (WP:屋外形SUS製)WDH

EM-EEF2.0-3C(1CE)   天井内､保護部分は(PF22)又(E25)

  ･幹線部の配線ｻｲｽﾞは幹線ﾌﾞﾛｯｸ結線図参照とする｡

   その他のﾌﾞﾛｯｸ又はｺﾝｸﾘｰﾄ壁を貫通する部分は､配管で保護する｡

送風機

空調室内機

全熱交換器

壁付ｺﾝｾﾝﾄ

空調室外機

3P15A+E付

プルボックス

排風機

  ･二重天井内ｹｰﾌﾞﾙ配線の壁引下げは､壁内保護管に収める｡

  ･ｹｰﾌﾞﾙ配線の防火区画貫通部は､金属管又は防火処置材を使用して施工する｡

  (1)1φ空調室内機･空調換気扇等  

     図中記入なき配管配線は､下記による。

EM-EEF2.0-3C(1CE)   (PF22)

EM-EEF2.0-3C(1CE)   屋内(E25)屋外(G28)

EM-EEF2.0-3Cx2(1CE) 屋内(E31)屋外(G28)

     動力制御盤負荷表による。

  (2)3φ動力

2.屋内ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸは溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板製ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装仕上(ZM)とし､屋外は(Z35)を使用する。

  ･特記なきｻｲｽﾞは幹線系統図参照とする。

  ･ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸは幹線動力設備工事とする。

3.特記なきﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽｻｲｽﾞは200x200x100とし､その他は下記の通りとする｡

Ｓ 手元開閉器

4.PD-1:3.7kWx2,PD-2:3.7kWx2,PD-3:0.75kWx2とする。

EM-CEE3.5°-2C+3C　 屋内(E39)屋外(G36)3.5
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ｴｱｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ用
3φ200V1.5kW

3φ200V
17.3kW

F:(0.27x2)x2kW
C:6.88x2kW
100.0A

3φ200V
1.27kW

FE1-31と連動
ﾀｲﾏｰ発停

3φ200V
1.27kW

FS1-20と連動

1φ100V
0.48kW

FS1-19と連動
24h

3φ200V
7.33kW
F:0.27x2kW
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39.0A

3φ200V
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30.0A

3φ200V
20.7kW

F:(0.27x2)x3kW
C:19.23kW
108.0A

3φ200V
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F:(0.27x2)+0.46kW
C:9.08kW
60.0A

3φ200V
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F:(0.27x2)x2kW
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69.0A

1φ200V
0.212kW
F:0.350kW

1φ100V
0.48kW

FE1-30と連動
24h

3φ200V
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F:(0.27x2)+0.46kW
C:9.08kW
60.0A

1φ200V
0.04kW
F:0.046kW

1φ200V
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F:0.350kW

3φ200V
0.57kW

FE-1-27と連動
ﾀｲﾏｰ発停

1φ100V
0.48kW

FE-1-25と連動
24h

1φ100V
0.48kW

FE-1-26と連動
ﾀｲﾏｰ発停

1φ100V
0.48kW

FS-1-15と連動

3φ200V
0.57kW

FS-1-16と連動

3φ200V
5.42kW
F:0.27x2kW
C:4.64kW
30.0A

3φ200V
2.3kW

F:0.11+0.11kW
C:1.79kW
23.9A

1φ100V
0.20kW

FS-1-17と連動
24h

1φ100V
0.25kW

1φ100V
0.48kW

FS-1-18と連動
24h

1φ100V
0.20kW

1φ100V
0.25kW

1φ
0.1φ100V

0.15kW

1φ200V
0.043kW
F:0.053kW

1φ200V
0.043kW
F:0.053kW
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0.15kW
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1φ100V
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1φ100V
72Wx3
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54W
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φ100V
0.48kW

FS-1-15と連動

3φ200V
0.57kW

FS-1-16と連動

3φ200V
5.42kW
F:0.27x2kW
C:4.64kW
30.0A

3φ200V
2.3kW

F:0.11+0.11kW
C:1.79kW
23.9A

1φ100V
0.20kW

FS-1-17と連動
24h

1φ100V
0.25kW

1φ100V
0.48kW

FS-1-18と連動
24h

1φ100V
0.20kW

FE-1-28と連動
24h

1φ100V
0.25kW

1φ100V
0.09kW

1φ100V
0.25kW

FS-1-13と連動
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FS-1-12と連動
1φ100V
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0.10kW
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0.10kW

1φ200V
0.028kW
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0.072kW
F:0.053kW
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0.031kW
F:0.046kW
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0.028kW
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0.25kW

FE-1-21と連動1φ100V
0.25kW

FE-1-19と連動

1φ100V
0.15kW

1φ100V
0.24kW

1φ200V
0.037kW
F:0.053kW

1φ200V
0.031kW
F:0.046kW

1φ200V
0.186kW
F:0.350kW

1φ100V
0.24kW

1φ100V
0.20kW

FS-1-11と連動
ﾀｲﾏｰ発停

1φ100V
0.20kW

FE-1-14と連動
ﾀｲﾏｰ発停

1φ200V
0.043kW
F:0.053kW

1φ200V
0.037kW
F:0.053kW

1φ100V
0.10kW

1φ100V
0.08kW

1φ200V
0.043kW
F:0.053kW

1φ200V
0.072kW
F:0.053kW

1φ100V
0.10kW

1φ100V
0.13kW

FE-1-13と連動
ﾀｲﾏｰ発停

1φ100V
0.25kW

FE-1-11と連動

1φ100V
0.13kW

FS-1-10と連動
ﾀｲﾏｰ発停

1φ100V
0.10kW

1φ100V
0.09kW

1φ100V
0.25kW

FS-1-9と連動

3φ200V
2.3kW

F:0.11+0.11kW
C:1.79kW
23.9A

1φ100V
0.09kW

1φ200V
0.028kW
F:0.053kW

1φ100V
0.20kW

1φ100V
0.25kW

FE-1-9と連動

1φ100V
0.20kW

FE-1-4と連動
24h

1φ100V
0.25kW

FS-1-8と連動
1φ100V
0.25kW

1φ100V
0.20kW

FS-1-4と連動
24h

3φ200V
8.66kW
F:0.27x2kW
C:8.53kW
45.0A

1φ100V
0.48kW

FS-1-3と連動
24h

3φ200V
0.15kW

1φ100V
0.08kW

1φ200V
0.043kW
F:0.050kW

1φ200V
0.031kW
F:0.046kW

1φ200V
0.072kW
F:0.053kW

1φ100V
0.15kW

1φ100V
0.10kW

1φ200V
0.072kW
F:0.053kW

1φ200V
0.072kW
F:0.053kW

1φ100V
0.10kW

1φ100V
0.08kW1φ100V

0.15kW

1φ200V
0.043kW
F:0.053kW

1φ200V
0.043kW
F:0.053kW

1φ100V
0.15kW

1φ200V
0.078kW
F:0.350kW

1φ100V
0.10kW

1φ100V
0.10kW

1φ100V
0.15kW

1φ200V
0.086kW
F:0.053kW

1φ100V
0.08kW3φ200V

0.15kW

1φ200V
0.028kW
F:0.053kW

1φ200V
0.037kW
F:0.053kW

1φ200V
0.546kW
F:0.270kW

1φ100V
0.02kW

1φ100V
0.24kW

1φ200V
0.043kW
F:0.053kW

1φ200V
2.0kW

1φ200V
0.6kW

3φ200V
7.5kWx5

1φ100V
72Wx3

1φ100V
54W

1φ100V
72Wx3

1φ200V
0.6kW

1φ200V
0.6kW

1φ200V
2.0kW

1φ200V
0.031kW
F:0.046kW

1φ200V
0.072kW
F:0.053kW

1φ200V
0.217kW
F:0.106kW

100V
kW
と連動

1φ100V
0.04kW

1φ100V
0.09kW

1φ100V
0.09kW

FE-1-23と連動

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｍ

L-1NL-1

L-1NL-2

L-1NL-3

P-1NL-1

L-1NR-1

L-1NR-2

L-1NR-4

L-1NR-3

P-1NR-1

PD-3制御盤4

PD-3制御盤16

PD-3制御盤5

PD-3制御盤6

PD-3制御盤7

PD-3

PD-3制御盤14

PD-3制御盤15

PD-1制御盤

放送室分電盤

記者室（西側）

記者室（東側）

キーパー室

来賓室
本部役員室1

本部役員室2

放送ﾌﾞｰｽ

放送･記録室審判員室

ローカー室（L)1

ローカー室（L)2

マッサージ室（L)

多目的更衣室

監督室（L)

コーチ室（L)

応接室

マッサージ室（R)

ローカー室（R)2

ローカー室（R)2

監督室（R)

コーチ室（R)

控室

会議室

廊下（L)2
（選手）

廊下（R)2
（選手）

廊下(役員)

多目的室１

多目的室２

廊下(役員)

放送･記録室

キーパー室

記者室（東側）

記者室（西側）

来賓室
本部役員室1

本部役員室２

記録室

放送室

審判員室

マッサージ室（R)

医務室
GAC

監督室（R)

コーチ室（R)

控室

会議室

多目的室１

多目的室２

事務室
GAC

監督室（L)

コーチ室（L)

マッサージ室（L)

屋内ブルペン（R)廊下（R）1選手ロッカー室（R)2
選手用WC（R)

シャワーコーナー
(Ｒ)1

ロッカー室（R)1 シャワーコーナー
(Ｒ)2

倉庫１

倉庫２

湯沸室

多目的更衣室
・シャワー

シャワーコーナー
（Ｌ）1

ローカー室（L)1

ローカー室（L)2

倉庫（L)消火ポンプ室

選手用WC（L)屋内ブルペン（L)素振りスペース（L)

廊下（L）2選手
素振りスペース（L)

ローカー室（L)2

ローカー室（L)1

倉庫１

倉庫２

ロッカー室（R)2

ロッカー室（R)2

廊下(R)１(選手)

廊下（R)2
（選手）

応接室

シャワーコーナー
（Ｌ）2

ダグアウト（L)

ダグアウト（R)

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

ｼｬﾜｰｺｰﾅｰ
(多目的更衣室)

汚水槽
点検ｽﾍﾟｰｽ

多目的更衣室･
ｼｬﾜｰ

エントランスホール

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ

エントランスホール

医務室
GAC

放送･記録室事務室
GAC

３階バックネット裏

多目的室１(GAC)

湯沸室(GAC)

医務室(GAC)

 ガス給湯器         
(多目的更衣室、SW用)

ガス給湯器 
(SW3,SW4用)

ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤

ガス給湯器 
(SW1,SW2用)

事務室(GAC)

多目的室２(GAC)

1φ200V
0.031kW
F:0.046kW

1φ200V
0.043kW
F:0.050kW

F1F1

F2F2

F3F3

F3F3

ELCB3P
30A

ELCB3P
30A

22 33

44

55 66

G1G1

F4F4

F1F1

F2F2

F3F3

F4F4

F1F1

F2F2

F3F3

F4F4

F6F6
F7F7

F5F5

F1F1

F1F1

F2F2

F3F3

F1F1

F2F2

F4F4

F3F3

F4F4

F1F1

F2F2

F3F3

F1F1

F2F2

F3F3

F4F4

F5F5

F6F6

G1G1

F1F1

11 2233

F1F1 F2F2

F3F3

99

ELCB2P
15A

ELCB2P
15A

99
88

1010
F2F2

F1F1

F2F2

F2F2

F3F3

F4F4

F3F3

F4F4

F6F6

F1F1
F5F5

F6F6

F3F3

F5F5

F9F9

G2G2

G3G3

G4G4

G5G5

F2F2

F1F1

F1F1

F2F2

P-1NL-1へ

G7G7

G8G8

G9G9

P-1NL-1へ

G4G4

P-1NR-1へ

P-1NR-1へ

G3G3

P-1NR-1へ

G2G2

G5G5

G7G7

P-1NR-1へ

G8G8

P-1NR-1へ

F7F7

F5F5

F8F8

1010

P-1NL-1へ

1111

P-1NR-1へ

太陽光計測監視装置

太陽光表示装置

UTP-0.5(CAT5)x4P(PF22)

EM-KPEE-S1.25°-2P(E19)
(太陽光ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ～計測監視装置)

EM-KPEE-S1.25°-2P(E19)
(太陽光ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ～計測監視装置)

L17

L11

L6

K4

K1

L1 R1

R6

R11

R17

A2 A2

A3
A3

A4 A4

A5
A5

A6

A1 A1

Key Plan

一級建築士 一級建築士

設計者 検証者法適合確認欄

設備設計一級建築士

第384579号

17992

第286776号

渡邉　和幸

第6211号

浅山　明 寺田　庄作

設計番号

浅山　明 西山　浩司

特　記

一級建築士事務所登録　大阪（ワ）第３２３４号

徳島県東部県士整備局＜徳島＞
●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

R7徳土　鳴門総合運動公園　鳴・撫養立岩　野球場スコアボード改修工事

一級建築士事務所登録　徳島県知事登録第１１０５０号

MIYA Architect's Office

宮建築設計会社
株式

E-035

1 : 200(A1)

1 : 400(A3)

N

幹線・動力設備　1階平面図（２）



L9

L10

L11

L12

L13

L14

L15

L16

L17

A6

2.4°

2.4°

2.4°

2.4°

2.4°

2.4°

2.4°

2.4°

2.4°

2.4°

EM-FPT200°x2
EM-CE3.5°-2C
EM-IE38°
EM-CEE2-2Cx2                 

1F天井へ立下げ

3φ200V
0.81kW

FE-2-20と連動

3φ200V
0.57kW

FS-2-6と連動

1φ100V
0.25kW

FS-2-7と連動

1φ100V
0.25kW

FS-2-21と連動

1φ100V
0.35kW

FS-2-19と連動

1φ100V
0.16kW

FS-2-5と連動

1φ100V
0.07kW

1φ100V
0.48kW

3φ200V
F:4.99kW
100A

EX
P.
J

発電機室

電気室

PS

HCWC（L)2

WWC２

MWC２

PS

MWC（L)2

燃料小出槽室

PS

PS

PS

PS

WWC(L)2

ボマトリー(L)

ロワースタンド(L)

コンコース(L)

ロワースタンド

屋外階段(L)2

屋外階段(L)1

UP

ACP

2-2-1× 2

FE

2-17

FE

2-19

FE

2-20

FE

2-21

FS

2-2× 2

FS

2-6

FS

2-7

FS

2-5

3550

8800

9000
3000
0

受変電～発電装置
P-2NL-1

G4G4
G3G3

G1G1G2G2

F1F1

F1F1

F2F2

F2F2

L-2NL-2

電気室
GAC

フリースペース（L)

電気室
GAC

発電機室
GAC

燃料小出槽室
GAC

通路(西側)・廊下2

発電機室
GAC

電気室
GAC

燃料小出槽室
GAC

F3F3

L17

L11

L6

K4

K1

L1 R1

R6

R11

R17

A2 A2

A3
A3

A4 A4

A5
A5

A6

A1 A1

Key Plan

一級建築士 一級建築士

設計者 検証者法適合確認欄

設備設計一級建築士

第384579号

17992

第286776号

渡邉　和幸

第6211号

浅山　明 寺田　庄作

設計番号

浅山　明 西山　浩司

特　記

一級建築士事務所登録　大阪（ワ）第３２３４号

徳島県東部県士整備局＜徳島＞
●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

R7徳土　鳴門総合運動公園　鳴・撫養立岩　野球場スコアボード改修工事

一級建築士事務所登録　徳島県知事登録第１１０５０号

MIYA Architect's Office

宮建築設計会社
株式

E-037

1 : 200(A1)

1 : 400(A3)

N

幹線・動力設備　2階平面図（１）



形式(1)

(5)

(4)機器構成(参考)

塗装色

(2)

(3)

塗装

機能

屋内自立型

ﾒｰｶｰ標準屋内塗装

ﾒｰｶｰ標準仕様

光成端箱

光信号変換器

LEDｺﾝﾄﾛｰﾗ(運用/予備)

外線端子ﾊﾟﾈﾙ

電源制御器

電源操作ﾊﾟﾈﾙ

 ｽｺｱ操作装置､判定･投球数操作盤からの信号を

 受け､光信号変換器にて光信号に変換し､ 光成端箱にてﾒｲﾝ

 ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞに表示信号を送信する｡

 ｻﾌﾞｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞへﾁｰﾑ名､合計得点､球速､現存回､BSOHEFc等の信号を送信する｡

 電源操作ﾊﾟﾈﾙにて､ﾒｲﾝｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ･ｻﾌﾞｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞの

 電源入/切操作が可能とする｡

入力電源(6) 1φ2W AC100V 1kVA (1系統)

形式

操作機能

構成

屋内卓上型

･ﾊﾟｿｺﾝ本体,ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ,ﾏｳｽ

･液晶ﾓﾆﾀｰ 18型 以上

  OS

  ﾒﾓﾘ

  記憶装置/容量

  ﾁｰﾑ名､守備位置､選手名の登録･表示

8GB 以上

SSDまたはHDD / 500GB 以上

Windouws 10R

   ※登録数は300ﾁｰﾑ以上､100名以上/1ﾁｰﾑ

  審判名の登録･表示 ※登録数は100名以上

  個人成績(打数､安打数､ﾎｰﾑﾗﾝ数)登録･表示

  攻撃側判別･打順･得点･ﾋｯﾄ数･ｴﾗｰ数表示操作

  BSO･HEFc表示操作 ※判定･投球数操作盤のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ

1台

1式

1式

1台

 ﾒｲﾝｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ用LEDｺﾝﾄﾛｰﾗは､運用実数を予備として実装し二重化

1.概 要
　本ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑは､ﾌﾙｶﾗｰLED素子によるﾌﾘｰﾊﾟﾀｰﾝ表示部と、判定表示用の表示信号灯およびｱﾅﾛｸﾞ式塔時計

により構成され､野球競技のﾁｰﾑ名・得点・選手名・審判名及び球速表示が行えるものとし､各種ﾒｯｾｰｼﾞ･静止

画･動画映像がｶﾗｰで表示可能なものとする｡

  また､本ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞは野球競技表示機能に加え､災害時には､映像･文字表示が行うことができ､各種ｲﾍﾞﾝﾄ対応

等､多目的な活用も可能な設備とする｡

(1)

2.特記事項

完成後の保守点検を考慮し､表示素子はｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ背面より交換できる構造とする｡

本工事で使用する機器･材料は､設置場所に適した防水･防塵対策を考慮するものとする｡(2)

(3)制御ｼｽﾃﾑは動作が安定的で操作が容易なものとし､試合の運営に支障のない処理機能を有すること｡

(5)

(4)機器設置後は､十分な調整･試運転をした後に引き渡すこと｡

各機器の取扱説明会を行い､操作方法を関係者に周知させること｡

3.ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ仕様

3-1 機器構成

1)ﾌﾙｶﾗｰLED表示部

2)

3)

判定表示盤(BSO)

4)

5)

塔時計調針器/GPSｱﾝﾃﾅ6) 1式

1台

1式

13)

12)

公式記録操作盤

機器仕様3-2

ﾌﾙｶﾗｰLED表示部1)

(ﾒｲﾝｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ機器)

(7)

(13)

(12)

(8)

(9)

(11)

(2)

(6)

(5)

(3)

(4)

(1)

表示面寸法

表示面積

表示素子/画素構成

ﾄﾞｯﾄﾋﾟｯﾁ

表示画素数

表示画面輝度

表示階調

素子寿命

視認角度

輝度調整

入力電源

消費電力

横17,920mm × 縦5,120mm　以上

91.75 ㎡以上

ﾌﾙｶﾗｰLED (高輝度発行ダイオード(SMD3in1))

横縦共 16mm　以下

横1,120 × 縦320 =358,400以上

65,536 階調 以上 

100,000 時間 以下 (輝度半減値)

水平:120°以上　 / 垂直:50°(-30°,+20°)以上

手動(100段階)および光ｾﾝｻｰによる自動調整が可能なこと

3φ3W　200V

塔時計5)

Fc(ﾌｨﾙﾀﾞｰｽﾁｮｲｽ)

E(ｴﾗｰ)

H(ﾋｯﾄ) 赤色×1灯

赤色×1灯

赤色×1灯

受信制御装置8)

(1)

(2)

(3)

(4)

構造

材質

塗装

塗装色

機能

入力電源 1φ2W AC100V

  故障信号(主要ﾌﾞﾚｰｶｰのﾄﾘｯﾌﾟ信号)を記録放送室内の

  電源操作ﾊﾟﾈﾙに送信

(6)品質及び長期維持を目的とするため、本設備を納入するメーカーは下記条件を満たすこと。

ｻｲﾚﾝ

1台

14)
(調針器)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

材質

入力電源

停電補償時間

ABS樹脂製 (ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ色)

1φ2W AC100V

5時間以上

出力信号 DC24V 30秒有極信号

入力信号 GPSｱﾝﾃﾅからの時計電波

受信周波数

ｱﾝﾃﾅｹｰｽ

長波帯標準電波 40kHz/60kHz(自動選択)

ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ樹脂製(色 ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ)

ﾗｯｸ本体･架台

1台

1式

1台

最終ﾗｲﾝﾓﾆﾀ-

形式/設置

機能

卓上型 /操作ｶｳﾝﾀｰに設置

ﾒｲﾝｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ表示内容の確認用

形状 液晶18型 以上

判定表示盤(HEFc) 1台

(表示制御機器)

表示制御架 1式

ｽｺｱ操作装置 2式

判定･投球数操作盤

1台

1台

(ﾒｲﾝｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ機器)

(ｽｺｱ操作機器)

映像機器架 1式

(映像･音声機器)

ｶﾒﾗ接続盤 1台

21)

予備品 1式

(予備品)

30)

(14)

(15)

保守 ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ背面より可能とする

表示色

表示灯 φ300以上 LED式

B(ﾎﾞｰﾙ)

S(ｽﾄﾗｲｸ)

O(ｱｳﾄ)

青色×3灯

黄色×2灯

赤色×2灯

時計外径

構造

材質･塗装･塗装色

φ2000

ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ前面ﾊﾟﾈﾙに取付

耐蝕ｱﾙﾐ製 ｳﾚﾀﾝ樹脂焼付塗装 白色 5分ﾂﾔ仕上げ(指針)

ｽﾃﾝﾚｽ製 ｳﾚﾀﾝ樹脂焼付塗装 白色 5分ﾂﾔ仕上げ(文字)

入力信号 時計調針器からのDC24V･30秒有極信号を受け1分運針動作

(長波ｱﾝﾃﾅ)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

判定表示盤(BSO･ｻｲﾚﾝ)2)

材質

塗装

塗装色

鋼板製 t2.3

ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装

指定色 (建築ﾊﾟﾈﾙに塗装色･ﾂﾔを合わせるものとする)

構造 屋外型/背面取付構造

入力電源 1φ2W AC100V

(2)

(7)

(3)

(4)

(1)

構造

材質･塗装

屋外型/分割･背面取付構造

ｱﾙﾐ製･粉体塗装　または　高耐食メッキ鋼板・粉体塗装　同等品

(17)

(5)

(6)

概算質量 約 300 kg 以下

(8)

表示色

表示灯 φ300以上　 LED式

判定表示盤(HEFc)3)

材質

塗装

塗装色

鋼板製 t2.3

ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装

指定色 (建築ﾊﾟﾈﾙに塗装色･ﾂﾔを合わせるものとする)

構造 屋外型/背面取付構造

入力電源 1φ2W AC100V

(2)

(7)

(3)

(4)

(1)

(5)

(6)

概算質量 約 200 kg 以下

(8)

保守 ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ背面より可能とする

(9)

保守 ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ背面より可能とする

(9)

その他 ｻｲﾚﾝおよびLED表示部用の光ｾﾝｻｰを実装（設置位置はスコアボード内でも可）

(10)

ｻｲﾚﾝ4)

野球場に鳴音に適したｻｲﾚﾝを設けること｡

固定文字 白色ｼｰﾙ文字/文字高さ:300mm

(11)

固定文字 白色ｼｰﾙ文字/文字高さ:300mm

(10)

光信号を受け電気信号に変換し､各機器へ信号を送出

2

(5)

  受電部に雷対策としSPD(ｸﾗｽ1)を取付3

(6)

(表示制御機器)

表示制御架

1

(ｽｺｱ操作機器)

ｽｺｱ操作装置

  投球数の表示操作 ※判定･投球数操作盤のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ

  下記ﾃﾞｰﾀを外部で入力･作成し､本装置に取り込むことが可能

   ｢ﾁｰﾑ名｣｢選手名｣｢背番号｣｢個人成績｣および｢審判名｣

(ｽｺｱ操作機能)

下記操作機能を有するものとする｡

(1)

(2)

(3)

 ﾒｲﾝｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞの表示映像を最終ﾗｲﾝﾓﾆﾀｰに表示できるものとし、

 最終ﾗｲﾝﾓﾆﾀｰは､操作ｶｳﾝﾀｰに設置すること｡

(1)

(2)

(3)

最終ﾗｲﾝﾓﾆﾀｰ 1台

・プロ野球場またはプロ野球を開催する地方球場への納入実績を有すること。

持込簡易ｶﾒﾗ用備品 1式

表示電源装置 1台

受信制御装置 1台

塔時計 1台

7)

8)

  ﾉｯｸ時間の設定･表示･消去操作定

     選手表示設定 9人制 / 10人制

     審判表示設定 4人制 / 

     試合中のﾋｯﾄ数･ｴﾗｰ数 表示 / 非表示

     打撃個人成績 表示 / 非表示

     ｽﾋﾟｰﾄﾞｶﾞﾝ(球速) 表示 / 非表示

     試合経過時間 表示 / 非表示

     交代時間 表示 / 非表示

     得点加算時効果表示

   a.

   b.

   c.

   d.

   e.

   f.

   g.

   h.

     選手交代時効果表示 回転表示 / 点滅表示   i.

     ｽｺｱ表示ﾚｲｱｳﾄ   j.

  試合経過時間表示操作

  交代時間表示操作 (投手交代/攻守交替時)

    ※ｶｳﾝﾄｱｯﾌﾟまたはﾀﾞｳﾝ表示の切替操作が可能固定ｶﾒﾗ 3式

固定ｶﾒﾗﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾗ- 1台

映像ｿｰｽ確認ﾓﾆﾀ- 1台22)

固定ｶﾒﾗ用液晶ﾓﾆﾀ- 1台27)

11)

23)

塔時計調針器/GPSｱﾝﾃﾅ6)

表示電源装置7)

(1)

(2)

(3)

(4)

構造

材質

塗装

塗装色

入力電源

屋内自立型

鋼板製 t1.6以上

粉体塗装

指定色  半ﾂﾔ仕上げ

3φ3W AC200V (5)

(6)設備容量 60kVA以下

屋内自立型

鋼板製 t1.6以上

粉体塗装

指定色  半ﾂﾔ仕上げ

機能   各機器へ電源を供給1(8)

12)

11)

(その他機器)

主審通話連絡器(親機･子機) 1式28)

24)

25)

26)

  ﾃﾞｼﾞﾀﾙ静止画面の作成･登録･表示

   ※外部作成静止画を記憶媒体によるﾃﾞｰﾀ取り込み機能含む

   ※登録数は100ﾌｧｲﾙ以上

  固定･流動ﾒｯｾｰｼﾞ(文字表示)の登録･表示

   ※登録数は100ﾌｧｲﾙ以上

   ※外部作成静止画を記憶媒体によるﾃﾞｰﾀ取り込み機能含む

  ﾃﾞｼﾞﾀﾙ静止画･ﾒｯｾｰｼﾞとﾋﾞﾃﾞｵ映像の重ね合わせ表示が可能

(ﾒｯｾｰｼﾞ操作機能)

     ｽｺｱ表示文字選択 漢字表記 / 英字表記   k.

  作成･保存したﾃﾞｼﾞﾀﾙ静止画･ﾒｯｾｰｼﾞを表示順に

  登録し､手動による表示操作が可能

(ｻﾌﾞｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ)

ｻﾌﾞｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ(BSOHEFc) 1台9)

10)

15)

無停電電源装置16)

公式記録操作盤中継箱 1台

1台

18)

17)

ｽﾋﾟｰﾄﾞｶﾞﾝ制御盤19)

ｽﾋﾟｰﾄﾞｶﾞﾝ本体 1台

ｽﾋﾟｰﾄﾞｶﾞﾝ収納箱

1台

1台

(ｽﾋﾟｰﾄﾞｶﾞﾝ機器)

20)ｽﾋﾟｰﾄﾞｶﾞﾝ操作盤 1台

(7)概算重量 約 400 kg 以下

ｻﾌﾞｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ9)

ﾄﾞｯﾄﾋﾟｯﾁ

表示素子/画素構成 ﾌﾙｶﾗｰLED 

横縦共 16mm　以下

横400 × 縦60 =24,000以上

手動(100段階)が可能なこと

材質・塗装

表示画面寸法

表示面積

ｱﾙﾐ製･粉体塗装　または　高耐食メッキ鋼板・粉体塗装　同等品

横6,400mm × 縦960mm　以上

6.1㎡以上

構造 屋外型/分割･背面取付構造

入力電源 1φ2W AC100V又はAC200V

(2)

(13)

(3)

(4)

(1)

(5)

(6)

(14)

概算重量 1,500kg以下(15)

消費電力 5kVA以下

10)

他ｽｺｱ表示･制御に必要な機器 1式

1

2

3

4

5

6

7

8

2

3

 LED表示部の表示輝度を手動により切替操作が可能とする｡4

5

6

1

2

3

1

3

4

5

6

7

9

10

11

2

  各ｽｺｱ表示部の表示色設12

13

14

15

16

17

(ｻﾌﾞｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ)

5,000 cd/㎡  以上 (最大値)   

60kVA以下

    ※表示途中でも時間修正が可能

  下記ｽｺｱ表示内容の設定が可能

ｶｯﾄ表示 / 点滅表示 or　回転表示

TV中継車接続盤 1台29)

(判定表示盤に収容）

(映像表示架台に収容）

表示画面輝度 5,000 cd/㎡  以上 (最大値)   60本以上

65,536 階調 以上 

(8)

表示画素数(7)

表示階調(9)

(10)

概算質量 5,200 kg 以下（スコア表示部のみ）

防水/防塵(16) IP65(前面のみ）

素子寿命 60本以上

水平:120°以上　 / 垂直:50°(-30°,+20°)以上

(10)

視認角度(11)

輝度調整(12)

(16)

保守 背面より可能とする(17)

防水/防塵 IP65（前面のみ）

  下記文字種の表示が可能

  JIS第一水準，第二水準漢字，平仮名，ｶﾀｶﾅ，英数字

18

19

 すること｡

機器仕様にある寸法及び重量、仕様等が特定メーカーを指定するものではない。異なる数値、仕様がある場合は(7)

監督員に一覧表を作成の上で協議を行い、承認を得ること。

・無償にて24時間オンコール体制を有し、運用実績を10年以上有すること。

・納入後1年間、LED表示部に関する交換パネル、点灯電源、制御基板を無償で供給すること。

・自社にて品質管理・品質保証を行い、自社製品として自社製造銘板にて出荷すること。

一級建築士 一級建築士

設計者 検証者法適合確認欄
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1 : NS(A1)

1 : NS(A3)大型映像装置設備　仕様書（１）



  判定･投球数操作盤の操作機能 (ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ機能)

  ｽｺｱ操作装置(2台)間で登録および試合中の情報(ﾃﾞｰﾀ)を

入力電源

AC100V,無停電電源装置より

16)無停電電源装置(UPS)

定格出力容量

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ時間

機能

形式

入力電源

切替時間

AC100V

10msec 以内

1100W 以上 (最大出力時)

約4分間以上 (定格負荷出力時)

各操作機器の電源を供給する

ﾗｯｸ実装型または据置型

ﾘﾚｰ

ﾋｭｰｽﾞ

DC電源

LEDﾓｼﾞｭｰﾙ(表示素子)

制御基板

予備品収納箱

使用数の1%

各種 1枚

各種 1個

現用数

各電圧毎 1個

3-3 表示機能

ﾒｲﾝｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ(ｽｺｱ表示部)1)

ﾁｰﾑ名､守備位置･選手名の表示

打者に該当する守備位置表示部は､背景色表示ありまたは赤下線にて表示

表示文字色をﾌﾙｶﾗｰにて任意に設定可能

ﾁｰﾑ名､得点(各回･合計)､ﾋｯﾄ数､ｴﾗｰ数､打率､ﾎｰﾑﾗﾝ数､球速､

審判名､試合経過時間､交代時間､投球数の表示

ﾁｰﾑ名表示部は､ﾁｰﾑﾛｺﾞ(外部作成ﾃﾞｰﾀ読込)または全角3文字･半角6文字表示可能､

また全角4文字を自動圧縮して表示可能

表示文字をｶﾗｰにて任意に設定可能

合計得点は自動加算表示

※表示色の設定は下記表示部単位での設定

  各回得点･合計得点

  ﾁｰﾑ名･守備位置･選手名

  試合経過時間

  審判名

  交代時間

  球速

  ﾋｯﾄ数･ｴﾗｰ数

  ﾁｰﾑ名(得点部) ※先攻/後攻個々に設定可能

2)ﾒｲﾝｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ(映像表示)

表示部全体を使用した固定広告･ﾒｯｾｰｼﾞ表示ができること｡

映像表示はｽｺｱ操作装置にて下記｢3ﾊﾟﾀｰﾝ｣の選択可能とする｡

映像ｼｽﾃﾑからの動画を表示ができること｡

ﾊﾟﾀｰﾝ1:映像16:9表示

左右■部は非表示またはﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像表示

左側■部は非表示またはﾃﾞｼﾞﾀﾙ画像表示

ﾊﾟﾀｰﾝ2:映像16:9表示

横幅合わせのため上下 　 部は非表示

ﾊﾟﾀｰﾝ3:映像(16:9)を全画面表示

その他機能3)

表示部の画面に文字､図形等によりﾒｯｾｰｼﾞ表示が作成できること｡

写真ﾃﾞｰﾀ等を取込むことが可能であり､編集が可能であること｡

ﾒｯｾｰｼﾞ画面については､200画面以上の登録･保存が行えるものとし､

容易に表示が可能なこと｡

表示部に流し文字表示が可能なものとすること

(映像･音声機器)

映像機器架

形式

機器構成(参考)

塗装色

塗装

屋内自立型

ﾒｰｶｰ標準屋内塗装

    映像切替器

    同期信号発生器

    ﾌﾞﾙｰﾚｲﾌﾟﾚｰﾔｰ

機能     映像切替器により､ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞへ表示するﾋﾞﾃﾞｵ映像を選択

    ﾓﾆﾀｰｽﾋﾟｰｶ

(ﾋﾞﾃﾞｵ映像操作機能)   ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞへ表示するﾋﾞﾃﾞｵ映像の切替操作

  ﾋﾞﾃﾞｵ映像の表示位置･表示ｻｲｽﾞの切替操作

(その他機能)

  共有し､1台のみでも試合運用が可能 (ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ機能)

(4)

判定･投球数操作盤13)

材質

形式

(2)

(1) 卓上型

鋼板製 t1.6

(3)

(4)

(5)

(6)

塗装色

機能

塗装

入力電源

ﾒｰｶｰ指定色 

ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装

ｶｳﾝﾄ(BSO)操作/公式判定(HEFc)操作/

ﾁｪﾝｼﾞ(CH)ｸﾘｱ操作/BS(BS)ｸﾘｱ操作/

ﾗﾝﾅｰｱｳﾄ操作/ｼﾞｬｯｼﾞﾘｾｯﾄ操作/ｻｲﾚﾝ操作

AC100V

(判定操作機能)

下記操作機能を有するものとする｡

投球数加算[+1] / 減算[-1]操作

投球数ｸﾘｱ[ｸﾘｱ]操作

投球数表示 (0～999)

(投球数操作機能)

先攻/後攻表示 ※現在の守備側(投球数表示側)を表示

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

ﾒｰｶｰ標準仕様

電源制御器

ﾗｯｸ本体･架台

    外部映像入力ﾊﾟﾈﾙ

    必要な映像信号に同期信号を入力

    ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞへ表示する映像の音声を､既設･音響設備に送出

21) (予備品)

予備品30)

(2)

(1)

(4)

(3)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

  投球数

2

3

4

5

6

7

8

9

16:9

16:9

16:9

(1)

(2)

(3)

(4)

23)ｶﾒﾗ接続盤

形式

塗装色

機能

材質

塗装

屋外壁面取付型

鋼板製 t1.6

ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装

指定色 半ﾂﾔ仕上げ

操作室までの持込ﾊﾝﾃﾞｨｶﾒﾗ用映像ｹｰﾌﾞﾙの中継接続

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

持込簡易ｶﾒﾗ用備品

信号変換器

ｹｰﾌﾞﾙﾄﾞﾗﾑ 同軸ｹｰﾌﾞﾙ 5CFW/30m×1個,20m×1個

映像信号の変換器 (HDMI→HD-SDI) ×1台

24)

(2)

(1)

三脚 1個(3)

その他 ﾊﾝﾃﾞｨｶﾒﾗ本体は使用者にて持込むものとする｡(4)

映像ｿｰｽ確認ﾓﾆﾀ

形式/設置

機能

卓上型 /操作ｶｳﾝﾀｰに設置

各映像入力ｿｰｽおよび出力選択映像の確認

形状 液晶18型 以上

(1)

(2)

(3)

22)

固定ｶﾒﾗ25)-3

総画素数

撮像素子 1/2.8型CMOS以上

約200万画素以上

ﾊﾟﾝ/ﾁﾙﾄ角度

ﾌﾟﾘｾｯﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝ

ﾚﾝｽﾞ

その他

ﾊﾟﾝ±175度､ﾁﾙﾄ+90度/-30度

光学24倍以上

100ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ

操作室からﾘﾓｺﾝにて操作が行えること

26)固定ｶﾒﾗﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾗｰ

機能 固定ｶﾒﾗのﾊﾟﾝ･ﾁﾙﾄ･ｽﾞｰﾑ･ﾌｫｰｶｽ等のﾘﾓｰﾄ操作

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(2)

入力電源 AC100V(3)

固定ｶﾒﾗ用液晶ﾓﾆﾀｰ

形式/設置

機能

卓上型 /操作ｶｳﾝﾀｰに設置

各映像入力ｿｰｽおよび出力選択映像の確認

形状 液晶13型 以上

(1)

(2)

(3)

27)

形式/設置 卓上型 /操作ｶｳﾝﾀｰに設置(1)

入力電源 AC100V(4)

(その他機器)

28)主審通話連絡器(親機･子機)

設置

機能

材質

(親機)記録放送室内操作ｶｳﾝﾀｰ/卓上型

  主審(ｸﾞﾗﾝﾄﾞ内)と操作員(記録放送室内)との連絡通話用
(2)

(1)

(3)
  通話状態(ON/OFF)操作は､親機にて行えること｡

(子機)ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ裏壁面/壁面取付型
1

2

入力電源 AC100V (親機のみ)(4)

20

21

22

23

24  LED表示部の表示面輝度設定機能(8段階以上)

14)公式記録操作盤

塗装

機能

塗装色

材質

形式

鋼板製 t1.6

卓上型

ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装
指定色 半ﾂﾔ仕上げ

公式判定(HEFc)操作

手元(公式記録卓)･遠方(判定操作卓)操作の切替操作

15)公式記録操作盤中継箱
形式

塗装色

機能

材質

塗装

壁面取付型 ※公式記録操作盤設置付近取付

鋼板製 t1.6

ﾒｰｶｰ標準屋内塗装(粉体塗装)

指定色 半ﾂﾔ仕上げ

公式記録操作盤のｹｰﾌﾞﾙ接続を行う

(2)

(1)

(3)

(4)
(5)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

ｽﾋﾟｰﾄﾞｶﾞﾝ制御盤

塗装

機能

塗装色

材質

形式

入力電源

ﾗｯｸ組込型または壁面取付型

鋼板製 t1.6

ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装

指定色  or　ﾒｰｶｰ指定色

    ｽﾋﾟｰﾄﾞｶﾞﾝの計測ﾃﾞｰﾀを変換し､ｽﾋﾟｰﾄﾞｶﾞﾝ操作盤

    ｽｺｱ制御部及び中継車接続盤へｼﾘｱﾙ信号にて送出

    ｽﾋﾟｰﾄﾞｶﾞﾝおよびｽﾋﾟｰﾄﾞｶﾞﾝ操作盤へ電源供給

AC100V 500VA

ｽﾋﾟｰﾄﾞｶﾞﾝ収納箱 ※ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ裏に設置18)

材質

形式

塗装

設置方法は現地調査後､監督員と協議の上決定すること｡

(ｹｰｽ)   SUS製 t1.5

(前面ﾊﾟﾈﾙ) 計測電波を透過する材質

ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装

ｽﾋﾟｰﾄﾞｶﾞﾝ本体17)

設置

測定可能距離

測定可能速度

計測精度

ｽﾋﾟｰﾄﾞｶﾞﾝ収納箱内に専用金具にて取付

約60ｍ以下

80～170km/h

±1km/h

ｽﾋﾟｰﾄﾞｶﾞﾝ操作盤

機能

入力電源

材質

塗装色

塗装

形式 卓上型

ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装

鋼板製 t1.6

ﾒｰｶｰ指定色

    ｽﾋﾟｰﾄﾞｶﾞﾝで計測された最高速度をﾓﾆﾀ

    ｽﾋﾟｰﾄﾞｶﾞﾝ本体およびｽﾋﾟｰﾄﾞｶﾞﾝ制御盤の電源操作

    球速表示時間を5段階で設定可能

ｽﾋﾟｰﾄﾞｶﾞﾝ制御盤より入力

(ｽﾋﾟｰﾄﾞｶﾞﾝ機器)

(2)

(1)

(3)

(4)

(2)

(1)

(3)

19)

20)

1

2

1

2

3

その他 調整用音叉を添付すること(5)

(2)

(1)

(4)

(3)

(5)

(6)

(2)

(1)

(4)

(3)

(5)

(6)

塗装色

機能

入力電源

設置場所周囲の近似色 3分ﾂﾔ仕上げ

ｽﾋﾟｰﾄﾞｶﾞﾝ本体からの信号を変換しｽﾋﾟｰﾄﾞｶﾞﾝ制御盤へ送信

ｽﾋﾟｰﾄﾞｶﾞﾝ制御盤より専用電源を入力

 ※内部制御基板およびｶﾞﾝ本体へ供給

(4)

(5)

(6)

1台

1台

1台

1台

1台

1式

1台

1式

1

2

3

4

5

6

7

9 他映像表示･制御に必要な機器

1

2

3

固定ｶﾒﾗ収納箱(固定ｶﾒﾗ1,2用）25)-1

(2)

(1)

(3)

(4)

材質

塗装

塗装色

鋼板製 t2.3

ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装

指定色 (建築ﾊﾟﾈﾙに塗装色･ﾂﾔを合わせるものとする)

構造 屋外壁掛型

その他保守に必要な部品を納入するものとする｡(7)

(スコア操作端末でも可)

施工条件

・現場養生・仮囲い・仮設足場等は本工事に含むものとする

・撤去材等は法令に遵守し　適切場外搬出・処分すること

・試験調整費に　オペレーター教育（3日間程度）・運用立会（2日間程度）見込むこと

ﾋﾞﾃﾞｵﾘﾌﾟﾚｲ装置 1式8

形式(1)

TV中継車接続盤39)

屋外壁面取付型

材質(2) 鋼板製 t1.6

塗装(3) ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装

塗装色(4) 指定色　半ﾂﾔ仕上げ

機能(5) 操作室までのTV中継車からの映像ｹｰﾌﾞﾙの中継接続

固定ｶﾒﾗ収納箱（固定ｶﾒﾗ3用）25)-2

(2)

(1)

(3)

(4)

材質

塗装

塗装色

鋼板製 t2.3

ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装

指定色 (建築ﾊﾟﾈﾙに塗装色･ﾂﾔを合わせるものとする)

構造 屋外型／背面取付構造

一級建築士 一級建築士

設計者 検証者法適合確認欄

設備設計一級建築士

第384579号

17992

第286776号

渡邉　和幸

第6211号

浅山　明 寺田　庄作

設計番号

浅山　明 西山　浩司

特　記

一級建築士事務所登録　大阪（ワ）第３２３４号

徳島県東部県士整備局＜徳島＞
●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

R7徳土　鳴門総合運動公園　鳴・撫養立岩　野球場スコアボード改修工事

一級建築士事務所登録　徳島県知事登録第１１０５０号

MIYA Architect's Office

宮建築設計会社
株式

E-149

1 : NS(A1)

1 : NS(A3)大型映像装置設備　仕様書（２）



１φ３Ｗ　ＡＣ２００／１００Ｖ

放送室分電盤

カメラ接続盤へ

６０Ｈｚ　１０ｋＶＡ

ＥＭ－ＳＭ－１０／１２５－１２Ｃ（ＦＥＰ３０）

フルカラーＬＥＤ表示部

受信制御装置

電源制御装置

３Φ３Ｗ　ＡＣ２００Ｖ

表示電源装置

光
成
端
箱

光
信
号
変
換
器

スコア

操作装置＃１

スコア制御器

ＬＥＤ
コントローラ
（Main系）

光
成
端
箱

光
信
号
変
換
器

（１６×１６）

中継車接続盤

リプレイ

マ

－

ト

ッ
ク
ス
ス

リ

ッ
チ

イ

ャビデオリプレイ装置

コントローラ－

固定カメラリモート

固定カメラ１

固定カメラ接続盤１
ＥＭ－ＳＭ－１０／１２５－４Ｃ（２８）

変換器

ハンディカメラ

中継車端子盤

カメラ接続盤

リプレイ

ＢＲレコーダー

持込ＰＣ

ＨＤ－ＳＤＩ
オーディオ
ディ
エンベデッタ

ＨＤ－ＳＤＩ
オーディオ
ディ
エンベデッタ

モニターＳＰ（Ｌ） モニターＳＰ（Ｒ）

ＬＩＮＥ１

端子板

光
成
端
箱

ＨＵＢ

ＳＷ-

ＨＵＢ

ＳＷ-

同期信号発生器 各機器へ

ＬＩＮＥ２

音響設備

映像切替器

各表示ユニットへ

塔時計へ

ＡＣ１００Ｖ

塔時計
アンテナ
ＧＰＳ

Ｅ

Ｈ

Ｆｃ

Ｓ

Ｂ

Ｏ

（ＢＳＯ） （ＨＥＦｃ）

機器付属ケーブル

判定表示盤

サ

塔時計

調針器

６０Ｈｚ　６０ｋＶＡ

光
信
号
変
換
器

固定カメラ１

固定カメラ２

固定カメラ２

固定カメラ接続盤２
ＥＭ－ＳＭ－１０／１２５－４Ｃ（２８）

ＴＶ中継車端子盤
ＥＭ－ＳＭ－１０／１２５－４Ｃ（２８）

カメラ接続盤
ＥＭ－Ｓ５Ｃ－ＦＢ（２８）

光
成
端
板

スキャン
コンバータ

マルチビューワーマルチビューワー

固定カメラ用

マルチビューワー

ＭＯＮＩ１

ＭＯＮＩ２

ＭＯＮＩ３

ＭＯＮＩ４

ＭＯＮＩ５

ＭＯＮＩ６

ＭＯＮＩ７

ＭＯＮＩ８

判定・投球数 スピードガンスピードガンスピードガンスピードガン
スピードガン

操作盤操作盤 制御盤

スピードガン

ＦＳ

１Φ２Ｗ　AC２００Ｖ

６０Ｈｚ　５ｋＶＡ

液晶モニタ-
映像ソース
確認モニタ-

固定カメラ３

ＦＳ

ＦＳ

ＦＳ

ＦＳ

ＦＳ

ブルーレイ

ＦＳ

（Buck Up系）

スキャン
コンバータ

ＤＶＩ
分配器

光
成
端
箱

光
信
号
変
換
器

ＥＭ－ＳＭ－１０／１２５－４Ｃ（２８）

フルカラーＬＥＤ表示部
電源制御部

最終ライン

モニター

外
線
端
子
パ
ネ
ル

ＥＭ－ＣＰＥＥ－Ｓ－Φ０．９－５Ｐ（２８）

（操作室分電盤より）

（放送室分電盤より）

ＥＭ－ＣＥＥ３．５ｓｑ－３Ｃ

ＡＣ１００Ｖ
（放送室分電盤より）

ＥＭ－ＣＥＥ３．５ｓｑ－３Ｃ

ＡＣ１００Ｖ
（放送室分電盤より）

ＥＭ－ＣＥＥ３．５ｓｑ－３Ｃ

ＡＣ１００Ｖ
（放送室分電盤より）

ＥＭ－ＣＥＥ３．５ｓｑ－３Ｃ

スコア

操作装置＃２

電源操作

パネル

主審連絡通話器

スピードガン収納箱

（子機）
主審連絡通話器
（親機）

［バックネット裏］

［メインスタント・観客席］

［メインスタントスコアボード］［音声・映像操作室］

ＥＭ－ＣＥＥ８ｓｑ－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥＴ１５０ｓｑ、Ｅ１４

中継車中継盤へ

カメラ中継盤１，２へ

放送室UPSヘ

放送室各機器へ

サブスコアボードへ

ＡＥ－Φ０．９－２Ｃ（２８）

ＥＭ－ＣＰＥＥ－Ｓ－Φ０．９－５Ｐ（２８）

※通話操作不要※通話操作

サブスコアボード

メインスコアボード

公式記録

操作盤

公式記録操作盤用

中継箱

※専用ケーブル

［審判員室］

ＥＭ－ＣＰＥＥ－Ｓ－０．９Φ－１０Ｐ（２８）

※使用者にて用意

信号

変換器

信号

音声

持込ＰＣ

利用者

音響設備へ

ＬＥＤ
コントローラ

ＬＥＤ
コントローラ

光
信
号
変
換
器

固定カメラ３

ブルーレイプレーヤー

スピーカＬ／Ｒへ

(注)　機器、配線は大型映像装置設備工事、配管（野球場、屋外）は別途電気工事とする。

一級建築士 一級建築士

設計者 検証者法適合確認欄

設備設計一級建築士

第384579号

17992

第286776号

渡邉　和幸

第6211号

浅山　明 寺田　庄作

設計番号

浅山　明 西山　浩司

特　記

一級建築士事務所登録　大阪（ワ）第３２３４号

徳島県東部県士整備局＜徳島＞
●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

R7徳土　鳴門総合運動公園　鳴・撫養立岩　野球場スコアボード改修工事

一級建築士事務所登録　徳島県知事登録第１１０５０号

MIYA Architect's Office

宮建築設計会社
株式

E-150

1 : NS(A1)

1 : NS(A3)大型映像装置設備　システム系統図
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1 :100(A3)大型映像装置設備　スコアボード正面立面図（改修後）

参考図
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1 : 60(A3)大型映像装置設備　断面詳細図（改修後）
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1 : 40(A1)

1 : 80(A3)大型映像装置設備 スコアボード3階平面図・梁伏図（改修後）
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1 : 40(A1)

1 : 80(A3)大型映像装置設備 スコアボード屋根平面図（改修後）

参考図
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1 : 40(A1)

1 : 80(A3)大型映像装置設備 スコアボード取付鋼材軸組図（改修後）
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1 : 60(A3)大型映像装置設備　スコアボード断面詳細図（改修前）
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1 : 40(A1)

1 : 80(A3)大型映像装置設備 スコアボード1階・2階平面図（改修前）
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３階　梁伏図　S=1/40

３階　平面図　S=1/40
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屋根　平面図　S=1/40
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フッ素樹脂焼付塗装（両面）仕上

15 1563515 2,350 15 1,545 15 1,825 15 1,825 15 1,825 15 1,825 15 1,825 15 1,455 15 1,455 15 1,755 15792.5155251,192.515 1,192.5

1,847.5 502.5 1,382.5 442.5 1,162.5 662.5 1,482.5405

1,500 5,100 5,300 5,300 5,100 1,500

24,040

22,990

シート防水範囲

120272.5120 172.5

1
0
0

15525

405 1,080

1,252.5

撤去処分

撤去処分

撤去範囲

一級建築士 一級建築士

設計者 検証者法適合確認欄

設備設計一級建築士

第384579号

17992

第286776号

渡邉　和幸

第6211号

浅山　明 寺田　庄作

設計番号

浅山　明 西山　浩司

特　記

一級建築士事務所登録　大阪（ワ）第３２３４号

徳島県東部県士整備局＜徳島＞
●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

R7徳土　鳴門総合運動公園　鳴・撫養立岩　野球場スコアボード改修工事

一級建築士事務所登録　徳島県知事登録第１１０５０号

MIYA Architect's Office

宮建築設計会社
株式

E-160

1 : 40(A1)

1 : 80(A3)大型映像装置設備 スコアボード屋根平面図（改修前）
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Ｘ２’軸組図　S=1/40
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1 : 40(A1)

1 : 80(A3)大型映像装置設備 スコアボード取付鋼材軸組図（改修前）

参考図



ｻｲﾚﾝ

塗装

1台

構造/材質 据置型 / ﾒｰｶｰ標準仕様

ﾒｰｶｰ標準塗装(屋外仕様)
ﾒｰｶｰ標準色(灰色)
約4.2kg質量

(
1
7
4
)

(188)

(
φ
1
4
8
)

(146)

判定表示盤(BSO･ｻｲﾚﾝ)に実装

φ
2
0
0
0

駆動部

塔時計 1台

耐食ｱﾙﾐ製 ｳﾚﾀﾝ樹脂焼付塗装 白色 5分ﾂﾔ仕上指針
文字 ｽﾃﾝﾚｽ製 ｳﾚﾀﾝ樹脂焼付塗装 白色 5分ﾂﾔ仕上

入力電源 1φ2W AC100V

材質･塗装

塔時計

概算質量 約15.5kg

受信制御装置 1台

構造/材質 屋内自立型 / 鋼板製 t1.6以上

粉体塗装

1φ2W AC100V入力電源
概算質量 約 200 kg

塗装
指定色 半ﾂﾔ仕上げ

鍵付き

700

1
8
0
0

5
0

500

受信制御装置

LED表示部  1式

材質･塗装
構造 屋外型/分割･背面取付構造

ｱﾙﾐ製 粉体塗装　または　高耐食性ﾒｯｷ鋼板・粉体塗装
表示素子

5,600kg以下概算質量

17,920
5
,
1
2
0

(160)

判定表示盤(BSO･ｻｲﾚﾝ)

材質/塗装

表示灯素子 青LED×3灯/黄LED×2灯/赤LED×2灯
φ300以上　 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄﾞ製表示灯ﾚﾝｽﾞ

1台

構造 屋外型/背面取付構造
鋼板製 t2.3 / ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装

表示灯の点灯に必要な電源を入力入力電源
概算質量 約 300 kg以下

光ｾﾝｻｰ
(LED表示部用)

判定表示盤(HEFc) 1台

建築ﾊﾟﾈﾙに塗装色･ﾂﾔを合わせるものとする

塔時計調針器/GPSｱﾝﾃﾅ 1式

構造/材質 屋内壁掛型 / 樹脂製

ﾒｰｶｰ標準色(ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ)
1φ2W AC100V 約4W入力電源

概算質量 約0.6kg/約0.4kg(調針器/ｱﾝﾃﾅ)

塗装

90 61
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専用ｹｰﾌﾞﾙ

52
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1

(塔時計調針器) (GPSｱﾝﾃﾅ)

※GPSｱﾝﾃﾅはｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ背面ﾃﾞｯｷに設置

表示電源装置 1台

構造/材質 屋内自立型 / 鋼板製 t1.6以上

粉体塗装

1φ3W 100/200V 43kVA 以下入力電源
概算質量 約 400 kg以下

塗装
指定色 半ﾂﾔ仕上げ

鍵付き

受電

表示電源装置

背面通風孔のみとしﾌｧﾝﾚｽとする熱対策
(横)17,920mm× (縦)5,120mm 以上表示面寸法
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固定文字:
  白色ｼｰﾙ文字
文字高さ:
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材質/塗装

表示灯素子 赤LED×3灯
φ300以上 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄﾞ製表示灯ﾚﾝｽﾞ

構造 屋外型/背面取付構造
鋼板製 t2.3 / ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装

表示灯の点灯に必要な電源を入力入力電源
概算質量 約 200 kg以下

建築ﾊﾟﾈﾙに塗装色･ﾂﾔを合わせるものとする
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1 : NS(A1)

1 : NS(A3)大型映像装置設備　スコアボード機器姿図（１）



ｻﾌﾞｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ 1台

材質/塗装

表示灯素子

構造 屋外型/天面取付構造

鋼板製 t2.3 / ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装
ﾒｲﾝｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ建築ﾊﾟﾈﾙに塗装色･ﾂﾔを合わせるものとする
フルカラーＬＥＤ(ＳＭＤ ３ｉｎ１)　１６ｍｍピッチ以下

(
2
1
0
0
)

表示制御架 映像機器架

600 600 700

(EIA用調整ﾊﾟﾈﾙ) (EIA用調整ﾊﾟﾈﾙ)

表示制御架/映像機器架

実装機器

1式

ﾗｯｸ本体 EIA規格ﾗｯｸ (2本)

ｽｺｱ操作機器

1φ2W AC100V (2系統)入力電源
映像･音声機器,表示制御機器 他

18型 以上

液晶ﾓﾆﾀ

ｽｺｱ操作装置

ﾒﾓﾘ

2式

OS Windouws 10

8 GB 以上

液晶 / 18型 以上 ※ﾜｲﾄﾞまたはｽｸｴｱ型ﾓﾆﾀ
HDDまたはSSD 500 GB 以上記憶装置/容量

※ﾜｲﾄﾞまたはｽｸｴｱ型

S

B

O

判 定 ･ 投 球 数 操 作 盤

B1 B2

S1 S2

B3

O1 O2

CH RO

H

E

Fc

ﾘｾｯﾄ

公式記録

電源 ｻｲﾚﾝ

訂正
ｸﾘｱ

BS

三塁側

+

―

ｸﾘｱ

一塁側

+

―

ｸﾘｱ

3
0
0

120450

判定･投球数操作盤

塗装

1式

構造/材質 卓上型 / 鋼板製 t1.6

ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装

BSOHEFc表示灯･ｻｲﾚﾝ･投球数操作機能
AC100V 入力電源

ｶﾞｰﾄﾞｶﾊﾞｰ無し ｶﾞｰﾄﾞｶﾊﾞｰ付

メーカー指定色

ｽﾋﾟｰﾄﾞｶﾞﾝ本体･収納箱

塗装

1式

構造/材質 屋外防水型/SUS製 t1.5
ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装

計測ﾃﾞｰﾀを操作室･ｽﾋﾟｰﾄﾞｶﾞﾝ操作盤に送信機能
設置場所 ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ裏･壁面に設置

400

4
0
0

(375)

ｽﾋﾟｰﾄﾞｶﾞﾝ本体

(内部に実装)

前面ﾊﾟﾈﾙ

計測電波を透過する材質

設置場所周囲の3部ﾂﾔ仕上げ

ｽﾋﾟｰﾄﾞｶﾞﾝ制御盤

塗装

1台

ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装

ｽﾋﾟｰﾄﾞｶﾞﾝおよび操作盤へ専用電源を供給機能

屋内EIAﾗｯｸ実装型/鋼板製 t1.6構造/材質

指定色 半ﾂﾔ仕上げ

480 275

2
2
1

(NP)

ｽﾋﾟｰﾄﾞｶﾞﾝ信号を受信し各機器へﾃﾞｰﾀ送出

ｽﾋﾟｰﾄﾞｶﾞﾝ操作盤 1台

消去計測

mk

表示時間

10S

8S

2S

3S
6S4S

球  速

ｽﾋﾟｰﾄﾞｶﾞﾝ操作盤

300

3
0
0

120

手動 表示

塗装 ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装

ｽﾋﾟｰﾄﾞｶﾞﾝ電源操作および表示･消去操作機能

卓上型/鋼板製 t1.6構造/材質

メーカー指定色

表示制御架 映像機器架
9
6
0

5656400

1,500kg以下概算質量
背面通風孔のみとしﾌｧﾝﾚｽとする熱対策
(横)6,400mm× (縦)960mm 以上表示面寸法

公式記録操作盤 1式

塗装
構造/材質 卓上型 / 鋼板製 t1.2

ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装

HEFc表示灯操作機能
メーカー指定色

（本器使用時には、優先操作とする）

一級建築士 一級建築士

設計者 検証者法適合確認欄
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1 : NS(A1)

1 : NS(A3)大型映像装置設備　スコアボード機器姿図（２）



固定ｶﾒﾗﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾗ 1式

質量 1.3kg

ﾘﾓｰﾄ操作
固定ｶﾒﾗの､ﾊﾟﾝ､ﾁﾙﾄ､ｽﾞｰﾑ､ﾌｫｰｶｽ等の

入力電源 AC100V
ﾊﾟﾝﾁﾙﾄ角

設置場所 記録放送室

ｶﾒﾗ接続盤

塗装

1台

構造/材質 屋外壁掛型 / 鋼板製 t1.6

ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装

中継接続

指定色 半ﾂﾔ仕上げ

120

(
2
2
0
)

200

(NP)

鍵付き

放送室までの持込ﾊﾝﾃﾞｨｶﾒﾗ用映像ｹｰﾌﾞﾙの機能

(210)

(
1
7
6
)

(91)

1式

撮像素子

AC100V入力電源
ﾊﾟﾝ±175度､ﾁﾙﾄ+90度/-30度

ﾚﾝｽﾞ 光学24倍以上
ﾊﾟﾝﾁﾙﾄ角

設置場所 ﾒｲﾝｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ

材質/塗装
構造 屋外型/背面取付構造

鋼板製 t2.3 / ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装
ﾒｲﾝｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ建築ﾊﾟﾈﾙに塗装色･ﾂﾔを合わせるものとする

固定ｶﾒﾗ･本体

固定ｶﾒﾗ･収納箱

<付属品>

･ｹｰﾌﾞﾙﾄﾞﾗﾑ 同軸 30m×1
･ｹｰﾌﾞﾙﾄﾞﾗﾑ 同軸 20m×1
･信号変換器(ﾓﾊﾞｲﾙﾊﾞｯﾃﾘｰ付)×1
･簡易ｶﾒﾗ用三脚

ＴＶ中継車接続盤

屋外壁掛型 / 鋼板製 t1.6

ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装
指定色 半ﾂﾔ仕上げ

500

塗装
構造/材質

中継接続
放送室までのTV中継車からの用映像ｹｰﾌﾞﾙの機能

１台固定ｶﾒﾗ本体･屋外ハウジング 2式

撮像素子 1/2.5型 4K CMOS以上

AC100V入力電源
ﾊﾟﾝ±175度､ﾁﾙﾄ+90度/-30度

ﾚﾝｽﾞ 光学24倍以上
ﾊﾟﾝﾁﾙﾄ角

設置場所 １塁側・３塁側観客席上部

材質/塗装
構造 屋外型/壁面取付構造

ハウジング本体部：熱可塑性樹脂 
取付金具部：アルミ合金/粉体塗装

(307)

(
4
5
3
)

(389)

(水切り傾
斜)

2400

6
0
0

400

1/2.5型 4K CMOS以上

固定ｶﾒﾗ収納箱（固定ｶﾒﾗ３用）／固定委ｶﾒﾗ本体固定ｶﾒﾗ接続盤

屋外壁掛型 / 鋼板製 t1.6

ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装
指定色 半ﾂﾔ仕上げ

塗装
構造/材質

中継接続
放送室までの固定ｶﾒﾗTVの用映像ｹｰﾌﾞﾙの機能

３台

200

505 222

60
0

63
0

500 200

505 222

60
0

63
0
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連絡小窓(開閉)

連絡小窓(開閉)

審判員室

音響・映像操作室
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9

Fix窓

3
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１６
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2

Fix窓

8

4

12

4

12

アナウンスブース

ミキシングコンソール１

ポン出しコントロールユニット２

モニタースピーカ（Ａ）３

インターカム（Ａ）４

サイドワゴン５

電力増幅器架

７

アナウンスマイクロホン

８

モニター・制御用ＰＣ６

１０

９

アナウンスフェーダーボックス

インターカム（B）

音響機器

CUE　LIGHT付き

11

10

9

拡張ディスプレィ

7

１1

モニターアーム付き

デスクトップ型１2 モニタースピーカ（B）

天井吊り下げ型

12
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スチール手摺 9

床：RC金ゴテ押え素地

床：RC金ゴテ押え素地

腰壁：RC打放し補修+複層塗材E（A種）(濃紺色)

スチール手摺 12

StグレーチングW200

通行部のみ

床：速硬型ウレタン樹脂塗膜防水

(防滑、歩行仕様)

スチール手摺 7

RC打放し補修+複層塗材E（A種）(濃紺色)

軒天：差込式スパンドレルH35
フッ素ガルバリウム鋼板t0.6

アルミパネル手摺

サブスコアボード
(本工事)

縦樋：SGP管(DP塗装)

段裏DP塗装
Stグレーチング W200

床：速硬型ウレタン樹脂塗膜防水
(防滑、歩行仕様)

側溝：金ゴテ仕上 W200

手摺壁：厚膜樹脂塗装

RC打放し(補修)

断熱：ウレタン吹付 t25

厚膜樹脂塗装
断熱：ウレタン吹付 t20

GB(R)t12.5+DR(1)t9

ブラインドボックス

St-PL-1.6 SOP

磁器質タイル貼り300角
床見切り：SUS目地棒3x12HL

H-148x100(天井下地鉄骨)

断熱：ウレタン吹付 t25

GB(R)t12.5+DR(1)t9

(一部木格子ルーバー60x25@150取付) 木格子ルーバー範囲

GB(R)t12.5+DR(1)t9 GB(R)t12.5+DR(1) t9(濃紺色)
梁型：RC打放し補修+EP(濃紺色)

ゴム床タイル t9.0

ポリエチレンフォーム t25
ポリスチレンフィルム t0.15

捨てコン t60

砂利敷き t60

EP(濃紺色)

VT(1)t3.0

カウンター

D6-14

ブラインドボックス
W150×H150 St-PL-1.6 SOP

RC打放し補修+複層塗材E（A種）(濃紺色)

オープン側溝

スチール手摺 8

スチール手摺 9

床：速硬型ウレタン樹脂塗膜防水

(防滑、歩行仕様)

壁：木格子ルーバー

60x25@150

防塵塗装

GB(r) t12.5
+DR(1) t9.0

VT(1) t3.0

廊下（役員） 本部役員室１

スチール手摺 11

RC打放し補修+複層塗材E（A種）

塗膜防水

180

（
5
0
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2
）
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（300×15段）

（
1
7
5
×
1
6
段
）
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スチール手摺 2

断熱：ウレタン吹付 t25

断熱：ウレタン吹付 t25

5
5
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9
4
0

2
,
7
0
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（
3
0
0
×
9
）

5
0
0

EP

GB(R)t12.5+DR(1)t9

100

手摺壁：RC打放し補修+複層塗材E（A種）(濃紺色)

5
0

GB(R)t12.5+DR(1)t9

バックネット

7
5
0

7
5
0

5
0
0 9
0
0

縦通路階段

天端：塗膜防水

柱型：RC化粧打放しの上2-FUC塗装

柱型：RC化粧打放しの上2-FUC塗装

床：速硬型ウレタン樹脂塗膜防水

(防滑、歩行仕様)

グランドレベル TP+2.5

設計GL=TP+2.0
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11

10

9

8

7

6

5

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

記者席カウンター

7,500

1
,
9
0
0

5°

150

2
9
0

1
7
0

2
0
0

2
,
3
2
0

2
,
6
4
0

ケイ酸質系コンクリート表面強化剤塗布 ケイ酸質系コンクリート表面強化剤塗布
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0

スチール手摺

200

1,700

3
6
0

スチール手摺 9

床：速硬型ウレタン樹脂塗膜防水
(防滑、歩行仕様)

断熱：ウレタン吹付 t25
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車いす席部　詳細

箱樋W150×H100：SUS PL-1.2 曲げ加工
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スチール手摺 12

防護マットt60

防護マットt60

スチール手摺 5
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Keyplan
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1 :600(A3)大型映装置設備　メインスタンド２階機器配置・配線図
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